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会 議 録 

会議の名

称 
令和 3年度 第 2回飯塚市環境審議会 

開催日時 令和 3年 7月 16日(金) 14:00～16:30 

開催場所 飯塚市役所 本庁 2階 多目的ホール 

出席委員 
依田委員、香月委員、石橋委員、堀委員、森山委員、奥迫委員、今津委員、梅

野委員、吉柳委員、黒木委員、西谷委員、廣田委員、河邉委員、梅澤委員 

欠席委員 佐藤委員 

事務局 

職員 

市職員：福田課長、手柴係長、近藤、熊本 

策定支援事業者（九州経済調査協会）：能本主任研究員、田代研究員 

会議内容 

1 開会 

2 議題 

議題(1)第 2次飯塚市環境基本計画「令和 2年度 年次報告書」について 

事務局より議題について説明後、事前質問について回答 

 〇質問-回答 

【議題(1) 質問 No.1】年次報告書 P2 

『確実に実行する取組に絞り込み…』とあるが、絞り込んだ成果はどれく

らい出ましたか？ 

⇒【回答】 

本計画策定時に事務事業を精査し、資料 2『実施状況一覧』に示す各事務

事業に取り組んでいます。 

 

【議題(1) 質問 No.2】年次報告書 P2 

『他の市町村との比較が…』とあるが、比較はどのように表していますか？ 

⇒【回答】 

ご指摘の文言については、本計画に掲げる主な評価指標について、公表さ

れている資料により他市町村との比較が可能であることを示しています。 

例.一人あたりごみ排出量・リサイクル率・資源回収量⇒環境省『一般廃

棄物処理実態調査』、温室効果ガス排出量⇒環境省『部門別 CO2 排出量の

現況推計』 

 

【議題(1) 質問 No.3】年次報告書 P2 

市民の満足度の低さ、目標達成できていない事についての原因探求はでき

ていますか？ 

満足度をあげる手立ては、どう講じてきたのかお知らせください。 

⇒【回答】 

本計画策定時に市民意識調査を行った結果、「ごみのポイ捨てなど、市民

の環境モラル」、「ペットのふん害など、飼い主のマナー」についての満足
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度が低いことが判明しており、本計画の事務事業における取組の方向性

「不法投棄防止のための美しい環境整備」「マナー、モラルに関する大人

の意識改革」に位置付けられる事務事業について取組を行ってきました。 

 

【議題(1) 質問 No.4】年次報告書 P4 

配付先での活用について検証されてますか？配付が目的になっていないで

しょうか？ 

⇒【回答】 

本事業はツル性植物を栽培・育てることによるグリーンカーテンの作成を

市民に拡げるべく行ったものですが、配付先での活用について、個別に確

認は行っておりません。 

ただし、苗配付と同時に、グリーンカーテンの作成レポートの提出を呼び

かけており、令和 2年度においては 14件のレポート提出がありました。 

 

【議題(1) 質問 No.5】年次報告書 P6 

リボベジ（リボーンベジタブル）で満足度の低い市民は理解できるか、用

語の説明が必要ではないでしょうか？ 

⇒【回答】 

ご指摘いただきましたページへ以下のとおり注釈を付け加えます。 

※「リボべジ」とは「リボーンベジタブル」の略で、普段捨ててしまう大

根のヘタや豆苗、ネギの根などを水につけておくだけで葉を再生させる、

というものです。野菜を無駄なく使用することができるので環境にやさし

い活動といえます。 

 

【議題(1) 質問 No.6】年次報告書 P8 

資源回収団体奨励補助金の交付予算はどれくらいあって、交付要項等は各

団体に分かりやすくなっていますか？ 

資源回収団体の回収品目が減少している。 

例：布（古着）・一升びん等品目拡大はできないのでしょうか？ 

⇒【回答】 

予算は 15,884,000円となります。 

交付要綱は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（補助金適

正化法）」や同施行令などを根拠とし、交付に関するルールが定められて

いるため、堅いイメージだと感じられているかもしれません。現時点では、

各団体つつがなく処理できております。 

品目拡大については、事業者判断となります。 

 

【議題(1) 質問 No.7】年次報告書 P9 

正しい分別についての周知方法とは、行政としてどのように考えているの

か？市民をやる気にさせる分別方法を検討を。分別方法の周知について、

予算はどれほどとっているのか？ 

⇒【回答】 
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分別の周知の方法は現在市のホームページ、市報等で継続的に行っていく

よう考えています。分別方法の周知に関する予算につきましては計上され

ていません。 

 

【議題(1) 質問 No.8】年次報告書 P11 

ペットボトルキャップの回収について 

一般市民の目にふれる機会が少ないような気がします。 

出された資源ゴミがどのようにリサイクルされているのか広報が必要⇒回

収量の増につながる。 

⇒【回答】 

いいづか環境会議会報においてペットボトルキャップ回収について掲載

を行いましたが、更なる広報のため、今後は市ホームぺージや市報にてペ

ットボトルキャップ回収についての掲載を行う予定です。 

 

【議題(1) 質問 No.9】年次報告書 P17 

荒廃林は減少しているのでしょうか？ 

再生森林が増加している一方で、荒廃林も増加してないですか？ 

⇒【回答】 

荒廃森林および今後荒廃すると考えられる森林について、毎年整備を進め

ております。 

 

【議題(1) 質問 No.10】年次報告書 P18 

地場食材の毎月調査、お疲れ様です。 

地場食材が少ないのは予算が高くなると聞きましたが、利用促進のための

予算の支援はできないのですか？ 

⇒【回答】 

学校・保育所等への直接的な予算支援は行っていませんが、農林振興課が

行う『地産地消推進事業』『地産地消拡大対策事業費補助金交付事業』に

おいて、地産地消推進団体に補助金の交付を行っています。 

 

【議題(1) 質問 No.11】年次報告書 P19 

給食での目標値が 18%となっていますが、低くはありませんか？ 

学校の単独給食が進み、取組みやすいと思いますが。 

⇒【回答】 

給食献立は献立検討委員会で栄養要件等を勘案しつつ決定し、全校統一と

なっています。自校給食の実施により、食材の調達は各校で行うこととな

りますが、献立と生徒数により決められた予算の範囲内で行わなければな

らないという条件は変わりません。 

また、本目標値は、計画策定当初の『飯塚市食育推進計画』に掲げる目標

値に基づいて設定されており、小中学校と保育所・幼稚園・こども園で共

通の目標値となっております。 
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【議題(1) 質問 No.12】年次報告書 P11 

リサイクルされた物品等が一般市民に活用される機会をつくれませんか。 

⇒【回答】 

ペットボトルキャップ回収活動を行った小中学校や営業所、一般市民団体

等へリサイクルされたプランターや定規等の物品の配付を行っておりま

す。 

 

【議題(1) 質問 No.13】年次報告書 P7-9 

年度が令和元年度報告書のものをコピペしただけで 1 年ずれたままになっ

ています（グラフ 3つとも）。 

⇒【回答】 

令和 2年度の報告書において、ご指摘の評価指標の年度表記については元

となるデータ（環境省『一般廃棄物処理実態調査』）の年度に合わせてい

ます。 

⇒【再質問・意見①】 

環境省の数値をそのまま引用しただけ、というのは分かりますが、飯塚

市の年次報告書なのだから、飯塚市で把握している数値を使うべきです。

2年前の数値で今の状況を判断するのはいかがなものか。 

⇒【再質問・意見に対する回答①】 

年次報告書についても、公表される以上は出典を明記すべきであり、

公表された出典（環境省のもの）を使用すべきと考えております。 

加えて、ごみの排出量等に限った話ではありませんが、実施した施策

の効果がすぐに数値として反映される指標ではないため、単年度毎の

数値よりも、経年での数値の推移を評価していただきたいと考えてお

り、出典を統一して報告するものとしています。 

⇒【再質問・意見②】 

数値としては把握しているのだから、参考値としてでも良いので載せ

ていただきたい（要望として） 

⇒【再質問・意見に対する回答②】 

内部での数値の公表については、把握できているかどうかも含めて、

検討させていただきたいと思います。年次報告書については、環境

省の数値を出典として明記したもので公表させていただきます。 

⇒【再質問・意見③】 

令和元年度のごみ排出量は、前年度の水害の影響があり増大したと

のことなので、次年度はどうなのか、というところで数値を示して

ほしいと思いました。 

⇒要望として重複のため、回答なし。 

 

【議題(1) 質問 No.14】年次報告書 P11 

令和元年度の写真と同じものを掲載しています。違う写真にすべきと思い

ます。また、1ページも使って大きく掲載するほと意味のある写真とは思え

ません。（p1,p5の写真も令和元年度と同じものです。違う写真に差し替え
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てはいかがですか。） 

⇒【回答】 

写真については、ペットボトルキャップ回収団体に贈る各成果品を示して

いるに過ぎないため、差し換えは不要と判断しています。 

 

【議題(1) 質問 No.15】年次報告書 P19 

令和元年度の報告書では R1年度数値が 132に対し、令和 2年度の報告書で

は 188になっています。どちらが正しいのですか？ 

⇒【回答】 

令和元年度の年次報告時点では、ご指摘の指標において団体数のみしか回

答が得られなかったため、132としていました。今回、改めて担当課に照

会をかけたところ、緑化箇所数の回答が得られましたので、数値を改めて

いるところです。 

 

【議題(1)全体をとおして質問】 

年次報告書はどこが発行しているのでしょうか？昨年度もそうだが、あま

りにも単純なミスが多すぎると思います。チェック体制はどうなっている

のでしょうか？ 

⇒【回答】 

年次報告書は環境整備課環境推進係で作成しており、全体をとおして担

当者が作成しております。重々チェックは行っているつもりでしたが、

今回、前回ともに誤植が多く、委員の皆さまにご迷惑をおかけし、大変

申し訳ございませんでした。 

⇒【再質問・意見】 

チェック体制があるのかどうか、お訊きしたい。作成者が間違えるの

は仕方がないと思っています。 

⇒【再質問・意見に対する回答】 

作成は担当者が行い、最終的なチェックは係長・課長・部長が行って

おります。今後、今回のような誤植が多くならないように、チェック

体制を整えてまいりたいと思います。 

 

議題(2)第 2次飯塚市環境基本計画「令和 2年度 実施状況」について 

事務局より議題について説明後、事前質問について回答 

 〇質問-回答 

【議題(2) 質問 No.1】実施状況一覧 全般について 

表中の「自己評価」の評価基準が分かりにくいのではないでしょうか。 

実施状況欄に実施計画どおりの記載がされているが、自己評価が達成

（100%）になっていない事業がある。 

例）各家庭・各家庭における食品ロス削減等の啓発 

実施計画欄に目標値等の記載がないため、自己評価（達成状況）が分かり

にくい。 

例）ポイ捨て禁止の看板設置 
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３４箇所設置しているが、自己評価が達成（100%）になっていない。 

⇒【回答】 

各評価基準については、以下のように考えております。 

 

1.達成（100%)：当該年度の実施計画を不足なく達成しているもの。 

2.50%以上達成：当該年度の実施計画を概ね達成しているが、一部未達成

と評価されるもの。数値目標があるものに関しては、目標値の 50%以上を

達成しているもの。 

3.50%未満達成：実施年度の事業計画を実施しているものの、未達成のも

のが多く含まれるもの。数値目標があるものに関しては、目標値の達成が

50%未満であるもの。 

4.検討したが未着手：当該年度の実施計画について実施を試みたが、何ら

かの理由により実施していないもの。 

5.未着手：当該年度の実施計画についての実施を試みていないもの。 

 

自己評価の評価基準の分かりづらさについては、本審議会においてもたび

たびご意見をいただいているところです。現在策定中の第 3次計画の事務

事業評価においては、段階毎の自己評価ではなく、数値を用いた指標に改

めたいと考えています。 

また、ご指摘いただきました各事務事業については、適宜自己評価欄を修

正しております。 

⇒【再質問・意見】 

判りやすい指標に変えていくのは必要だと思いますが、評価基準の変更

前後で整合性を損なわないようにすべきと思います。大変かと思います

が、よろしくお願いします。 

⇒【再質問・意見に対する回答】 

事務事業についてはまだ先の話にはなりますが、ご指摘いただきまし

たとおり、前計画との比較ができるような形で立案したいと思います。 

 

【議題(2) 質問 No.2】生ごみ減量化運動・食品ロス削減の普及・啓発 

・食べ残しの原因は把握されていますか？ 

・多く食べれない、好き嫌いをする子に対して無理に食べさせることはあ

りませんか？ 

⇒【回答】 

・食べ残しの原因について、個別に調査等の把握はしていませんが、給食

の食べ残しは年々削減しています。 

・多く食べれない、好き嫌いをする子に対して、無理に食べさせることは

ありません。 

 

【議題(2) 質問 No.3】施設見学会の実施 

コロナ禍で見学受入が難しいとは思いますが、全校数に対して、４小学校

で 100％達成の自己評価ですか？ 
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⇒【回答】 

コロナ禍により特に小学校では見学が自粛されていました。しかし、見学

実施にあたっては希望校全ての受入れを行いました。省略せず対応するこ

とができました。また、希望する学校につきましては、DVDの貸し出しを

実施し、ごみ減量意識の向上を図ることができました。 

 

【議題(2) 質問 No.4】環境美化活動の促進 

まちづくり協議会の組織の中に、環境活動部会があると思うのですが、連

携が大切だと思います。 

活動実績の少ない地域の特定を十分にできていないため、呼びかけを行っ

ていないとありますが、美化活動の呼びかけは全地域にすべきではないで

しょうか？ 

⇒【回答】 

環境美化活動の呼びかけをまちづくり協議会や市ホームページ等にて今

後実施し、活動実績が少ない地域だけでなく、全地域へ呼びかけるように

いたします。 

 

【議題(2) 質問 No.5】市民一斉ごみ拾い日等、市民参画の促進 

コロナ禍で、どこも実施が難しかったのではないでしょうか？ 

ごみゼロの日っていつですか？ 

⇒【回答】 

令和元年度と比べて令和 2 年度はボランティア清掃袋の申請枚数や清掃

参加者数が減少していますが、ボランティア清掃袋の申請数は増加してい

ますので、コロナ禍においても清掃は実施されていたといえます。 

5月 30日をごみゼロの日としています。 

 

【議題(2) 質問 No.6】分別の細分化の検討 

それぞれの自治体の分別内容は同一ですか？ 

細分化が進んでいるところに合わせることは当面ありませんか？ 

⇒【回答】 

ふくおか県央環境広域施設組合において協議・検討を実施する予定となっ

ております。 

 

【議題(2) 質問 No.7】拠点回収ボックスの利用促進 

拠点回収ボックスに入れられる品目が減っています。資源回収団体と行政

の協力し回収品を増やすべきではないのでしょうか？ 

⇒【回答】 

拠点回収ボックスで回収する品目の変更は行っておりませんが、資源回収

団体において採算見込が出ない品目が生じています。 

 

【議題(2) 質問 No.8】正しい情報の発信（外来生物対策） 

情報公開にとどまらず対処法・駆除等の取り組みが必要ではないでしょう
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か？ 

⇒【回答】 

特定外来生物を発見した際の、外来生物法に基づいた対応についても、同

時に周知を行っているところです。 

駆除については、相応の人件費又は委託料等のコスト投入が必要となりま

すが、直近で行った市民意識調査において、「外来種対策の実践」につい

ては重要度が低い（＝関心が低い）という結果を得ており、取組は行って

おりません。 

本計画の事務事業としても、外来生物対策は「入れない・捨てない・拡げ

ない」を取組の方向性として定めており、生態系への被害を抑えるための

意識啓発に注力しています。 

 

【議題(2) 質問 No.9】防災研修の推進 

受講者の男女別数を教えてください。 

地域防災リーダー研修について女性枠がありますが何人ですか？ 

⇒【回答】 

令和 2年度は男性 24名、女性 7名、計 31名の方が受講されました。休日、

平日コース各コース 5名程度を女性枠としておりました。 

 

【議題(2) 質問 No.10】環境基本計画の周知 

環境基本計画を知らない市民が多いのに、ホームページ周知で評価達成

100%ですか？ 

⇒【回答】 

資料においては、令和 2年度実施計画に対する実施状況の達成度を評価し

ており、実施計画を「ホームページ上での周知」としているため、自己評

価を 100%としています。 

⇒【再質問・意見①】 

市民はホームページを全然見ていないのではないかと思い、この質問を

させていただいたのですが、どうでしょうか？ 

⇒【再質問・意見に対する回答①】 

議題(2)質問 No.20の補足資料のとおり、環境基本計画についてのペー

ジへのアクセス件数は 202 件となっています。他のイベント等のペー

ジと比べるとアクセス件数自体は低くなっております。ホームページ

掲載については、必要な情報収集の手段を市民が利用できるよう整え

る、という目的で事務事業として挙げており、掲載すること自体は達

成しているので、100%達成としております。 

⇒【再質問・意見②】 

情報収集のための手段を整えるという意味でのホームページ掲載と

いうことでしたが、次はいかに情報を収集させるか、というところで

取り組んでいただきたいと思います。 

⇒【再質問・意見に対する回答②】 

ホームページ以外での媒体での周知が、そのままアクセス件数に繋
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がっているように思います。基本計画に限らず、今現在ホームペー

ジでしか周知できていないものについても、可能な手段で周知に取

り組みたいと思います。 

 

【議題(2) 質問 No.11】園庭の緑化推進 

何園実施しましたか？ 

⇒【回答】 

公立保育所、こども園の全 6 園で実施しております。（菰田保育所、楽市

保育所、平恒保育所、筑穂保育所、庄内こども園、頴田こども園） 

 

【議題(2) 質問 No.12】毎月 5日の環境デーの活用 

来庁者と職員に対するだけでなく、全市民に対する啓発が重要です。 

⇒【回答】 

市ホームページにて環境デーについて紹介を行っております。 

また、今後は環境デーにおいて市民が各家庭で取り組むことができるよう

なエコな活動の紹介を市報等にて行います。 

 

【議題(2) 質問 No.13】生ごみ減量化運動・食品ロス削減の普及・啓発 

エコスタでは、の一文について令和 2 年度のエコスタは中止でしたので違

うと思います。 

⇒【回答】 

ご指摘の箇所のほか、エコ工房内での講座開催についての記載にも誤りが

ありましたので、以下のとおり修正します。また、自己評価についても『検

討したが未着手』に改めます。 

"例年行っていたエコ工房でエコクッキング教室は、新型コロナウイルス

感染症対策のためエコ工房内の調理室の利用を中止していたため、開催で

きませんでした。同じく、例年エコスタで行っていたエコクッキング啓発

活動（残り野菜のポタージュの試食会等）についても、コロナ禍の影響で

エコスタが中止となったため、実施できませんでした。" 

 

【議題(2) 質問 No.14】事業者に対する指導 

令和 2年 10月末時点約 218件で、前年度より減少傾向にありますが、3月

末時点で約 338件です。これは減少・増加どちらでしょうか。 

事業者の中には繰り返し違反する者が多いのでしょうか。そうであれば、

指導方法を考える必要もあるかと思いますが。 

⇒【回答】 

3月末現在 338件となっており、増加でございます。ごみの不適正排出に

つきましては、チラシの配布等により指導を行っていくとともに、分別に

ついての啓発を行っていきます。 

 

【議題(2) 質問 No.15】ポイ捨て禁止モデル地区の検討 

不法投棄が頻繁に起こる箇所には共通した環境があるのではないでしょう
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か。それ取り除く事が必要と思います。いかがでしょうか。 

⇒【回答】 

不法投棄啓発看板を設置し対応を行いました。ポイ捨て禁止モデル区の設

定に至っていませんが、不法投棄された土地で飯塚市が所有していない土

地につきましては、土地所有者へ不法投棄がされないよう不法投棄防止看

板の設置を実施し、再度不法投棄が起きないよう土地管理を行う様指導を

行いました。 

 

【議題(2) 質問 No.16】分別の細分化の検討 

ふくおか県央環境広域施設組合はどのくらい進んでいますか。 

第 3次計画策定に検討事業は間に合いますか。 

⇒【回答】 

分別の細分化につきましては、各市町村と協議のうえ効率的かつ効果的に

運営する必要があります。計画策定と並行し具体的な事案を検討してまい

ります。 

 

【議題(2) 質問 No.17】河川の浄化対策 

検討したが未着手というのは、情報共有ができていないのですか。 

それとも経過観察が進んでいないのですか。 

⇒【回答】 

飯塚市も所属しております川づきあい交流会の加盟団体が河川等の浄化

対策として竹炭を活用した水質浄化に関する検証及び調査を行っており

ます。水質浄化を行った場所については、経過観察を継続して行っており、

情報の共有に努めてはおりますが、市としての評価が難しかったため、検

討したが未着手とさせていただきました。 

⇒【再質問・意見①】 

水質浄化に関する検証については、開始してからかなり長いと思うので

すが、未だ結果はでていないのでしょうか？ 

⇒【再質問・意見に対する回答①】 

川づきあい交流会のほうで調査を行っておりますが、詳細な情報につ

いては共有できておりません。交流会自体は継続して開催されており

ますので、今後情報共有に努めたいと思います。 

⇒【再質問・意見②】 

私も本審議会委員のほか、いいづか環境会議の会員も長年続けていま

すが、この調査についてあまり詳しく知らないので、私たち自身も情

報を得るようにしないといけないと思いました。 

⇒意見として事務局把握。回答なし。 

 

【議題(2) 質問 No.18】環境団体の活動情報の広報 

今年はコロナの影響で団体活動があまりできていないのではと思います。 

より多くの市民の参加を促せたのでしょうか。紹介しただけではどうなの

かなと思います。 
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⇒【回答】 

新型コロナウイルス感染症の影響であるか定かではありませんが、令和 2

年度、開催中止が決定する以前の応募団体数は 10 団体であり、令和元年

度の参加団体数に比べ、4団体減少していました。 

また、市民の参加を促せたのかというご質問については、周知・広報によ

る参加人数の増減の確認等行っていないところです。 

 

【議題(2) 質問 No.19】施設見学会の実施 

見学した団体メンバーの、ごみ減量意識は向上したのでしょうか？ 

⇒【回答】 

コロナにより小学生を含め参加者は大きく減となっておりますが、参加者

は実際のごみ処理状況を目の当たりにすることでごみ減量やリサイクル

の意識の向上につながっていると思われます。 

⇒【再質問・意見】 

どれだけ意識が向上したのか、というのは測るのは難しいことだと思い

ますし、周知・啓発の効果を測る調査活動そのものに手が回らないので

はないかと思います。そういった予想もありきで質問させていただいた

のですが、担当課として見解を示されているので、これで良いと思いま

す。 

⇒【再質問・意見に対する回答】 

ご意見のとおり、この事業に限ったことではないですが、啓発という

ものは非常に効果が見えにくいものになっています。効果を測る手段

の一つとして、アンケート調査がありますが、こちらも正確に効果を

測れるものではないと考えます。施設見学会については、アンケート

調査は行っていないとのことでしたので、今回のように担当課の見解

という形で回答とさせていただいております。 

 

【議題(2) 質問 No.20】実施状況一覧 全般 

実施状況「最終報告」欄に、「市ホームページに掲載」という記述が見られ

ます（例えば、10ページ）。当該の情報へのアクセス数はいかがでしょうか？ 

⇒【回答】 

別紙補足資料のとおり、お示しします。 

 

議題(3)第 3次飯塚市環境基本計画策定に係る現行計画の総括について 

 〇質問-回答 

【議題(3) 質問 No.1】現行計画の総括 P10 

下水道普及率（接続率）の向上に寄与する事業についての記載はないので

しょうか。 

⇒【回答】 

ここでは、環境基本計画において特徴的な事業に絞って掲載しています。

その他事務事業についての評価は、別途実施事業一覧を作成しています。 
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【議題(3) 質問 No.2】現行計画の総括 P3 

デポジットは広域的に取り組むべきでは？他自治体との協議がなければ実

現は難しいのではないですか？他自治体との協議を求めます。 

⇒【回答】 

広域自治体との連携が必要なのはご指摘の通りですが、対象となる製品や

事業者、デポジットの仕組みなど、導入に至るまでのハードルが高く、実

現性が乏しいため、まずはデポジット制度と類似する資源回収に関する情

報発信を検討します。 

 

【議題(3) 質問 No.3】現行計画の総括 P4 

本市の焼却施設が焼却できるゴミの種類が多いために資源化できないので

はなく、分別の必要性が認識されていないのではないですか？ 

⇒【回答】 

分別の必要性についてはある程度認識されていると考えます。昨年度実施

した市民アンケートでは、環境への取組として日常的に行っていることと

して「ごみ出しルールを守っている」は 93.8％、「拠点収納ボックスの利

用など資源リサイクル」は 51.8%（「たまに行っている」を含めると 71.4％）

と、実施している割合は多くなっています。なお、拠点収納ボックス利用

促進に関する課題は、7ページに記載しています。 

⇒【再質問・意見①】 

現状のごみ分別制度では、本来分別できるものも燃えるごみとして排出

して良いとされているため、それに従わざるを得ないと思います。アン

ケート結果に関しては、不思議に思っています。 

⇒【再質問・意見に対する回答①】 

アンケート結果については、現状を反映していると考えております。

すなわち、市民は分別を行うべきと考える一方で、市が定めた分別ル

ールに従っているため、このような結果になっていると考えます。一

方で、委員指摘の課題についても理解しております。 

⇒【再質問・意見②】 

リサイクルできる技術をもった事業者が少ないことも原因なのかな

と思います。 

⇒【再質問・意見に対する回答②】 

そういった問題の解決には、企業誘致や支援といったことが必要と

なってきますので、（環境分野に限らず）市全体として取り組むべき

ものと考えます。  

 

【議題(3) 質問 No.4】現行計画の総括 P5 

従前、資源ゴミとして回収されていたものが回収されなくなっています。

どう指導されるのですか？ 

事業所中心では対象がコロコロ変わってます。 

⇒【回答】 

クリーンセンターで回収する品目に変更はございません。 
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資源回収については、資源利用先の１つであるアジア諸国の社会・経済情

勢の影響もあり、事業者による古紙や古布の回収が困難な状況にありま

す。事業者の経営判断によるものですので、市では特に指導は行っていま

せん。 

 

【議題(3) 質問 No.5】現行計画の総括 P7 

新たな焼却施設を広域で設置について、具体的な計画と内容を教えてくだ

さい。 

⇒【回答】 

令和 12年度に設置を予定しています。詳細については調整中です。 

 

【議題(3) 質問 No.6】現行計画の総括 P10 

①廃油の利活用について、市民に周知ができていない。大事なことなので、

資源の再利用として方法を検討してもらいたい。 

②以前に回収用容器の考案がされていたが、今はないのですか？ 

⇒【回答】 

①廃食油の回収については、現在、市の HP、環境会議会報（本庁、支所、

交流 C、一部公共施設、情報啓発コーナー）で情報を発信していますが、

今後は市報にも掲載予定です。 

②流し込み型は回収ボックス周辺が汚れるため、衛生面を考慮して容器に

よる回収を奨励しています。また、容器での回収により、不純物の混じっ

た廃油とそうでないものを分け、再利用率を高めています。そのため、回

収用容器の配布は予定しておりません。 

 

【議題(3) 質問 No.7】現行計画の総括 P15 

地域で貸し農地をみかけます。地元農家の方と連携して利用できる取り組

みを検討できませんか？ 

⇒【回答】 

農業分野の事業として、新規就農総合支援事業、がんばる農業応援事業な

ど、就農者・農家を支援する事業を実施しています。 

 

【議題(3) 質問 No.8】現行計画の総括 P17 

外来種の情報をくわしく知りません。目にしていても、在来種・外来種の

区別がわからないので、日頃から関心をもてるように解りやすく周知して

ほしいです。 

⇒【回答】 

現在も市の HPで周知していますが、さらなる情報発信をいたします。 

 

【議題(3) 質問 No.9】現行計画の総括 P26 

環境アドバイザー制度の廃止に伴い、新しい事業名に使うときは混同しな

いように検討してください。 

⇒【回答】 
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混同しないようにいたします。 

 

【議題(3) 質問 No.10】現行計画の総括 P30 

現在、自治会に入ってない人も気軽に地域行事に参加できる内容を検討し

て自治会加入の敷居を低くしてください。 

⇒【回答】 

環境に関連する地域行事の支援を検討します。 

 

【議題(3) 質問 No.11】現行計画の総括 P3 

人口は減少しているが、世帯数は増加していることから、一世帯から出る

ゴミの量を減らす方法として、ゴミ袋を大 30ℓ、小 15ℓ の 2 種類にして、1

回に出すゴミの量を減らす工夫を各家庭でするようになることで、全体の

量の減少・分別に繋がるのではないでしょうか？ 

⇒【回答】 

ごみ袋は種類・値段ともに条例（飯塚市廃棄物の減量及び処理の適正化等

に関する条例）で定めているため、種類、価格の改定には条例の変更が必

要となります。 

いただいたご意見は今後の参考とさせていただきます。 

⇒【再質問・意見】 

ごみ袋の容量が大きいことで何でも可燃ごみとして排出してしまう、と

いった事態が想定されて、それが一人当たりのごみ排出量の増加に繋が

っているのではないかと考え、意見させていただきました。 

先日、ごみ袋の価格が安くなりましたが、ますますごみ排出量が増加す

るのではないかと思いました。この件に限らずですが、一般市民に多大

な影響がある事柄を決めるときに、市民が意見できる場が必要だと考え

ます。 

⇒意見・要望として事務局把握。回答なし。 

 

【議題(3) 質問 No.12】現行計画の総括 P5 

市が把握できる回収量はクリーンセンターに搬入されたものだけとなって

いますが、自治会等のリサイクル活動で民間事業者に搬入された量は数に

はいっていますか？ 

補助金の関係もあり市で把握できていると思います。 

⇒【回答】 

記述が不正確であったため、修正いたしました。 

修正後「クリーンセンターに搬入された資源回収量と資源回収補助金交付

団体の回収量」 

 

【議題(3) 質問 No.13】現行計画の総括 P15 

まちの景観づくりの中で一番気になるのは雑草です。道路沿い・河川の斜

面・河川敷・空き地に生い茂る雑草（外来種も多い）の撤去作業等まちの

景観づくりの第一歩として取り組んでほしいと思います。 
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⇒【回答】 

ご意見を参考に個別の事務事業については実施計画にて検討します。 

 

【議題(3) 質問 No.14】現行計画の総括 P19 

製造業の排出割合が 1990 年度の 2 割程度から 2017 年度では 4 割程度に増

加したとのことですが、製造業からの排出量そのものが増加傾向にあると

考えてよいのですか？それとも製造業以外の削減量が顕著で、製造業も減

少してはいるが割合として大きくなったということでしょうか？ 

⇒【回答】 

2021 年 3 月に環境省が公表する温室効果ガス排出量の推計手法、推計に

用いる排出係数に改定があり、基準年となる 1990 年の推計値も遡及改定

され、数値が変わりましたので、記述を変更いたしております。 

 

【議題(3) 質問 No.15】現行計画の総括 P15 

①赤●1 の解析内容とグラフ内容は異なっているのではないですか？ 年

度ごとに世帯数は漸増傾向ですが、1人 1日当たりごみ排出量は漸減傾向で

す（2019年度は例外）。 

②赤●2,3の意味がわかりません。審議会当日に説明してほしい。グラフの

数値は実際のごみ処理量とは異なっているのでしょうか（評価指標はこれ

で良いのか）？ 

③p2のグラフは 2020年度を入れるべきです（環境省の数値でなく、飯塚市

の結果）。 

評価指数の推移（2012年度～2018年度）→2020年度にすべきです（グラフ

は 2019年度まであり）。 

⇒【回答】 

①表現が適切でなかったため、「目標を達成していない理由の１つ」と変

更します。 

②グラフの統計データの数値と実際のごみ処理量は異なっている可能性

があります。しかし、ごみ処理量に関しては、このデータ以外に把握でき

る数値がないため、評価指標として設定しています。 

③環境省に提出する数字が確定値となりますので、数値の統一のために出

典を環境省としています。 

⇒【再質問・意見①】 

計画収集量というのは、前年度の実績がそのままでているものなのでし

ょうか？ 

⇒【再質問・意見に対する回答①】 

実績値そのままではなく、あくまで実績値に基づいて算出された数値

になりますので、真に正確な数値というものは出てきません。 

⇒【再質問・意見②】 

実態は掴めないということであれば、指標として使う意味がないので

はないでしょうか。 

⇒【再質問・意見に対する回答②】 
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国・県もこの数値を使用しているので、目標値の設定等も含めて考

えると、現在の数値を使用するのが適当であると考えます。ご意見

いただいた真に正確な実績値を量るのは費用面等の問題から、妥当

ではないと考えます。 

 

【議題(3) 質問 No.16】現行計画の総括 P5 

①2018年→2017年のまちがいです。 

②赤●「リサイクル率が向上しない要因の 1 つとして、本市の焼却設備の

性能上、焼却できるごみの種類が多いため、資源化されるごみの量が増え

ないことが考えられます」とありますが、計画策定はこの条件下でされた

ものであり、この記述は根拠もない推測で、好ましくないと思います。 

③グラフに 2020年度を入れるべきです。 

④評価指数の推移（2012年度～2019年度）→～2020年度のまちがい。以降

全ページまちがいです。 

⇒【回答】 

①修正いたしました。 

②１つの要因としては考えられるためこのまま記載いたします。 

③No.15と同様の回答です。 

④修正いたしました。 

 

【議題(3) 質問 No.17】現行計画の総括 P5 

①赤●「・・・民間事業者による回収量の増加が影響している・・・」と

記載されていますが、根拠はありますでしょうか？ 

②グラフに 2020年度を入れるべきです。 

⇒【回答】 

①明確な根拠はありません。 

②No.15と同様の回答です。 

 

【議題(3) 質問 No.18】現行計画の総括 P7 

「・・・今後、新たな焼却施設を広域で設置する計画もあり、そこでの調

整が必要になります。」とありますが、分別種類を多くして、現状よりはる

かに多くの資源を回収する方向づけを決定してほしい。 

⇒【回答】 

No.5と同様の回答です。 

 

【議題(3) 質問 No.19】現行計画の総括 P14 

赤●「保育所については決められた費用内での食材購入や必要な栄養を確

保することが優先されるため、農産物価格の動向や仕入れ状況によって、

地場食材の調達が困難になっていると考えられます」とありますが、学校

でできて保育所でできない具体的な根拠がありますか（推測ですか）？ 

⇒【回答】 

状況につきましては推測となります。 
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⇒【再質問・意見①】 

目標未達の理由として記述するのならば、バックデータをとるべきだと

思います。 

⇒委員要望として事務局把握。回答なし。 

⇒【再質問・意見②】 

前回の審議会で「保育所の給食について、ある時期から業者委託が多

くなり、地場の食材を使用するか、保育所で決めることが難しくなっ

ているのではないかと思う」との意見がありましたが、この意見につ

いての考え方はいかがでしょうか。 

⇒【再質問・意見に対する回答②】 

ご意見のとおり、業者委託により給食調理を行っている保育所もあ

り、市の施策として地産地消を推進しているものの、食材調達を行

う事業者の判断に踏み込めないといったところはあるかもしれませ

ん。 

⇒【再質問・意見③】 

回答にもある通り、食材の単価や栄養面等、様々な要因を考慮しな

くてはならないと思います。食育の方面でも頑張って推進していた

だきたいと思います。 

⇒委員見解として事務局把握。回答なし。 

 

【議題(3) 質問 No.20】現行計画の総括 P19 

①2015年度の・・・→グラフでは 2013年度です。 

②2019年度に・・・→グラフでは 2017年度です。 

③現行計画は 2012年度に設定されたものですので、1990年度の内容を記載

するのはおかしいと思います。 

④グラフが 2010年度～2018年度→2012年度～2020年度にすべきです。 

⇒【回答】 

①修正しました。 

②修正しました。 

③温室効果ガスの排出量については、現行計画の評価指標の基準年度が

1990年度のため記載しています。 

④数値が未公表であるため 2018年度としています。 

 

【議題(3) 質問 No.21】現行計画の総括 P21 

評価指数が全校となっていますが、グラフには 29の数字があります。これ

は 2020年度の全校数ですか？ 

学校が統廃合すれば（学校数が減少すれば）目標値により近づくのではな

いでしょうか（目標を達成できない理由にならないと思いますが？） 

⇒【回答】 

グラフの「29」は全学校数です。既に統廃合した学校については、目標未

達成の要因とは関係ないので削除しました。なお、統廃合の可能性がある

箇所については、予算の都合上設置を見合わせています。 
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⇒【再質問・意見】 

経年での学校の統廃合状況を反映し、目標値を各年毎の全校数に改める

べきではないでしょうか。 

⇒【再質問・意見に対する回答】 

検討致します。 

 

【議題(3) 質問 No.22】現行計画の総括 P22 

この内容が第 2次飯塚市環境基本計画 10年間の総括になるのでしょうか？ 

10年間の計画全体について目標達成状況がどうであったか（全体での総合

評価・一覧）の記述、また目標設定や推進（責任）体制がこれで良かった

か、第 3次計画への改善点を含めて総括が必要と思います。 

⇒【回答】 

第 3次計画にて記載予定です。 

 

議題(4)第 3次飯塚市環境基本計画 計画骨子案について 

 〇質問-回答 

【議題(4) 質問 No.1】計画骨子案 P1 推進体制 

「いいづか環境会議」の位置づけはどうなっていますか？ 

⇒【回答】 

推進体制の「環境団体」に位置づけています。 

⇒【再質問・意見①】 

今までの計画では、推進主体として環境団体とは別に「いいづか環境会

議」が位置付けられていました。現状、こうした重要な役割を担えるほ

ど活動ができていないのかなとは思うのですが、市としては環境会議に

ついてどのように考えているのでしょうか。 

⇒【再質問・意見に対する回答①】 

現行計画と同様に推進主体として位置付けた場合、計画期間の 10年間

は推進主体であり続けなければなりません。前回の環境会議において、

このまま継続するか、別の形をとるのかといった投げかけが為された

ところであり、市としては環境会議が今後 10年間計画の推進主体であ

り続けられるかどうかは、判断を要する段であると考えており、今回

の骨子案では推進主体として個別に明記はせず、環境団体の一部とし

ております。 

⇒【再質問・意見②】 

いいづか環境会議は、第 1次の計画策定時に計画を推進する団体とし

て、計画期間中に維持できるかどうかはともかくとして、計画中に位

置付けられていました。そういう経緯がある中で、第 3次計画では「将

来どうなるか分からないから」という理由で明記しないというのはお

かしいのではないでしょうか。市がいいづか環境会議を推進主体だと

位置づけるのであれば、記載して当然なのではないでしょうか。 

⇒【再質問・意見に対する回答②】 

現状、環境会議会員数も頭打ちとなり、会員の高齢化も進んでいる
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中、活性化ができていない状況であり、過渡期にきていると考えま

す。ご意見のとおり、本来であれば推進主体として位置付けるべき

団体であると考えておりますが、現状を鑑み、対応に苦慮している

ところです。 

 

 

【議題(4) 質問 No.2】計画骨子案 P2 森林や水源の保全 

自然環境を保全するには、過度な開発計画を防止することが必要。地域住

民との協力が必要と思います。 

⇒【回答】 

住民との協力体制につきましては、横断的取り組みの中に記述します。 

 

【議題(4) 質問 No.3】計画骨子案 P2 

SDGsの項目を加える 

基本目標Ⅰ－①にゴール 14 

基本目標Ⅰ～Ⅲの実現…②にゴール 5 

⇒【回答】 

追加いたします。 

 

【議題(4) 質問 No.4】計画骨子案 P1 

「将来像：自ら学び考え行動し、人と自然が共生するまち 

いいづか」の「自ら学び考え行動し、」の主体が不明です。後段のはじめを

「人が自然と」とすれば、前段の主体が市民であることを、幾分、明瞭に

できるかもしれません。 

⇒【回答】 

将来像につきましては、事務局での検討時に暫定的に記載していたものを

変更し忘れておりました。将来像につきましては、第 1次計画から掲げて

いる「人＋自然＋やさしいまち＝いいづか」を踏襲いたします。 

 

【議題(4) 質問 No.5】計画骨子案 P1 

①現行計画の主体となる推進組織「飯塚市環境プラン推進会議」が最も責

任ある推進組織と考えます（実態は不明で議事録もない？）。 

第 3 次計画ではこの組織を明確に推進体制の主体と位置付け、責任を明確

にしてほしい。 

②同様に「いいづか環境会議」についても位置付けを明確にし、活動内容

を公開してほしい。 

⇒【回答】 

①現行計画において、「飯塚市環境プラン推進会議」は、推進主体ではな

く庁内を横断的につなぐ調整組織と位置付けています。庁内で検討した事

項につきましては、地球温暖化対策実行計画（事務事業編）や環境基本計

画の実施状況として、審議会で報告いたしております。 

第 3次計画においても、庁内調整組織の検討はいたしますが、推進主体と



20 

 

の位置づけは考えておりません。 

②No.1と同様です。 

⇒【再質問・意見①】 

現行計画では「飯塚市環境プラン推進会議」が基本計画の進行管理、率

先行動を行う組織と位置付けられていますが、おそらく実態はないもの

と思われます。今回の計画骨子案の推進体制では、この組織が「市」の

中に含まれているものという認識でよいのでしょうか。 

⇒【再質問・意見に対する回答①】 

庁内の組織という認識ですので、「市」に含むものとしています。 

⇒【再質問・意見②】 

「市」の一部としてしまうと、責任の所在が曖昧になってしまうので、

明記されてはどうでしょうか。提案しておきます。 

⇒委員要望として事務局把握。回答なし。 

 

【議題(4) 質問 No.6】計画骨子案 P2 

生ごみリサイクル取り組みをテーマに上げてほしい。 

⇒【回答】 

個別の事務事業については実施計画で検討いたします。 

 

【議題(4) 質問 No.7】計画骨子案 P2 

「●小中学校における環境教育の推進」とありますが、令和 3 年 3 月 3 日

付学校教育課からの回答文書では「学校教育課は、小中学校における学習・

指導が円滑に行われるべく事務を行うことを主業務としており、特定の分

野における啓発・情報発信を目的とした事業はおこなっていません。」とあ

ります。 

教科書に記載されている内容以外の環境教育は推進できないのではないで

すか？ 教科書の内容だけを教育するのであれば特に記載する必要はない

と思います。 

⇒【回答】 

環境分野での取り組みは、各学校の判断に委ねられており、一律的な強制

はできないため、情報提供、呼びかけが重要と考えています。これまで、

エコスタいいづかにおける小・中学校での環境保全活動実施の呼びかけ

や、環境教育事業として、環境副読本の配付などを実施してきました。第

3次基本計画でも同様の事業を検討します。 

⇒【再質問・意見】 

現行計画では、学校教育課の事業で「…について学習を行った」で自己

評価が 100%達成となっている事務事業が多く見られますが、成果が伴っ

ていないと思いますので、これについてもちゃんと推進できるような体

制づくりを求めます。 

⇒委員要望として事務局把握。回答なし。 
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【議案(4)全体をとおしての質問・意見①】 

推進体制について、第1次の計画のときは侃々諤々の議論を交わした末、「市

民」を中心に据えた経緯があります。「市民」を中心として「事業者」「環

境団体」等がそれをサポートしつつ推進していく…といった体制でしたの

で、推進体制についてはその経緯を踏まえた上で、改めてご検討いただけ

ればと思います。 

また、環境審議会の役割について記載があり、3番目に「環境保全協定に関

する調査審議」とありますが、現状ではやっていません。環境審議会の役

割は環境基本計画に関することだけなのかというと、そうではないので、

組織としての役割を明確にしてほしいと思います。 

飯塚市自然環境保全対策審議会についても、太陽光パネルの設置のことに

ついて重要な議論が交わされており、環境基本計画の推進に関わるはずで

すので、記載しておくべきかと思います。 

⇒【回答】 

環境審議会は、「飯塚市環境基本条例」に基づいて設置されているもので

すが、今回の計画骨子案の中での記載も、この条例に則った内容を記載し

ております。 

自然環境保全対策審議会については、また別の条例「飯塚市自然環境保全

条例」に基づき設置されたものであり、色としては個々の開発事業につい

てどういった指導・助言を行うのか、ということを議論するものでありま

す。 

今回いただいたご意見と、各審議会が現状果たしている役割を踏まえて、

推進体制については検討させていただきたいと思います。 

 

【議題(4)全体をとおしての質問・意見②】 

推進体制については、現行計画の反省として推進体制がどうだったか、とい

う点も入れてほしいと思います。評価指標は達成できていないが、事務事業

の達成状況は 100%達成が多く、このギャップが問題だと考えます。次期計画

では推進体制の反省も踏まえて、目標達成できるような計画にしていただき

たいと思います。 

⇒委員要望として事務局把握。回答無し。 

 

【議題(4)全体をとおしての質問・意見③】 

計画骨子案の中で、今回の環境基本計画の目玉はどこでしょうか？ 

⇒【回答】 

推進のための横断的取り組みとしての「教育」を強調したいと考えており

ます。 

⇒【再質問・意見】 

計画策定の際、他の自治体と似たり寄ったりになってもいけないので、地

域の特徴を踏まえた上で策定することが重要になってきます。第一次計画

策定の際は、遠賀川を地域の特徴として取り上げ、注目を浴びました。現

行の第二次計画策定の際は、市町村合併・財政状況悪化等の理由により、
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規模を縮小・簡略化した計画になりましたが、これにより飯塚市特有の取

組みというものは失われてしまいました。 

回答いただきました「教育」は非常に重要な視点だと思います。「飯塚ら

しさ」を計画の中に盛り込むことを意識して、策定にあたっていただけれ

ばと思います。 

⇒委員要望として事務局把握。回答無し。 

 資料 

資料１．年次報告書 

資料２．令和 2年度実施状況一覧 

資料３．第 3次飯塚市環境基本計画策定に係る現行計画の総括 

資料４．第 3次飯塚市環境基本計画 計画骨子案 

補足資料．議案(2)質問 No.20 補足資料 

補足資料．議案(3)質問 No.14 補足資料 

公開・非

公開の別 

1 公開   2 一部公開   3 非公開 

（傍聴者 3人） 

その他  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

 飯塚市では、平成 13年度に環境基本条例を制定し、この条例に基づき環境基本計画

を策定（計画期間：平成 14年度～平成 23年度、市町村合併に伴い平成 20年度に改

訂）し、環境に対して様々な取組を行ってきました。平成 23年度をもって計画期間が

完了したことに伴い、10年間の取組の成果と反省を踏まえ、新たに第 2次飯塚市環境

基本計画を策定し、平成 24年 4月からこの計画に基づく取組をスタートさせました。 

 この年次報告書は、令和 2年度における飯塚市の環境施策の実施状況や市内の環境の

現状について、環境基本条例第 12条に基づき作成し、公表するものです。 
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第 2次飯塚市環境基本計画の概要                    

 

 （１）計画の基本的事項 

 

  第 2次環境基本計画では、その基本的な考え方を以下のとおりとしています。 

 ① 市町村合併後ただちに開始された行財政改革により、市の施策については、最小の

経費で最大の効果を上げることが求められています。また市の主要な財源の一つであ

る地方交付税も、平成 27年度で市町村合併に伴う算定の特例期間の 10年間が終了

し、平成 28年度から 5年間、段階的に縮減されることから更なる経費の削減が必要

になります。そこで今回の計画では、確実に実行する取組に絞り込み、「コンパクトで

機動性のある計画」としています。 

 ② 取組の実行状況を確実に把握できるよう、取組の目標については把握しやすく、か

つ他の市町村との比較ができる数値＝指標としています。 

 ③ 計画の対象期間は、平成 24年度から令和 3年度までの 10年間とし、必要に応じ

て中間見直しを行うこととしています。 

 

 （２）目指すべき将来像と基本目標 

 

 ① 前計画に基づいた様々な取組においては、飯塚市の環境に対する市民等の満足度は

低く、掲げた目標もほとんどが達成できていません。多くの有志を巻き込んで環境活

動を推進してきたものの、いまひとつ成果が出せなかったと評価できます。 

   このため、目指すべき将来像は、変更せず、引き続き「人＋自然＋やさしいまち＝

いいづか」の実現、すなわち、市に集うすべての人々が、自らの生活と環境との関わ

りを認識し、日頃から環境に配慮した行動を行うとともに、人と自然とが共生した、

うるおいとやすらぎのある環境や人に優しいまちづくりに取り組むことを目指すこと

としています。 

 ② 将来像を実現するために、「循環型社会の形成」「自然との共生」「低炭素社会の構

築」「人の環づくりと実践活動」を 4つの基本目標とし、これらの基本目標を実現す

るため、「ごみゼロ推進プロジェクト」「みんなできれいな川をつくろうプロジェク

ト」「地球温暖化防止プロジェクト」「環境を守りつくる実践活動プロジェクト」の 4

つの重点プロジェクトを優先的・重点的に実施しております。 

 ③ 基本目標を着実に達成していくためには、飯塚市に関わる全ての人が責任と役割を

担い、互いに連携・協力して取組を進めていくことが大切です。このため、前計画と

同様に、市民、環境団体、事業者、学校、行政が連携・協力して取組を進めることと

しています。 

2



 

 

 

（３）計画の推進体制と進行管理 

 

 計画の推進と進行管理を行うため、前計画と同様に以下の会議を設置しています。 

 

 ① 計画に掲げる施策・事業を推進するため、庁内を横断する組織として「環境プラン

推進会議」 

 ② 計画の点検・評価を行うとともに、改善すべき事項などについての提言を行う組織

として、学識経験者、市民・事業者、市民代表などで構成する「飯塚市環境審議会」 

 ③ 計画を総合的に推進するため、市民、環境団体、事業者、学校、行政の各主体から

なる「いいづか環境会議」 

 

 これらの会議を通じて、PDCAサイクルによる進行管理を行うこととしています。 
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-飯塚市の環境イベントについて- 

 

飯塚市では年間を通してイベントを行い、参加者の環境保全意識の向上に努めています。

令和 2年度においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、一部イベントについて中

止となりましたが、感染症対策をとり、規模縮小しつつ開催したイベントもあります。 

 

緑のカーテンエコプロジェクト 

【内容】 

 ゴーヤ等のつる性の植物を窓際に繁茂さ

せ、室内温度の上昇を防ぎ、エアコンの使

用頻度を減らすことによる節電を促しま

す。令和 2年度においては、感染症対策

のため、苗植え会は中止し、自宅で緑のカ

ーテンを作れるよう、一人ずつ時間を区切

って、苗の配付会を行いました。苗の配付

会では、延 156名に配付を行い、緑のカ

ーテンの普及・啓発に取り組むことができ

ました。 

 

 

 

 

 

打ち水大作戦 

【内容】 

 道路や庭先に雨水を撒き、気温を下げて

涼を感じる日本古来の文化「打ち水」を行

い、地球温暖化防止に取り組みます。令和

2年度においては、新型コロナウイルス感

染症対策のため、各家庭・事業所での打ち

水を呼びかける「うちの打ち水」を市報・

ホームページ・SNSにおいて発信しまし

た。 

 

エコスタいいづか 

【内容】 

 市民・事業所・学校等が、日頃から取り組んでいる環境保全活動を発表し、また企業

や団体の出展する工作・体験コーナーにおいても、環境保全意識の啓発を行うエコスタ

いいづかには、例年多くの参加者が集っています。令和 2年度においては、コロナ禍の

影響により、実際の開催は見送りとなりましたが、事前に募集した 8団体の環境保全活

動の発表について、市ホームページ上で公開し、啓発を行いました。 
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第 2章 基本目標ごとの取組     
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（１）「ごみ減量化」 

課題：ごみの排出量は増減を繰り返しており、ごみ減量化が課題です。また、山間部、

河川敷への不法投棄が目立ちます。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

１人１日 

あたりの 

ごみ排出量 

（g） 

 

 

・ホームページや 6 月の環境月間

での啓発ポスター掲示など、生ごみ

処理器等の活用方法に関する情報

提供を行い、生ごみ減量化・資源化

の普及・啓発を行います。 

 

 

 

・エコ工房での各種講座を16回開

催します。また、食品ロス削減推進

に関する啓発を行います。 

・6 月の環境月間における啓発ポ

スターの掲示は展示スペースの問

題により行うことができませんで

したが、市ホームページにおいて

リボベジ（※注１）に関する記事を

掲載し、生ごみの減量化・資源化の

普及・啓発を行いました。 

 

・コロナ禍の影響により、エコ工房

での関連講座は開催できていませ

んが、関係各課と協力し、30･10

運動の啓発ポケットティッシュを

各課窓口や公共施設等に配付し、

食品ロス削減の推進に努めまし

た。 

 

   

「飯塚市生活環境の保全に関する条例」に基づき、ごみの適正処理、犬・猫の飼い主の

マナー等に関し、監督、指導を行っているところです。ごみの排出抑制や減量化のため

の取組として、マイバッグ持参運動や生ごみ減量化、ごみ出しルールの徹底、不法投棄

防止等の生活環境をよくするための環境教育を更に推進する必要があります。 

令和２年度は、コロナ禍の影響により、啓発イベントや環境教室の開催を自粛したため、

積極的な啓発運動を行うことができませんでしたが、市報やホームページ等の既存の

媒体を利用した啓発については、継続して行っています。 

 

 

※注１：「リボべジ」とは「リボーンベジタブル」の略で、普段捨ててしまう大根のヘ

タや豆苗、ネギの根などを水につけておくだけで葉を再生させる、というもので

す。野菜を無駄なく使用することができるので環境にやさしい活動といえます。 

基本目標Ⅰ 循環型社会の形成 
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977 979 973 968

1065

904

850

900

950

1000

1050

1100

H27 H28 H29 H30 R1

(g)

飯塚市 目標値

市内各家庭や事業所から排出されるごみの量は増減を繰り返しています。 

１人１日あたりのごみ排出量については、平成 30 年度まではわずかに減少傾向に

ありましたが、平成 30年 7月に発生した水害による災害ごみの発生により、令和

元年度においては増加しています。 

 

進捗状況 関係部署 

１人１日あたりのごみ排出量（g）：目標値 904g 

H27 H28 H29 H30 R1 

977 979 973 968 1,065 

※この項目は実績値が目標値を下回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省『一般廃棄物処理実態調査』より）   

環境整備課 

環境対策課 

健幸・スポーツ課 

学校教育課 

 

 

 

 

  

○飯塚市ではボランティアで清掃活動をされる団体にボランティア袋を配布して

います。 

令和 2年度は延 6,742名の方が、市内でボランティア清掃を実施しました。 
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（２）「分別の徹底」 

課題：リサイクル率は減少傾向にあり、一人ひとりが「資源の循環」を意識した取組を

行う必要があります。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

リサイクル

率 

 

 

 

 

 

 

 

・ペットボトルキャップ回収事業

における回収団体数を拡充し回収

量を増やします。 

 

・エコ工房でフリーマーケットや

子ども服・おもちゃ交換会、ぷちフ

リーマーケットを実施します。 

・市ホームページにおいて、ペット

ボトルキャップ回収活動の促進啓

発を行いました。 

 

・エコ工房内展示ホールにぷちフ

リーマーケットを常設しておりま

す。子ども服交換会を 14 回開催

しました。例年フリーマーケット

を実施していたエコ工房まつりに

ついては、今年度は新型コロナウ

イルス感染症対策のため中止しま

した。 

 

資源回収量

（ｔ） 

 

 

 

 

・資源回収団体に対する補助を行

うとともに、活動のない団体への呼

びかけを行います。 

 

 

 

 

・資源回収団体奨励補助金の交付

を継続して行っており、今年度は

7 団体が新規で活動を開始してい

ます。さらに、8月には、2年以上

活動のない 11 団体に対し、活動

再開の依頼を行ったところ、1 団

体の継続申請を受けました。 

 

   

不用品リサイクルの普及・啓発として、エコ工房でフリーマーケットを実施しています。

また、飯塚市独自の取組として、ペットボトルキャップ回収事業を行っており、学校・

保育所や事業所等の各団体に回収を呼びかけています。 

また、資源回収団体に対する補助金交付事業を行っており、資源ごみの回収・リサイク

ル促進を図っています。 
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飯塚市 目標値 福岡県

3,437 3,239 
3,040 2,742 2,657 
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1,000
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3,000

4,000

5,000

H27 H28 H29 H30 R1

(t)

飯塚市 目標値

リサイクル率・資源回収量ともに減少傾向にあります。 

正しい分別についての周知方法を検討するとともに、より一層のリサイクル率の向上

に向けた取組を必要としています。 

 

 

進捗状況 関係部署 

リサイクル率の状況（％）：目標値 33.7%以上 

H27 H28 H29 H30 R1 

24.2 23.9 26.1 22.6 20.7 

※この項目は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省『一般廃棄物処理実態調査』より） 

環境整備課 

環境対策課 

学校教育課 

契約課 

土木建設課 

農業土木課 

建築課 

資源回収量（ｔ）：目標値 4,858ｔ 

H27 H28 H29 H30 R1 

3,437 3,239 3,040 2,742 2,657 

※この項目は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省『一般廃棄物処理実態調査』より） 

環境整備課 

環境対策課 
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飯塚市独自の取組として、学校、事業所等の協力により、ペットボトルキャップを回収し、

リサイクルする事業を実施しています。 

例年、協力団体・回収量ともに増加傾向にありましたが、令和 2 年度についてはコロナ

禍による公共施設の一時閉鎖、小中学校の休校等により、回収量が減少しています。 

 

（参考） 状況 

ペットボトル

キャップ回収

量（㎏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペットボトルキャップ回収量（㎏） 

H28 H29 H30 R1 R2 

6,453.73 6,679.81 6,742.60 6,980.56 6,315.66 

 

 

 

  

6,453.73 

6,679.81 6,742.60 

6,980.56 

6,315.66 

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

H28 H29 H30 R1 R2

(㎏)
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回収されたペットボトルキャップは、学校机用引き出し、プランター、定規、クリアフ

ァイル等にリサイクルされ、学校や回収活動を行った各団体で活用されています。 
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（１）「河川等水質の改善」 

課題：水質の汚濁がみられる河川があり、定常的に水質汚濁に関する苦情が発生してい

ます。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

廃食用油の年

間回収量（ℓ） 

 

 

 

 

・廃食用油の回収量増加のため、回

収ボックス設置場所の増加及び活

動内容の広報を行います。 

・飯塚東交流センターと頴田交流

センターに廃食用油回収ボックス

を設置しました。また、市ホーム

ページに回収場所と回収方法を掲

載しています。 

   

市内の遠賀川本流及び支流河川において、国が３ヶ所、県が１ヶ所、市が 38ヶ所で

水質調査を行っています。また、これとは別に CODパックテストによる定点調査も実

施しています。 

市が 38ヶ所について年 2回、合計 76回のＢＯＤの測定を行っています。平成 22

年度の測定結果によると、3㎎/Ｌ（改訂版の目標値）を上回る箇所は 9ヶ所（内、4

ヶ所について 2回とも目標値を超過）ありましたが、令和 2年度は 4ヶ所（内 3ヶ所

について 2回とも目標値を超過）と減少しています。 

河川の水質改善のため、家庭から出る廃食用油の河川への流出を防ぐべく、廃食用油

の回収事業を実施しており、市役所や各支所、各地区交流センターに、廃食用油回収ボ

ックスを設置しています。 

  

基本目標Ⅱ 自然との共生 
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廃食用油の回収量については、年々増加傾向にありますが、目標値としている

31,300Lには到達していません。 

 

進捗状況 関係部署 

廃食用油の年間回収量（L）：目標値 31,300L 

H28 H29 H30 R1 R2 

3,780 4,045 4,170 4,655 4,726 

※この項目は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備課 

健幸・スポーツ課 

下水道課 

農林振興課 

 

  

3,780 4,045 4,170 4,655 4,726 

31300

1,000

11,000

21,000

31,000

41,000

H28 H29 H30 R1 R2

（L）

飯塚市 目標値
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指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

汚水処理人口

普及率（％） 

・平成 30年度に事業計画区域を拡

大した地区を含め、令和 2年度は約

3.5ha の汚水整備を予定していま

す。 

 

・市報、ホームページへの掲載、懸

垂幕を本庁舎に設置し啓発を図り

ます。戸別訪問、啓発チラシ配布に

より、公共下水道接続の普及促進を

図ります。 

 

・浄化槽設置整備事業補助金を交付

します。 

 

・汚水整備（5.0ha）を実施してお

ります。 

 

 

 

・計画通りにホームページへの掲

載のほか、9 月の下水道月間にあ

わせ、市報への掲載及び横断幕を

本庁に設置することで、公共下水

道接続の普及促進を図りました。 

 

・163件の浄化槽設置整備事業補

助金を交付しました。 

 

本市では飯塚市汚水処理基本構想に基づき、公共下水道整備の推進に取り組んでお

り、事業計画に基づいた汚水整備を実施しています。 

公共下水道への接続の普及促進のほか、公共下水道処理区域外の地域に対する汚水処

理人口の普及のため、浄化槽の設置促進として、浄化槽設置整備事業補助金を交付し

ています。 
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各種啓発や、浄化槽設置補助事業等の効果により、汚水処理人口普及率は徐々に増加してお

り、令和２年度実績値において、目標値としている 81.1%を達成しています。 

今後も、水環境保全のための汚水処理人口の拡充が必要です。 

 

進捗状況 関係部署 

汚水処理人口普及率（％）：目標値 81.1％以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

79.3 79.9 80.7 80.8 81.6 

※この数値は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道課 

農林振興課 

環境整備課 

 

  

79.3
79.9

80.7 80.8

81.6

81.1

78

79

79

80

80

81

81

82

82

H28 H29 H30 R1 R2

(%)

飯塚市 目標値

15



（２）「森や川の保全」 

課題：農林業従事者の高齢化や後継者不足など担い手が減少した結果、荒廃した森林

や耕作放棄地が増えています。森林環境税の活用による森林整備がなされると

ともに、環境団体による里地・里山の整備が進められています。しかし、遠賀

川流域全体での自然環境保全、里地・里山の保全、空き地や耕作放棄地の管理

については、十分ではありません。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

再生した森

林の面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・森林環境税を活用した活動団体

の活動情報を広報し、人工林再生活

動の拡がりを推進します。 

 

 

・人工林（スギ・ヒノキ）で 15年

以上手入れがされず荒廃した森林

に強度間伐等の施業を行い、公益的

機能を発揮できる森林に整備しま

す。 

・新型コロナウイルス感染症の影

響により、各団体の活動が中止と

なり、広報等の支援には至ってお

りません。 

 

・森林所有者と協定を結んだ森林

99.75haを整備しました。 

  

森林の保全に関しては、県の森林環境税を活用した荒廃森林再生事業を実施し、再生

した森林の面積は年々増加しています。 

しかし、里地・里山などの二次元的な自然環境の管理は十分でなく、その価値を再評

価し、適正な管理を行うためには、より一層、遠賀川流域で生活するすべての人々の

努力が必要です。そのために、行政が適切な森林管理、休耕田や耕作放棄地対策、自

然との触れ合いに関する活動等の環境活動団体への支援を図る必要があります。 
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福岡県森林環境税基金を活用した荒廃林整備により、再生された森林面積は年々増加

しています。  

 

進捗状況 関係部署 

再生した森林の面積（ha）：目標値 2,000ha以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

1,717 1,753 1,755 1,787 1,886 

※この数値は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※福岡県森林環境税基金活用事業による再生森林面積を計上 

環境整備課 

環境対策課 

学校教育課 

契約課 

土木建設課 

農業土木課 

建築課 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,717 
1,753 1,755 

1,787 

1,886 

2,000
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2,100
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（３）「農村と市街地との交流と地産地消の推進」 

課題：農村と市街地の交流については、市民の関心はやや低くなっています。食につ

いては、地産地消による食の安全の推進と、農業の生産環境の整備が求められ

ています。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

花いっぱい

推進事業に

よる緑化箇

所数（箇所） 

 

 

・花いっぱいの街を目指し、引き

続きボランティア団体と協力し、

花いっぱい推進事業の取組を広げ

ていきます。 

・市内各所の美化活動のため、花苗・

種子配付（7月、1月）を行い、遠

賀川河川敷中ノ島での花いっぱい

推進協議会会員による市花「コスモ

ス」の種まき作業（8月）、播種育苗

講習会（7月）を実施しました。 

給食での地

場食材の占

める割合（%） 

・農協、農林振興課と地場農産物

使用を推進するための会議を定期

的に開催し、学校給食への地場農

産物利用促進を図ります。 

 

 

 

 

 

・各保育所、こども園の給食での

地場食材に占める割合を毎月調査

し、公立保育所・こども園（６園）

での統計を出し、地場食材の利用

を促進します。 

 

・例年開催している農協、農林振興

課との会議については、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により開催

できませんでしたが、学校給食にお

いて、毎月、地場産農産物を使用す

るテーマ献立を取り入れるなどし

て、地場産農産物利用促進を図りま

した。 

 

・公立保育所、こども園（６園）で

の統計（月平均 15.0%）を出し、

各園納入業者に地場食材の納品を

お願いしました。 

  

ボランティア団体と協力し、花いっぱい推進事業を進めています。 

学校や保育所・こども園の給食における地場農産物の利用については、地場農産物を使

用するテーマ献立を取り入れるなどして、利用促進を図りました。 

なお、例年定期開催している農協との地場農産物使用を推進する会議については、コロ

ナ禍の影響により開催できませんでした。 
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花いっぱい推進協議会による緑化箇所数については、目標値を上回っています。 

給食における地場食材の占める割合については、学校給食においては目標値を上回っ

ていますが、保育所・こども園においては目標値を下回っており、減少傾向にありま

す。 

 

進捗状況 関係部署 

緑化箇所数（カ所）：目標値 132カ所以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

150 152 152 188 187 

※この数値は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画課 

給食での地場食材の占める割合：目標値 18％以上 

 H28 H29 H30 R1 R2 

学 校 19.9 18.8 18.3 20.2 19.8 

保育所 20.2 18.1 17.6 15.6 15.0 

※この数値は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食課 

子育て支援課 

 

 

 

 

 

農業に関する関心を高めるため、市民向けに農園を貸出しています。 

令和 2年度末の状況は次のとおりです。 

（都市計画課）健康の森隣接農園：全区画利用中 

（農林振興課）菰田地区：21/21区画、相田地区：35/44区画、秋松：20/21区画 

150 152 152 

188 187 

132

100

150

200

H28 H29 H30 R1 R2

(カ所)

飯塚市 目標値
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18.8 18.3 
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17.5
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学校 保育所 目標値

19



 

（４）「在来種を保全する活動の実践」 

課題：開発や水質の悪化などによる植物・動物の生育・生息域の消失により、昔は普

通に見ることが出来た生き物が減少しています。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

現地観察会

の開催回数

（回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市内各所で自然体験教室を 22

回開催します。 

・自然環境体験教室を 13回開催し

ました。（新型コロナウイルス感染

症対策等の理由により 9回の中止） 

  

現地観察会については、エコ工房と連携して、一年を通して自然体験プログラムを開

催しています。 

令和 2年度においては、コロナ禍における緊急事態宣言発令中の開催中止により、開

催回数が例年よりも減少してしまいました。 

今後は、さらに国・県・専門家と連携し、これまで収集してきた資料整理とともに、

情報発信を行います。 
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開発行為や河川整備とともに未整備森林の増加、農薬の使用などにより、地域本来の

生態系が失われつつあります。こうした現状を市民に理解してもらうための情報発信

が重要です。市民参加型の現地観察会の開催数については、目標値を上回っています

が、令和 2年度についてはコロナ禍の影響により、開催数が減少しています。 

 

進捗状況 関係部署 

現地観察会の開催回数（回）：目標値 年 2回以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

19 18 11 19 13 

※この数値は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地観察会として、年間を通して自然体験プログラム「いいねん！」を開催して

います。令和 2年度においては、延 166名が参加しました。 

19 18 

11 

19 

13 

2
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H28 H29 H30 R1 R2

(回)

開催回数 目標値
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（５）「外来生物対策の実践」 

課題：外来生物の侵入が確認されており、本来の生態系への影響が懸念されます。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

現地観察会

の開催回数

（回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・専門家と協力し、情報収集を行いま

す。情報収集の後、市ホームページで広

報を行います。 

・自然体験教室の開催を通じ

て情報収集・発信に努め、市ホ

ームページにおいてもオオキ

ンケイギクやツマアカスズメ

バチ等の特定外来生物につい

ての情報発信を行いました。 

  

現在、市内においても、多くの外来生物が確認されており、外来生物が生態系に及ぼす

影響や、正しい対処法について、市民に周知する必要があります。 

本市では、自然体験教室を通じた外来生物に関する情報収集・発信を行っており、また、

市ホームページにおいて特定外来生物についての情報発信を行っています。 
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現状：国、県による自然環境調査において、多くの外来生物の侵入が確認されています。市

民に現状を理解してもらうためには、正確な情報発信が必要であるため、本市では現

地観察会として自然体験プログラムを開催しており、例年目標値を上回っています。 

 

進捗状況 関係部署 

現地観察会の開催回数（回）：目標値 年 2回以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

19 18 11 19 13 

※この数値は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備課 

19 
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（１）「地球温暖化防止の取組の実践」 

課題：飯塚市の温室効果ガス排出量は、横ばいの状況にあり、減っていません。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

公共施設、学

校等への太

陽光発電シ

ステムの設

置（件） 

 

・公共施設建設時に太陽光発電の設

置を促進します。鯰田交流センター

及び二瀬交流センターに、再生可能

エネルギー設備として、太陽光発電

設備（容量 10kW）を屋上に設置し

ます。 

 

・高効率給湯器等の有効性に関する

情報提供や広報を行います。 

・鯰田交流センターについては

太陽光発電設備（容量 10kW）

を令和 3年 2月に屋上に設置済

です。二瀬交流センターについ

ても、計画通り令和 3年 8月設

置予定です。 

 

・市ホームページの「家庭ででき

る地球温暖化防止の取組」内に

おいて、買替等による削減の一

例として高効率給湯器を紹介す

るほか、省エネ製品買換えナビ

ゲーション（しんきゅうさん）の

情報を提供しました。 

   

飯塚市における温室効果ガス排出量をさらに減少させるためには、市民一人ひとりが

意識をもって、省エネ等の取り組みを実践することが重要です。可能なことから取り

組むことについての啓発、行政の率先した取り組みとして、省エネ設備や再生可能エ

ネルギーの導入など各種の取り組みを進める必要があります。 

公共施設への再生可能エネルギー導入のほか、省エネ製品についての情報発信を行っ

ています。 

 

 

  

基本目標Ⅲ 低炭素社会の構築 
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再生可能エネルギーの導入として、本市の公共施設・学校においては太陽光発電設備

の設置を進めており、設置数は年々増加傾向にあります。 

 

進捗状況 関係部署 

公共施設、学校等への太陽光発電システム設置数（件） 

目標値 30件以上  

H28 H29 H30 R1 R2 

28 30 30 31 32 

※この項目は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設所管課 
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本市では、緑のカーテンエコプロジェクトをはじめとした、省エネ行動の普及・啓発

事業を行っています。令和 2 年度においては、新型コロナウイルス感染症対策のた

め、各種啓発事業については規模縮小や変更を行っての実施となりました。 

温室効果ガス排出量については減少傾向にありますが、今後も推移を見守るとともに、

省エネ行動の普及・啓発や、行政の率先した取組をより一層強化する必要があります。 

  

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

温室効果ガ

ス排出量（千

ｔ-CO2） 

・身近な取り組みとしてクールビズ

及びウォームビズの普及に努め、その

他の賢い選択（エコドライブや省エネ

家電の推奨等）を広報し、省エネ対策

の強化を図ります。 

 

 

・公共施設で緑のカーテンを実施し、

市民への普及啓発を行うとともに、苗

を配付し全市的な取組へと推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

・庁内掲示板等を通じてクールビ

ズの普及啓発を呼びかけました。

（実施期間：R2.5.1～R2.10.30）

また、市ホームページにてエコド

ライブ等の推奨を常時行っていま

す。 

 

・緑のカーテンエコプロジェクト

を実施し、公共施設や市民への緑

のカーテンの設置を呼びかけまし

た。その結果、頴田支所等を含む市

内 10 ヵ所の公共施設において緑

のカーテンが設置されました。ま

た、市民向けに実施しているゴー

ヤ苗植え会を、感染症対策の観点

から、苗配付会に変更したところ、

156名の市民から取組に関する申

込があり、例年より、多くの家庭で

緑のカーテン設置に関する取組が

ありました。 
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簡易計算ではありますが、温室効果ガス排出量は減少傾向にあります。 

なお、令和 2年度の温室効果ガス排出量については、2018年度分以降の総合エネル

ギー統計及び都道府県別エネルギー消費統計の改訂・更新を受け、推計値が大幅に減少

しています。 

 

進捗状況 関係部署 

温室効果ガス排出量（千 t-CO2）：目標値 727千 t-CO2  

H26 H27 H28 H29 H30 

1,280.00 1,199.69 1,084.84 1,064.22 866.74 

※この項目は実績値が目標値を下回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※温室効果ガス排出量の算出には膨大な作業量が必要なため、

環境省マニュアルに従い、簡易計算により到達状況を把握して

います。 

環境整備課 
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（２）「温室効果ガス削減量や省エネ効果の見える化」 

課題：市民や事業者の取組に対する、温室効果ガス削減量や省エネ効果の見える化を

図る必要があります。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

見える化ツ

ールの設置

学校数（校） 

 

 

・市ホームページ等により、見える化ツール

の各種システム等の情報提供を行います。 

 

 

 

・地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に

おける目標達成状況を市ホームページに掲

載します。 

 

・市ホームページで見え

る化ツールの情報を常時

掲載し、情報提供しまし

た。 

 

・市役所内の省エネの取

り組みについてホームペ

ージ上で公開し、また、

CO₂削減量についても、

市ホームページ上で公開

しました。 

   

温室効果ガス削減量・省エネ効果の見える化の推進のため、各小中学校へのモニター

（見える化ツール）の設置を推進しています。 

また、地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の内容及びその達成状況を市ホームペ

ージで公開しており、今後も省エネに関する情報を積極的に提供する必要があります。 
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太陽光発電設備を設置した小中学校への見える化ツール設置を進めており、設置学校

数は徐々に増加しています。 

 

進捗状況 関係部署 

見える化ツールの設置学校数（校）：目標値 全校（29校） 

H28 H29 H30 R1 R2 

18 19 19 23 23 

※小中一貫校は重複計上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この項目は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

教育総務課 

学校教育課 

18 19 19 

23 23 
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設置学校数 目標値
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（１）「環境教育・学習の充実」 

課題：環境教育・学習は行われていますが、飯塚市の資源を生かした、継続できる環

境づくりや、教育内容の拡充が必要です。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

市ホームペ

ージの環境

に関するペ

ージへの年

間アクセス

件数（件） 

 

 

 

 

 

 

 

・地域の取組について、市報・市ホー

ムページ・市公式 SNSにより広報を

行い、イベント告知や周知を行いま

す。 

 

 

・環境活動に参加するとともに、市ホ

ームページでの広報、エコスタいい

づかでの活動紹介を行います。 

 

 

 

・市報に、「ゴーヤ配付会」や「う

ちの打ち水」など、コロナ対策を

行った行事の広報を行うととも

にホームページにも掲載しまし

た。 

 

・新型コロナウイルス感染症対

策の影響により、環境団体が開

催する活動が中止となったた

め、環境活動への参加はできて

おりません。 

なお、市民含め団体が普段から

実践している環境保全活動に関

しては、参加申込みのあった 8

団体の取組について、市ホーム

ページで活動紹介を行いまし

た。 

 

   

本市で行っている各種啓発事業については、市報・市ホームページ・市公式 SNSのほ

か、フリーマガジン等の様々な媒体を使って広報しています。 

令和 2 年度においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、例年行われていたイ

ベントの一部について中止となりました。しかし一部イベントについては、参加者を集

めずに、密状態を回避する等、感染症対策をとりながら実施し、啓発に努めました。 

なお、例年開催していた「エコスタいいづか」については、会場を設けての開催こそ中

止したものの、学校や事業所等の各活動団体による環境保全活動について、市ホームペ

ージ上で活動発表を行いました。 

 

 

基本目標Ⅳ 人の環づくりと活動実践 

30



現状：本市が行う各環境イベントについての情報や、 環境保全に関する情報を市ホーム

ページ上で公開しています。 

市ホームページ上の年間アクセス数は増加傾向にあり、特に令和 2年度においては

コロナ禍の影響によりホームページ上での情報提供による啓発活動を多く実施し

たことから、アクセス数が大幅に増加しています。 

 

進捗状況 関係部署 

ホームページの環境に関するページの年間アクセス数（件） 

目標値 対前年度比で増加  

H28 H29 H30 R1 R2 

91,771 92,212 106,856 130,605 174,552 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備課 
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本市では、親子で参加する自然体験プログラムを開催しており、子どもたちが環境保

全活動に参加する機会を提供しています。 

また、市民の要望に応じて環境に関する各分野の専門家を派遣する「環境アドバイザー

制度」を設置していました。しかし、本市における出前講座や環境教室等との内容の重

複、県の「環境マイスター制度」等による代替性の担保を理由として、「環境アドバイ

ザー制度」は令和元年度を以て廃止となっています。 

  

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

こどもエコ

クラブの登

録 団 体 数

（数） 

・こどもエコクラブの周知・広報を

図り、小学生以上を対象とした自然

環境学習会等を実施し、環境活動に

参加する機会を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・7 月、10 月にこどもエコクラ

ブの活動に関するチラシを窓口

に配架し、周知・広報を図りまし

た。また、自然環境学習会を 13

回実施し、環境活動への参加機会

の提供を行いました。 

環境アドバ

イザーの派

遣（件） 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 
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こどもエコクラブについては、その周知・広報を行っているところですが、登録団体

数は横ばいとなっています。 

環境アドバイザー制度については廃止となったため、派遣実績はありません。 

 

進捗状況 関係部署 

こどもエコクラブの登録団体数 目標値：10団体以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

3 ３ ３ 4 ４ 

※この項目は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備課 

環境アドバイザーの派遣件数 目標値：年 50件以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

10 0 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備課 
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（２）「市民の環境意識の向上」 

課題：環境団体や一部の市民によって環境保全活動は行われていますが、関心のある

市民のみが参加しています。活動の継続のための支援や、より多くの市民の参

加を促す仕組みづくりが求められています。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

ペットの糞

害苦情件数

（件） 

 

 

・ペットの糞害を防止するため、飼い

主のマナー向上への啓発を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

・糞害苦情のあった現地確認を

実施し、状況に応じ「飼い犬の糞

の持ち帰り」等の看板を設置し

ました。また、飼い主への指導の

際は、飯塚市生活環境の保全に

関する条例 10 条に基づき、ペ

ットの飼い方についてのチラシ

を渡す等、指導を行いました。 

エコ工房の

来 館 者 数

（人） 

・新規の教室やイベントの開催、アウ

トリーチ活動に取り組みます。 

 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症対

策による一時休館や、環境教室

の一部中止・人数制限の設定等

により、積極的な普及・啓発には

取り組むことができませんでし

た。 

 

「飯塚市生活環境の保全に関する条例」に基づき、ペットの糞害防止のために、苦情

発生状況に応じた指導や、啓発看板の設置を行い、マナー向上に努めています。 

エコ工房の運営については、指定管理者の創意工夫により、様々な環境教室を開催し

ているほか、出前講座等のアウトリーチ活動を行っています。令和 2年度において

は、新型コロナウイルス感染症対策のために運営規模を縮小したため、積極的な普

及・啓発に取り組むことができませんでした。 
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ペットの糞害苦情件数については、例年横ばいでしたが、令和 2 年度においては大き

く減少しています。コロナ禍における外出の自粛が主な要因と考えられます。 

エコ工房の来館者数については、コロナ禍における一時休館・イベントや環境教室の開

催自粛により、来館者数は大幅に減少しています。 

 

進捗状況 関係部署 

ペットの糞害苦情件数（件）：目標値 0件/年 

H28 H29 H30 R1 R2 

62 58 60 60 17 

※この項目は実績値が目標値に到達することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備課 

エコ工房の来館者数（人）：目標値 8,000人/年以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

5,589 7,535 6,375 6,407 2,833 

※この項目は目標値を上回ることが望ましい。 

 

環境整備課 
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環境基本計画の推進には、計画に関する市民の理解と、行政のみならず市民・事業所

等が一体となって計画推進に取り組んでいる状況の発信が必要です。本市で開催して

いる環境イベントにおける周知のほか、市ホームページ等により地域活動の状況を発

信しています。 

令和 2年度は、コロナ禍により環境イベントのみならず、地域一斉清掃等の地域活動

を自粛することとなりましたが、感染症対策を講じた上でのイベント実施状況等を市

ホームページに掲載し、計画推進の状況を市民に周知しました。 

  

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

環境基本計

画の認知度

（％） 

 

 

・第 3 次環境基本計画策定業務の開

始に伴い、ダイジェスト版作成のた

めの情報収集等を委託機関に依頼し

ます。 

 

 

・地域活動状況を情報収集し、市ホー

ムページ等で情報提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

・第 3 次飯塚市環境基本計画の

策定支援業務受託者を選定し、

令和 2 年度においてはダイジェ

スト版作成を含む計画策定のた

めの情報収集を行いました。 

 

今年度は新型コロナウイルス感

染症の影響により各自治会やま

ちづくり協議会での活動が自粛

または縮小されています。今後

も、引き続き地域の活動状況を

情報収集し、市ホームページ等

で情報提供に努めます。 
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環境イベント開催時のアンケートで、飯塚市環境基本計画についての認知度調査を行

っています。認知度については、アンケートの回収率にも左右されるため、増減を繰り

返しています。 

 

 

 

進捗状況 関係部署 

環境基本計画の認知度（％）：目標値 対前年度比で増加 

H28 H29 H30 R1 R2 

46.60 48.00 39.48 27.38 32.80 

※この項目は実績値が目標値に到達することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和２年度においては環境イベントの開催を自粛したため、第

３次飯塚市環境基本計画策定のための基礎調査として行った、市

民アンケート調査結果の数値を計上。 

環境整備課 
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資料２．令和2年度実施状況一覧
　　　　　【第2次飯塚市環境基本計画　事務事業一覧】

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課 【参考】令和2年度実施計画
【最終報告】令和2年度実施状況

（3月末時点の実施状況）
自己評価

【参考】令和2年度実施状況（途中経
過）

※令和2年10月末時点での実施状況

買い物袋（マイバッ
グ）持参運動の促進

ホームページ・市報掲載により、買い物
袋（マイバッグ）持参運動の普及・広報
を行います。

● → → 環境整備課
10月の福岡県マイバック取組強化月間時に市内各
所にポスター掲示（12枚以上）およびホームペー
ジ掲載等の啓発を行います。

10月の福岡県マイバッグ取組強化月間時における啓発活
動は行えておりません。しかし、飯塚市新型コロナウイ
ルス感染症対策事業における全世帯へのエコバッグ配付
によりマイバッグ持参運動の普及を行いました。

3  50%未満達成

10月の福岡県マイバッグ取組強化月間時に
おける啓発活動は行えておりません。しか
し、飯塚市新型コロナウイルス感染症対策
事業における全世帯へのエコバッグ配付に
よりマイバッグ持参運動の普及を行ってお
ります。

生ごみ処理方法の
普及促進

生ごみ処理容器等を用いた処理・活用
方法を広報し、生ごみの減量化・資源
化を進めます。

● → → 環境整備課

ホームページや6月の環境月間での啓発ポスター掲
示など、生ごみ処理器等の活用方法に関する情報
提供を行い、生ごみの減量化・資源化の普及・啓
発を行います。

6月の環境月間において啓発ポスターの掲示は展示スペー
スの問題により行うことができませんでしたが、市ホー
ムページにおいてリボべジ（※１）に関する記事を掲載
し、生ごみの減量化・資源化の普及・啓発を行いまし
た。

※１：「リボーンベジタブル」の略称。普段捨ててしま
いがちな大根のヘタや豆苗、ネギの根などを水につけて
再生させることで廃棄量を削減する。

5  達成（100%)

6月の環境月間において啓発ポスターの掲示
は展示スペースの問題により行うことがで
きませんでしたが、市ホームページにおい
てリボべジに関する記事を掲載し、生ごみ
の減量化・資源化の普及・啓発を行ってお
ります。

エコ工房での各種講座や市役所窓口
において、生ごみの減量化及び食品ロ
ス削減に向けて、生ごみの水切りや食
べ残し削減に関する啓発を行います。

● → → 環境整備課
エコ工房での各種講座を16回開催します。また、
食品ロス削減推進に関する啓発を行います。

新型コロナウイルス感染症防止対策としてエコ工房内の
調理室が利用禁止となっているため、関連講座について
は１回も開催できておりません。しかし、関係各課と協
力し30・10運動（※２）の啓発ポケットティッシュを各
課窓口や市施設、イベント等で配布し、食品ロス削減推
進に関する啓発を行いました。

※２：宴会等において、開会前30分間と閉会前10分間
は、お酌等にまわらず、自席で食事することを心掛ける
ことにより、飲食店等での食事における食品ロス削減を
推進する運動。

3  50%未満達成

新型コロナウイルス感染症防止対策として
エコ工房内の調理室が利用禁止となってい
るため、関連講座については１回も開催で
きておりませんが、関係各課と協力し30・
10運動の啓発ポケットティッシュを各課窓
口や市施設、イベント等で配布し、食品ロ
ス削減推進に関する啓発を行う予定です。

各種講座や研修会において、生ごみの
減量化及び食品ロス削減に向けて、生
ごみの水切りや食べ残し削減に関する
啓発を行います。

● → → 健幸保健課
食生活改善推進員養成講座や食生活改善推進員研
修会の中で、エコクッキングを啓発します。

食生活改善推進員養成講座や食生活改善推進員研修会の
中で、エコクッキングの啓発（地産地消、作りすぎな
い、買いすぎない、無駄なく使う、手順を考えエネル
ギーロスしないなど）や食品ロス削減の啓発を行いまし
た。
例年行っていたエコ工房でエコクッキング教室は、新型
コロナウイルス感染症対策のためエコ工房内の調理室の
利用を中止していたため、開催できませんでした。同じ
く、例年エコスタで行っていたエコクッキング啓発活動
（残り野菜のポタージュの試食会等）についても、コロ
ナ禍の影響でエコスタが中止となったため、実施できま
せんでした。

2  検討したが未着手

食生活改善推進員養成講座や食生活改善推
進員研修会の中で、エコクッキングの啓発
（地産地消、作りすぎない、買いすぎな
い、無駄なく使う、手順を考えエネルギー
ロスしないなど）や食品ロス削減の啓発を
行いました。

学校及び各家庭において食べ残しを出
さないよう指導を行い、生ごみの減量
化及び食品ロス削減を啓発します。

● → → 学校教育課
給食指導や学級活動等で食べ残しを出さないよう
指導します。

給食指導や学級活動等において、食べ残しを出さないよ
う指導しました。

5  達成（100%)
給食指導や学級活動等において、食べ残し
を出さないよう指導しております。

ごみ減量に関する
啓発や情報の提供

ごみ減量に関する啓発教材により、情
報の提供を行います。

● → → 環境整備課
「ごみ分別ゲーム」の周知を行い、実施拡大によ
る啓発を実施します。『飯塚市「家庭ごみ」の分
け方・出し方（簡易版）』を配布します。

市ホームページにおいて「ごみ分別ゲーム」の周知を
行っています。また、環境整備課窓口にて『飯塚市「家
庭ごみ」の分け方・出し方（簡易版）』の配布を行って
おります。

5  達成（100%)

市ホームページにおいて「ごみ分別ゲー
ム」の周知を行っています。また、環境整
備課窓口にて『飯塚市「家庭ごみ」の分け
方・出し方（簡易版）』の配布を行ってお
ります。

施設見学会の実施
クリーンセンター施設見学を行い、ごみ
減量意識の向上を図ります。

● → → 環境対策課
クリーンセンター施設見学を行い、ごみ減量意識
の向上を図ります。

4小学校190名及び1団体8名の見学受入れを行いました。 5　達成（100%） 4小学校190名の見学受入れを行いました。

ごみ減
量化

生ごみ減量化運動・
食品ロス削減の普
及・啓発

ごみの発生抑
制のための取
組の普及

Ⅰ
循
環
型
社
会
の
形
成
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資料２．令和2年度実施状況一覧
　　　　　【第2次飯塚市環境基本計画　事務事業一覧】

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課 【参考】令和2年度実施計画
【最終報告】令和2年度実施状況

（3月末時点の実施状況）
自己評価

【参考】令和2年度実施状況（途中経
過）

※令和2年10月末時点での実施状況

デポジット制度の有
効性に関する情報
発信

製品価格に一定のデポジット（預託金）
を上乗せして販売し、使用後の容器返
却時に預託金を返却することで容器回
収を促進させる「デポジット制度」の有
効性や活用方法に関する情報を提供・
発信します。

● → 環境整備課
環境イベント等において、ごみ分別・減量、資源
の再利用として、デポジット制度と類似する資源
回収に関する情報発信を行います。

新型コロナウイルス感染症の影響により環境イベント等
の実施が困難であったため、情報発信には至っておりま
せん。

2  検討したが未着手
新型コロナウイルス感染症の影響により環
境イベント等の実施が困難であったため、
情報発信には至っておりません。

事業者に対する指
導

ごみの適正排出について訪問及びチラ
シの配布により、事業者を指導します。

● → → 環境対策課
ごみの適正排出について訪問及びチラシの配布に
より、事業者を指導します。

不適正な排出を行っている事業者を訪問し指導を行いま
した。不適正な排出を行った事業者数は約338件です。マ
ンションやアパートの建設増等がありますが前年度より
減少しております。また、違反ごみの内容は、家庭用ご
み袋での排出、ごみの未分別、一回の排出が多量である
場合の収集運搬方法、排出箇所の不適正が主なものとな
ります。

5  達成（100%)

不適正な排出を行っている事業者を訪問し
指導を行いました。不適正な排出を行った
事業者数は約218件です。前年度より減少傾
向にあります。また、違反ごみの内容は、
家庭用ごみ袋での排出、一回の排出が多量
である場合の収集運搬方法、排出箇所の不
適正が主なものとなります。

ごみの分け方・出し
方の作成・配布

「家庭ごみの分け方・出し方」、「事業ご
みの分け方・出し方」を作成・配布しま
す。

● → → 環境対策課
「家庭ごみの分け方・出し方」「事業ごみの分け
方・出し方」を作成・配布します。

本庁・各支所・各交流センター等で配付を行いました。 5　達成（100%）
本庁・各支所・各交流センター等で配付を
行いました。

ごみ出しルールの
啓発

自治会や公民館を通じて、ごみ出し
ルールの徹底を図ります。

● → → 環境対策課
自治会や交流センターを通じて、ごみ出しルール
の徹底を図ります。

市報（2月1日号）にてごみ出しルールの啓発を行いまし
た。

5　達成（100%）
市報（10月1日号）にてごみ出しルールの啓
発を行いました。

環境美化活動の促
進

まちづくり協議会等による環境美化活
動を促進します。

● → → 環境整備課
まちづくり協議会等に環境美化活動の呼びかけを
行います。

活動実績の少ない地域の特定を十分に行えていないた
め、まちづくり協議会等に環境美化活動の呼びかけは
行っておりません。

2  検討したが未着手

現時点ではまちづくり協議会等に環境美化
活動の呼びかけは行っておりません。各交
流センター等に問い合わせを行い、活動実
績の少ない地域に対し呼びかけを行う予定
です。

産業廃棄物の適正
処理

産業廃棄物の不適正処理や不法投棄
を防止するため、関係機関と連携して、
事業者を指導します。

● → → 環境整備課
産業廃棄物の不適正処理や不法投棄等に関して
は、県と連携して苦情等の対応、指導を行いま
す。

産業廃棄物に関して、県関係課と連携して苦情等の対応
及び、事業者への指導を行いました。
苦情対応件数　　　：1件
事業者への指導件数：1件

5  達成（100%)

産業廃棄物に関して、県関係課と連携して
苦情等の対応及び、事業者への指導を行い
ました。
苦情対応件数　　　：1件
事業者への指導件数：1件

産業廃棄物の適正
処理

産業廃棄物の不適正処理や不法投棄
を防止するため、関係機関と連携して、
事業者を指導します。

● → → 環境対策課
産業廃棄物の不適正処理や不法投棄を防止するた
め、関係機関と連携して、事業者を指導します。

環境対策課として、指導すべき事案がある場合は指導を
行っています。産業廃棄物の処理等の指導は基本、県が
担当部署になっております。事業所から排出される廃棄
物が一般廃棄物か産業廃棄物かの問合せには回答してい
ますが、排出された産業廃棄物の処理指導は、保健所等
に報告・相談し、県から指導を行っています。

5　達成（100%）

環境対策課として、指導すべき事案がある
場合は指導を行っています。産業廃棄物の
処理等の指導は基本、県が担当部署になっ
ております。事業所から排出される廃棄物
が一般廃棄物か産業廃棄物かの問合せには
回答していますが、排出された産業廃棄物
の処理指導は、保健所等に報告・相談し、
県から指導を行っております。

● → 環境整備課
「ごみ分別ゲーム」の実施や『飯塚市「家庭ご
み」の分け方・出し方（簡易版）』を配布し、ご
みの減量・再資源化に関する啓発を行います。

新型コロナウイルス感染症対策として「ごみ分別ゲー
ム」の実施は行っておりません。しかし、環境整備課窓
口にて『飯塚市「家庭ごみ」の分け方・出し方（簡易
版）』の配布を行い、ごみの減量・再資源化に関する啓
発を行っております。

4  50%以上達成

新型コロナウイルス感染症対策として、各
種啓発イベントが中止となっているため、
「ごみ分別ゲーム」の実施は行っておりま
せん。しかし、環境整備課窓口にて『飯塚
市「家庭ごみ」の分け方・出し方（簡易
版）』の配布を行い、ごみの減量・再資源
化に関する啓発を行っております。

● → 環境対策課
廃棄物の減量及び処理適正化等に関する条例に基
づき、ごみの排出抑制・再資源化や市民への広
報・啓発を行います。

市報（2月1日号）にてごみ出しルールの啓発を行いまし
た。

5　達成（100%）
市報（10月1日号）にてごみ出しルールの啓
発を行いました。

● → 環境整備課
ポイ捨て禁止モデル地区の設定について検討した
結果、特定地区を設定せずに出前講座や環境イベ
ントなどで市全域での周知・啓発を実施します。

新型コロナウイルス感染症対策として各種啓発イベント
が中止となっているため、出前講座や環境イベントなど
での周知・啓発は行えずにいますが、窓口にてラミネー
ト加工の注意書きを市民に配布することにより、ポイ捨
て禁止に関して周知・啓発を行っております。

3  50%未満達成

新型コロナウイルス感染症対策として、各
種啓発イベントが中止となっているため、
出前講座や環境イベントなどでの周知・啓
発は行えずにいますが、窓口にてラミネー
ト加工の注意書きを市民に配布することに
より、ポイ捨て禁止に関して周知・啓発を
行っております。

ごみ減
量化

ごみ出しルール
の徹底

不法投棄防止
のための美しい
環境整備

一般廃棄物の適正
処理

廃棄物の減量及び処理適正化等に関
する条例に基づき、ごみの排出抑制・
再資源化や市民への広報・啓発を行い
ます。

ポイ捨て禁止モデル
地区の検討

ポイ捨て禁止に関して周知・啓発を推
進し、ポイ捨て禁止モデル地区を検討・
設定します。

ごみの発生抑
制のための取
組の普及

不法投棄防止
のための美しい
環境整備

ごみ減
量化

Ⅰ
循
環
型
社
会
の
形
成
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循
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型
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資料２．令和2年度実施状況一覧
　　　　　【第2次飯塚市環境基本計画　事務事業一覧】

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課 【参考】令和2年度実施計画
【最終報告】令和2年度実施状況

（3月末時点の実施状況）
自己評価

【参考】令和2年度実施状況（途中経
過）

※令和2年10月末時点での実施状況

● → 環境対策課

ポイ捨て禁止モデル地区の設定について検討した
結果、不法投棄が頻繁に起こる地区を中心に看板
の設置などにより、ポイ捨て禁止の周知・啓発を
行います。

不法投棄が頻繁に起こる34箇所に看板を設置しました。 5  達成（100%)
不法投棄が頻繁に起こる10箇所に看板を設
置しました。

監視パトロールの強
化

関係機関との連携により、監視パトロー
ルを強化します。

● → → 環境対策課
継続して、関係機関との連携により、監視パト
ロールを行います。

飯塚地区管内については直営班、4支所管内についてはシ
ルバー人材センターに委託し、パトロールを実施しまし
た。

5  達成（100%)
飯塚地区管内については直営班、4支所管内
についてはシルバー人材センターに委託
し、パトロールを実施しております。

監視カメラ・不法投
棄防止看板の設置

不法投棄多発地点に監視カメラや不法
投棄防止看板を設置します。

● → → 環境対策課
不法投棄多発地点に関しカメラや不法投棄防止看
板を設置します。

不法投棄が頻繁に起こる34箇所に看板を設置しました。 5  達成（100%)
不法投棄が頻繁に起こる10箇所に看板を設
置しました。

● → 環境整備課
ボランティア袋を配布し、その配布状況から地域
単位で一斉清掃を支援し、環境づくりを進めま
す。

ボランティア袋を配布しており、各市民団体・個人が随
時地域清掃を実施しております。

5  達成（100%)
ボランティア袋を配布しており、各市民団
体が随時地域清掃を実施しております。

● → 環境対策課
地域での一斉清掃を促進し、ごみを捨てさせない
環境づくりを進めます。

ごみゼロの日を設定して、環境整備課と協力し、地域自
治会や事業所等への周知を行い、参加を呼びかけまし
た。

5  達成（100%)
ごみゼロの日を設定して、環境整備課と協
力し、地域自治会や事業所等への周知を行
い、参加を呼びかけました。

環境配慮市民、
事業所の表彰
制度の創設と
運用

ごみ拾いボランティ
アの紹介

ボランティアでごみ拾いを実施している
事例を広報等で紹介し、啓発します。

● → 環境整備課
市ホームページやエコスタいいづかでの活動紹介
を行います。

新型コロナウイルス感染症対策としてエコスタいいづか
の開催を中止したため、エコスタいいづかでの活動紹介
は行えておりません。しかし、エコスタいいづかにて紹
介する予定だった各団体の環境保全活動の一部を市ホー
ムページにて紹介しております。

4  50%以上達成
現時点では、市ホームページやエコスタい
いづかでの活動紹介は行えておりません。

● → → 環境整備課

ペットボトルキャップ回収事業における回収団体
数を拡充し回収量を増やします。「ごみ分別ゲー
ム」の実施拡大による啓発を行います。『飯塚市
「家庭ごみ」の分け方・出し方（簡易版）』を配
布します。エコ工房でのエコ講座を100回以上開催
します。環境イベントなどで市民に啓発を行いま
す。

ペットボトルキャップ回収団体数は前年度に比べ2団体減
少し、回収量に関しましても新型コロナウイルス感染症
対策として一部回収団体が一定期間ペットボトルキャッ
プ回収の中止を行ったことなどが起因し、回収対前年比
で10％減少となりました。
新型コロナウイルス感染症対策として「ごみ分別ゲー
ム」の実施は行っておりません。
エコ工房でのエコ講座を66回開催しました。

4  50%以上達成

現時点では、ペットボトルキャップ回収事
業における回収団体数は増えていません。
「ごみ分別ゲーム」は新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、実施には至っていま
せん。エコ工房にてエコ講座を53回開催し
ました。

● → → 環境対策課
環境イベントにより、リサイクルの目的やごみ分
別（特に紙ごみの資源としての分別）の必要性・
方法などを市民に啓発します。

分別できていないごみ袋が排出された地域にチラシを配
付し、啓発を行いました。

5  達成（100%)
分別できていないごみ袋が排出された地域
にチラシを配付し、啓発を行いました。

ごみ分別・リサイク
ルの啓発

リサイクルの目的やごみ分別の必要
性・方法などを市民に理解しやすい内
容で啓発します。また、学校では廃棄
物の再利用・リサイクルに取り組むとと
もに、循環型社会づくりにむけた学習を
行います。

● → → 学校教育課

学校の実態に応じて、社会科、総合的な学習の時
間等において、リデュース・リユース・リサイク
ルなどを取り上げ、循環型社会づくりに向けた学
習を行います。

社会科、総合的な学習の時間、家庭科等において、リ
デュース・リユース・リサイクルなどを取り上げ、循環
型社会づくりに向けた学習を行いました。

5  達成（100%)

社会科、総合的な学習の時間、家庭科等に
おいて、リデュース・リユース・リサイク
ルなどを取り上げ、循環型社会づくりに向
けた学習を行っています。

分別の細分化の検
討

環境施設等広域化に関する任意協議
会の協議結果を経てから、改めて分別
の細分化を検討します。

● 環境対策課
環境施設等広域化に関する任意協議会の協議結果
を経てから、改めて分別の細分化を検討します。

平成31年4月に飯塚市・嘉麻市・桂川町・小竹町の環境施
設を一元的に管理する「ふくおか県央環境広域施設組
合」が設立され、今後の施設の利活用等を協議していき
ますので、合わせて検討を行う予定です。

2  検討したが未着手

平成31年4月に飯塚市・嘉麻市・桂川町・小
竹町の環境施設を一元的に管理する「ふく
おか県央環境広域施設組合」が設立され、
今後の施設の利活用等を協議しており、合
わせて検討を行う予定です。

資源回収に対する
補助と指導

資源回収団体に対する補助を行うとと
もに、活動のない団体への呼びかけを
行います。

● → → 環境整備課
資源回収団体に対する補助を行うとともに、活動
のない団体への呼びかけを行います。

資源回収団体奨励補助金の交付を継続して行っており、
今年度は7団体が新規で活動を開始しています。さらに、
8月には、2年以上活動のない団体に11団体に対し、活動
再開の依頼を行ったところ、10団体の取消、1団体の継続
申請を受けた。

5  達成（100%)

資源回収団体奨励補助金の交付を継続して
行っており、今年度は7団体が新規で活動を
開始しています。さらに、8月には、2年以
上活動のない団体に対し、活動再開の依頼
を行っております。

ごみ分別・リサイク
ル推進によるごみ減
量化への普及啓発
事業

環境イベントにより、リサイクルの目的
やごみ分別（特に紙ごみの資源として
の分別）の必要性・方法などを市民に
啓発します。

一斉清掃の実施
地域での一斉清掃を促進し、ごみを捨
てさせない環境づくりを進めます。

ポイ捨て禁止モデル
地区の検討

ポイ捨て禁止に関して周知・啓発を推
進し、ポイ捨て禁止モデル地区を検討・
設定します。

市民一斉ごみ
拾い日等、市民
参画の促進

不法投棄防止
のための美しい
環境整備

ごみ減
量化

Ⅰ
循
環
型
社
会
の
形
成

リサイクル率向
上のための施
策

分別の
徹底

リサイクル率向
上のための施
策

分別の
徹底
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資料２．令和2年度実施状況一覧
　　　　　【第2次飯塚市環境基本計画　事務事業一覧】

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課 【参考】令和2年度実施計画
【最終報告】令和2年度実施状況

（3月末時点の実施状況）
自己評価

【参考】令和2年度実施状況（途中経
過）

※令和2年10月末時点での実施状況

● → → 契約課
庁内の事務事業におけるグリーン購入を徹底する
ため、飯塚市環境物品調達方針を策定し、職員並
びに事業者のグリーン購入を啓発します。

8月に飯塚市環境物品調達方針を見直し、環境物品調達に
ついて推進、指導を行いました。

5  達成（100%)
8月に飯塚市環境物品調達方針について、全
庁掲示・HP掲載により推進・指導を行いま
した。

● → → 環境整備課
市ホームページで市民や事業者へグリーン購入を
進めるための啓発を行います。

市のホームページで市民や事業者へグリーン購入を進め
るための啓発を行いました。

5  達成（100%)
市ホームページで市民や事業者へグリーン
購入を進めるための啓発を行いました。

● → → 土木建設課
事業における使用材料は再生材及び各種環境配慮
型製品を使用します。

事業の実施にあたり、再生材（クラッシャーラン等）を
計上し、リサイクルの推進を図り、各種環境配慮型製品
についても積極的に導入した。

5  達成（100%)

事業の実施については、再生材(クラッ
シャーラン、舗装合材等)を計上し、リサイ
クルの推進を図り、各種環境型製品につい
ても積極的に導入しました。

● → → 農業土木課
公共事業における建設副産物のリサイクルや資
材・設備への環境配慮型製品の導入を実施設計に
計上します。

公共事業における建設副産物のリサイクルや資材・設備
への環境配慮型製品の導入を実施設計に計上し、500万円
以上の工事3件についてはコブリス（※２）の登録を実施
しました。

※２：国土交通省が循環型社会の構築の一助となること
を目的として構築された建設副産物情報交換システム。
建設副産物のリサイクル率の算定や、再資源化経路の検
索を可能とする。

5  達成（100%)

公共事業における建設副産物のリサイクル
や資材・設備への環境配慮型製品の導入を
実施設計に計上し、500万円以上の工事につ
いてはコブリスの登録を実施しました。

● → → 建築課
公共事業における建設副産物のリサイクルや資
材・設備への環境配慮型製品の導入を進めます。

公共工事における建設副産物については、リサイクル
（中間処理）に努めており、資材等については環境配慮
型製品（再生製品）の導入を行いました。今後も引き続
きリサイクルの取り組み、環境配慮型製品の導入につい
て可能な限り進めていきます。

5  達成（100%)

公共工事における建設副産物についてはリ
サイクル（中間処理）に努めており、資材
等については環境配慮型製品（再生製品）
を活用しております。

フリーマーケットや
バザー、エコ工房事
業の拡大

誰でも参加しやすいフリーマーケットや
バザー、エコ工房事業を拡大します。

● → → 環境整備課
エコ工房でフリーマーケットや子ども服・おも
ちゃの交換会、ぷちフリーマーケットを実施しま
す。

エコ工房内展示ホールにぷちフリーマーケットを常設し
ております。
子ども服交換会を、14回開催しました。（新型コロナウ
イルス感染症対策等による中止：5回）
例年フリーマーケットを実施していたエコ工房祭りにつ
いては、今年度は新型コロナウイルス感染症対策のた
め、中止としました。

4  50%以上達成

エコ工房内展示ホールにぷちフリーマー
ケットを常設しております。
子ども服交換会を、10回開催しました。
（新型コロナウイルス感染症対策による中
止：3回）

拠点ボックスの
さらなる活用

拠点回収ボックスの
利用促進

拠点回収ボックスを周知するとともに、
有効に活用されるための方策を検討し
ます。

● → → 環境対策課
拠点回収ボックスを周知するとともに、有効に活
用されるための方策を検討します。

市報（2月1日号）にて拠点回収ボックスについて周知を
行いました。

5  達成（100%)
市報（2月1日号）にて市民への周知を実施
予定です。

水辺教室を開催するなど、様々な場面
で生活排水への意識向上を図ります。

● → → 環境整備課 エコ工房での水生生物観察会を実施します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、観察会は実施
できておりません。

2  検討したが未着手
新型コロナウイルス感染症の影響により、
観察会は実施できておりません。

市施設での料理教室における啓発な
ど、様々な場面で生活排水への意識向
上を図ります。

● → → 健幸保健課
食生活改善推進員養成講座や食生活改善推進員研
修会の中で、生活排水対策のための普及活動を啓
発します。

食生活改善推進員養成講座（2教室）では、『水質汚染を
防ぐ努力を』として、調理器具に残った油等は古布など
でぬぐい直接洗わない事や、作り過ぎない（余り物の汁
で水質汚染になる）、洗剤などを使いすぎないなどの啓
発を行いました。食生活改善推進員研修会では計量して
作ることで、作り過ぎない事を実践しました（食べ残り
を流しに捨てないことで、水質汚染を予防）。

4  50%以上達成

食生活改善推進員養成講座では、『水質汚
染を防ぐ努力を』として、調理器具に残っ
た油等は古布などでぬぐい直接洗わない事
や、作り過ぎない（余り物の汁で水質汚染
になる）、洗剤などを使いすぎないなどの
啓発を行いました。食生活改善推進員研修
会では計量して作ることで、作り過ぎない
事を実践しました（食べ残りを流しに捨て
ないことで、水質汚染を予防）。10・11月
には防災メニューの湯煎調理を行い、ビ
ニール袋での調理法を実習しました。

排水の指導と
意識啓発

公共事業における建設副産物のリサイ
クルや資材・設備への環境配慮型製品
の導入を進めます。

グリーン購入の推進
飯塚市環境物品調達方針に基づき、グ
リーン購入を進めるとともに、市民や事
業者のグリーン購入を啓発します。

公共事業におけるリ
サイクルの推進

生活排水対策のた
めの普及活動の推
進

河川等
水質の
改善

Ⅱ
自
然
と
の
共
生

リサイクル率向
上のための施
策

分別の
徹底

Ⅰ
循
環
型
社
会
の
形
成
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資料２．令和2年度実施状況一覧
　　　　　【第2次飯塚市環境基本計画　事務事業一覧】

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課 【参考】令和2年度実施計画
【最終報告】令和2年度実施状況

（3月末時点の実施状況）
自己評価

【参考】令和2年度実施状況（途中経
過）

※令和2年10月末時点での実施状況

学校での水質汚濁に関する授業や子
ども達の河川水質保全活動への積極
的な参加の促進など、教育の場面で生
活排水への意識向上を図ります。

● → → 学校教育課
学校の実態に応じて社会科や総合的な学習の時間
において指導します。企業局による出前講座によ
り、河川水質保全に向けての意識を高めます。

社会科や総合的な学習、家庭科の時間において指導して
います。生活排水について考え、河川水質保全に向けて
の意識を高めました。

5  達成（100%)

社会科や総合的な学習の時間において指導
しています。企業局による出前講座によ
り、河川水質保全に向けての意識を高めて
おります。

農薬・化学肥料の適
正使用の促進

農薬や化学肥料の適正使用について、
農協への指導、通知を行います。

● → → 農林振興課
福岡県からの適正使用通知について、農協と情報
共有を図り、農薬の適正使用を促進します。

県からの通知は、同時に農協にも通知されていたため、
こちらからは改めて通知等は行っていません。

5  達成（100%)

福岡県からの適正使用通知について、農協
が把握しているか確認を行うなど情報を共
有することで、農薬の適正使用に努めてお
ります。

水質管理体制の強
化

汚水を排水するおそれのある事業所の
把握に努めるとともに、違反した場合は
厳重に指導します。

● → → 下水道課
公共下水道へ悪質汚水を排水する恐れのある事業
所の把握に努めるとともに、違反した場合は厳重
に指導します。

公共下水道に接続している特定施設の事業所4箇所を選
定、年2回の水質検査を実施し、異常ありませんでした。

5  達成（100%)
公共下水道に接続している特定施設の事業
所4箇所を選定、年2回の水質検査を実施
し、異常ありませんでした。

小規模施設の監視・
指導

市民からの苦情・相談に対応するた
め、法令に該当しない小規模施設に関
する現場確認・指導を適切に実施しま
す。

● → → 環境整備課
市民からの苦情・相談に対応し、関係機関と連携
して指導を行います。

市民からの苦情・相談に対応し、関係機関と連携して指
導を行いました。
【相談件数及び指導件数：1件】

5  達成（100%)
市民からの苦情・相談に対応し、関係機関
と連携して指導を行いました。
【相談件数及び指導件数：0件】

公共下水道整備の
推進

飯塚市汚水処理基本構想に基づき、公
共下水道整備を推進します。

● → → 下水道課
平成30年度に事業計画区域を拡大した地区を含
め、令和2年度は約3.5haの汚水整備を予定してい
ます。

汚水整備（5.0ha）を実施しております。 5  達成（100%) 汚水整備（3.5ha）を実施しております。

公共下水道へ接続
による水洗化の普
及促進

市報や冊子による啓発を行うとともに、
戸別訪問により、公共下水道接続の普
及促進を図ります。

● → → 下水道課

市報、ホームページへの掲載、懸垂幕を本庁舎に
設置し啓発を図ります。戸別訪問、啓発チラシ配
布により、公共下水道接続の普及促進を図りま
す。

計画通りにホームページへの掲載のほか、9月の下水道月
間にあわせ、市報への掲載及び横断幕を本庁に設置する
ことで、公共下水道接続の普及促進を図りました。

5  達成（100%)

計画通りにホームページへの掲載のほか、9
月の下水道月間にあわせ、市報への掲載及
び横断幕を本庁に設置することで、公共下
水道接続の普及促進を図りました。

農業集落排水事業
の推進

公共下水道未整備地域にある農業集
落排水処理施設の維持管理を行いま
す。

● → → 農林振興課
Ｒ1年に策定した最適整備構想に基づいた適正な維
持管理を行います。

Ｒ1年に策定した最適整備構想に基づいた適正な維持管理
を行いました。

5  達成（100%)
農業集落排水施設の維持管理に努めており
ます。

浄化槽の設置に対
する補助

浄化槽の設置に対する補助金交付を
行います。

● → → 下水道課 浄化槽設置整備事業補助金を交付します。
浄化槽設置整備事業補助金を交付しました。【163件補助
金交付】

5  達成（100%)
浄化槽設置整備事業補助金を交付しまし
た。【146件補助金交付】

廃食用油の資
源としての活用

廃食用油のリサイク
ル

廃食用油回収の拡大及び、公用車で
のBDF利用を継続実施するとともに、利
用用途の拡大を研究します。

● → → 環境整備課
廃食用油の回収量増加のため、回収ボックスの設
置場所の増加及び活動内容の広報を行います。

飯塚東交流センターと頴田交流センターに廃食用油回収
ボックスを設置しました。また、市ホームページに回収
場所と回収方法を掲載しております。
回収した廃油は建築用塗料としてリサイクルされており
ます。

5  達成（100%)

飯塚東交流センターと頴田交流センターに
廃食用油回収ボックスを設置しました。ま
た、市ホームページに回収場所と回収方法
を掲載しております。

● → → 環境整備課
市内各所で自然環境体験教室を22回開催します。
エコ工房で関連講座（水生生物観察会）を2回開催
します。

自然環境体験教室を13回開催しました。（年間22回開催
の予定 新型コロナウイルス感染症対策等の理由により9
回中止）

4  50%以上達成

自然環境体験教室については、当初10月末
までに11回開催予定のところ、新型コロナ
ウイルス感染症対策等の理由により3回が中
止となり、8回の開催となっております。

● → → 生涯学習課
【生涯学習ボランティアネットワーク】
〇野鳥観察（2回）
○星座鑑賞（24回）

【生涯学習ボランティアネットワーク】
〇野鳥観察（中止2回）
○星座鑑賞（中止5回　実施19回 ）

4  50%以上達成
【生涯学習ボランティアネットワーク】
〇野鳥観察（中止1回）
○星座鑑賞（中止4回　実施10回）

● → 学校教育課
学校の実態に応じて社会科や総合的な学習の時間
において指導します。

学校の実態に応じて社会科や総合的な学習の時間におい
て指導しました。

5  達成（100%)
学校の実態に応じて社会科や総合的な学習
の時間において指導しております。

河川の浄化対策
関係団体と連携して、石や竹炭を利用
した河川浄化対策を進めます。

● → 環境整備課
竹炭等を活用した水質浄化に関する検証・調査を
行います。

関係団体（川づきあい交流会）が浄化対策の対象となる
河川の経過観察を行っており、情報共有に努めておりま
す。

2  検討したが未着手
関係団体（川づきあい交流会）が浄化対策
の対象となる河川の経過観察を行ってお
り、情報共有に努めております。

排水の指導と
意識啓発

森や川の回復
や保全、適正な
保護

市民が現地の自然環境をみて気づく機
会を増やし、自然環境保全意識の向上
を図ります。

自然を学ぶ機会の
充実

生活排水対策のた
めの普及活動の推
進

河川等
水質の
改善

排水の指導と
意識啓発

河川等
水質の
改善

下水道普及率
（接続率）の向
上と未整備区
域への対応

河川等
水質の
改善

Ⅱ
自
然
と
の
共
生

森や川
の保全

Ⅱ
自
然
と
の
共
生
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資料２．令和2年度実施状況一覧
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基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課 【参考】令和2年度実施計画
【最終報告】令和2年度実施状況

（3月末時点の実施状況）
自己評価

【参考】令和2年度実施状況（途中経
過）

※令和2年10月末時点での実施状況

水質浄化実験に基
づく有効な対策の活
用

公園の池などを利用して水質浄化実験
を行い、有効な対策は水質浄化に活用
します。

● 環境整備課 水質調査を毎月行います。
新型コロナウイルス感染症の影響により、いいづか環境
会議と連携した水質調査は実施できておりません。

2  検討したが未着手
新型コロナウイルス感染症の影響により、
いいづか環境会議と連携した水質調査は実
施できておりません。

適切な森林の管理・
保全

森林の有する水源涵養、山地災害防
止、快適環境形成機能、生物多様性保
全及び木材等生産の多面的機能を総
合的かつ高度に発揮させるため、機能
に応じた適正な森林整備の実施や森
林の保全の確保により健全な森林資源
の維持造成を推進します。

● → → 農林振興課

人口林（スギ・ヒノキ）で、１５年以上手入れが
されず荒廃した（荒廃するであろう）森林に強度
間伐等の施業を行い、公益的機能を発揮できる森
林に整備します。その他、実施可能な事業につい
て検討します。

森林所有者と協定を結んだ森林99.75haを整備しました。 5  達成（100%)
荒廃森林特定調査を417.27ha実施済です。
森林所有者と協定を結んだ森林48.58haを今
後間伐予定としております。

遠賀川流域の環境
の保全

遠賀川流域の自治体と連携して、環境
の保全を進めます。

● → → 環境整備課

遠環協と連携して出水期前の「春の遠賀川一斉清
掃」の取組を実施します。秋には、「ふくおか川
の大掃除」に併せて、河川清掃団体の支援を実施
します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、各団体の活動
が中止となり、支援には至っておりません。

2  検討したが未着手
新型コロナウイルス感染症の影響により、
各団体の活動が中止となり、支援には至っ
ておりません。

他県の産業廃棄物
受け入れ停止の要
望

県に対して他県の産業廃棄物受け入
れの停止について要望を検討します。

● → 環境整備課
県に対して他県の産業廃棄物受け入れの停止につ
いて要望を検討します。

産業廃棄物に関し、不適正処理等が疑われる場合など
は、県関係課（嘉穂鞍手保健福祉環境事務所等）と連携
し、事業者への指導等を行うようにしております。
なお、県に対して他県の産業廃棄物受け入れの停止につ
いて要望するか検討しましたが、要望は行っておりませ
ん。

2  検討したが未着手

産業廃棄物に関し、不適正処理等が疑われ
る場合などは、県関係課（嘉穂鞍手保健福
祉環境事務所等）と連携し、事業者への指
導等を行うようにしております。

荒廃林対策
森林環境税の活用などにより、荒廃し
た人工林の再生を進めます。

● → → 環境整備課
活動中の環境団体との連携により、人工林の再生
活動の支援を図るとともに、活動情報を広報し、
活動の拡がりを推進します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、各団体の活動
が中止となり、支援には至っておりません。

2  検討したが未着手
新型コロナウイルス感染症の影響により、
各団体の活動が中止となり、支援には至っ
ておりません。

地域政策としての農
業の振興

農地の多面的機能を発揮させるための
農業の振興を図ります。

● → → 農林振興課
多面的機能支払交付金事業の実施により、農地の
多面的機能を発揮させる取り組みを実施します。

多面的機能支払交付金事業、中山間地域等直接支払交付
金事業、環境保全型農業直接支援対策事業により、農
業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図っており
ます。
【取組組織数：（多面的）34組織、（中山間）12組織、
（環境保全）15組織】

5  達成（100%)

多面的機能支払交付金事業、中山間地域等
直接支払交付金事業、環境保全型農業直接
支援対策事業により、農業・農村の有する
多面的機能の維持・発揮を図っておりま
す。
【取組組織数：（多面的）34組織、（中山
間）12組織、（環境保全）15組織】

森林の保全・農業の
振興

森を守る団体活動の広報支援等を通じ
て、森林や農地の多面的機能を発揮さ
せるための森林の保全・農業の振興を
進めます。

● → → 環境整備課 森林保全団体の活動に対し、広報等実施します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、各団体の活動
が中止となり、広報等の支援には至っておりません。

2  検討したが未着手
新型コロナウイルス感染症の影響により、
各団体の活動が中止となり、広報等の支援
には至っておりません。

自然環境保全条例
に基づく指導

自然環境保全条例に従った適正な開
発を指導します。

● → → 環境整備課
自然環境に重大な影響を及ぼす不適正な事業活動
を防止するため、飯塚市自然環境保全条例に基づ
き、監視・指導を行います。

今年度は、当該条例に該当する事業の届出が5件あり、条
例に基づく手続きのほか、関係機関の許可要件等を遵守
するよう指導しました。また、前年度以前より継続中の
事業についても、事業者に対し適宜必要な指導を行って
います。

5  達成（100%)

今年度は、11月末までに当該条例に該当す
る事業の届出が2件あり、条例に基づく手続
きのほか、関係機関の許可要件等を遵守す
るよう指導しました。また、継続中の事業
についても、事業者に対し適宜必要な指導
を行っております。

公共事業における
環境配慮の推進

公共事業を行う際、環境に配慮しなが
ら推進します。

● → → 土木管理課
河川工事において環境に配慮した事業を実施しま
す。

令和2年7月豪雨で被災した箇所について、令和2年度に環
境型ブロック及びかごマット工を3箇所施済です。

5  達成（100%)
令和2年7月豪雨で被災した箇所について、
令和2年度に環境型ブロック及びかごマット
を施工予定です。（3箇所予定）

里地・里山の保
全

開発時の適正
な評価と保全措
置

森や川の回復
や保全、適正な
保護

森や川の回復
や保全、適正な
保護

Ⅱ
自
然
と
の
共
生

森や川
の保全

森や川
の保全

Ⅱ
　
自
然
と
の
共
生
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資料２．令和2年度実施状況一覧
　　　　　【第2次飯塚市環境基本計画　事務事業一覧】

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課 【参考】令和2年度実施計画
【最終報告】令和2年度実施状況

（3月末時点の実施状況）
自己評価

【参考】令和2年度実施状況（途中経
過）

※令和2年10月末時点での実施状況

直売所の適正な維
持管理に関する支
援

地元産の農産物や製品などを販売する
直売所の適正な維持管理、運営を支援
します。

● 庄内支所経済建設
課

地元産の農産物や製品などを販売する直売所の適
正な維持管理、運営を支援します。

庄内農産物直売所については、平成23年度から指定管理
を廃止し、民間団体が運営・維持管理を行っているため
事業の実施はありません。加工所については直営で管理
を行っており、加工所で作成した製品を直売所で販売を
継続して行っています。※豆腐工房については利用団体
が1月に解散し、現在利用はありません。

2  検討したが未着手

【頴田支所経済建設課】
直売所閉鎖のため、実施なし。

【庄内支所経済建設課】
庄内農産物直売所については、平成２３年
度から指定管理を廃止し、民間団体が運
営・維持管理を行っているため事業の実施
がありません。加工所については直営で管
理を行っており、加工所で作成した製品
（豆腐、弁当等）を直売所で販売を継続し
て行っております。

自然とのふれあいに
関する副読本の作
成・充実

大学や地元専門家と協力して自然との
ふれあいに関する副読本を作成し、適
宜見直し・充実を行います。

● → 環境整備課
関係機関及び専門家、研究者とのネットワークを
構築し、情報収集を行います。

自然体験教室の開催を通じ、地元専門家の協力を得て市
内各地の公園に生息する動植物についての情報収集を
行っております。

5  達成（100%)
自然体験教室の開催を通じ、地元専門家の
協力を得て市内各地の公園に生息する動植
物についての情報収集を行っております。

自然とのふれあい
の場、機会の充実

自然とのふれあいに重点をおいた環境
整備を進めます。

● → → 都市計画課
引き続き、「美しい水と緑のオアシス飯塚」の現
実に向け、公園の維持管理を行っていきます。

飯塚市緑の基本計画に基づき、自然とのふれあいを充実
させるための公園づくり及び維持管理を実施しました。

5  達成（100%)
飯塚市緑の基本計画に基づき、効率的・効
果的な公園づくり及び維持管理を実施しま
した。

花いっぱい推進事
業の拡大

ボランティア団体との協力により、花
いっぱい推進事業の取組を広げていき
ます。

● → → 都市計画課
花いっぱいの街を目指し、引き続きボランティア
団体と協力し、花いっぱい推進事業の取組を広げ
ていきます。

市内各所の美化活動のため花苗・種子配布（7月、1
月）、遠賀川河川敷中ノ島での花いっぱい推進協議会会
員による、市花「コスモス」の種まき作業（8月）、播種
育苗講習会（7月）を実施しました。

5  達成（100%)

市内各所の美化活動のため花苗・種子配布
（６月）、播種育苗講習会（７月）、遠賀
川河川敷中ノ島での花いっぱい推進協議会
会員による、市花「コスモス」の種まき作
業（８月）を実施しました。

● → → 農林振興課
農業体験学習（実習田）を実施予定です。
（4校)

新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりまし
た。

2  検討したが未着手
新型コロナウイルス感染症の影響により中
止となりました。

● → → 学校教育課 農林振興課より農業体験学習を実施予定です。
令和２年度は、新型コロナウィルス感染症の影響によ
り、実施されておりません。

2  検討したが未着手
今年度は、新型コロナウィルス感染症の影
響により、実施されておりません。

学校等における地
場食材の利用促進

生産者、農協、流通事業者等と連携
し、小中学校や幼稚園、保育所での地
場食材の利用を促進します。

● → → 農林振興課 地場食材の利用量の増加を目指します。
新型コロナウイルス感染症の影響により地場食材の利用
促進方法を決定する学校給食会議が開催されていないこ
とから実施できませんでした。

2  検討したが未着手

新型コロナウイルス感染症の影響により地
場食材の利用促進方法を決定する学校給食
会議が開催されていないことから実施でき
ておりません。

学校等における地
場食材の利用促進

生産者、農協、流通事業者等と連携
し、幼稚園、保育所での地場食材の利
用を促進します。

● → → 子育て支援課

各保育所・こども園の給食での地場食材の占める
割合を毎月調査し、公立保育所・こども園（６
園）での統計も出し、保育所・こども園での地場
食材の利用を促進します。

各保育所・こども園の給食での地場食材の占める割合を
毎月調査し、公立保育所・こども園（６園）での統計
（令和２年４月～令和３年３月　平均１５．０％）を出
しました。各園納入業者に地場食材の納品をお願いしま
した。

5  達成（100%)

各保育所・こども園の給食での地場食材の
占める割合を毎月調査し、公立保育所・こ
ども園（6園）での統計（Ｈ31年4月～R2年3
月平均15.6%）を出しました。各園納入業者
に地場食材の納品をお願いしました。

学校等における地
場食材の利用促進

生産者、農協、流通事業者等と連携
し、小中学校での地場食材の利用を促
進します。

● → → 学校給食課

農協、農林振興課と地場農産物使用を推進するた
めの会議を定期的に開催し、学校給食への地場農
産物利用促進を図ります。
また、地場農産物を使用したテーマ献立を毎月実
施します。

例年開催している農協・農林振興課との会議については
新型コロナウイルス感染症の影響により開催できません
でしたが、学校給食において、毎月、地場産農産物を使
用するテーマ献立を取り入れるなどして、地場産農産物
利用促進を図りました。

4  50%以上達成
学校給食において、毎月、地場農産物を使
用するテーマ献立を取り入れ、地場農産物
利用促進を図りました。

農畜産物情報の提
供（食の安全）、地
産地消のPR

旬の農産物や農産物直売所等の情報
提供を行い、地産地消をPRします。

● → 農林振興課 各種イベントでの地元農産物のPRを行います。
新型コロナウイルス感染症の影響により各種イベントが
開催中止となったことから行えませんでした。

2  検討したが未着手
新型コロナウイルス感染症の影響により各
種イベントが開催中止となったことから中
止しております。

● → 環境整備課

関係機関及び専門家、研究者とのネットワークを
構築し、情報収集を行います。
情報収集の後、市ホームページで広報を行いま
す。

自然体験教室の開催を通じて情報収集・発信に努め、市
ホームページにおいてもオオキンケイギクやツマアカス
ズメバチ等の特定外来生物についての情報発信を行いま
した。

5  達成（100%)

自然体験教室の開催を通じて情報収集・発
信に努め、市ホームページにおいてもオオ
キンケイギクやツマアカスズメバチ等の特
定外来生物についての情報発信を行いまし
た。

自然とふれあう
ための景観要
素や場所の整
備

農村と
市街地
との交
流と地
産地消
の推進

在来種
を保全
する活
動の実
践

在来種の保全に関
する普及啓発

農村と
市街地
との交
流と地
産地消
の推進

生産者と協力し、米づくりを通じて水の
循環について学ぶ機会を提供します。

水質の改善と
自然配慮型へ
の再整備

地産地消の活
性化による農業
の振興・食の安
全の確保

在来種の保全に関する情報等を提供
し、自然環境保全意識の向上を図りま
す。

農村部と都市
部との交流を図
る取組

農業体験学習の充
実

地産地消の活
性化による農業
の振興・食の安
全の確保

Ⅱ
自
然
と
の
共
生
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自
然
と
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資料２．令和2年度実施状況一覧
　　　　　【第2次飯塚市環境基本計画　事務事業一覧】

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課 【参考】令和2年度実施計画
【最終報告】令和2年度実施状況

（3月末時点の実施状況）
自己評価

【参考】令和2年度実施状況（途中経
過）

※令和2年10月末時点での実施状況

● → 学校教育課
中学校理科において在来種の保全について指導し
ます。

中学校理科において在来種の保全について指導しまし
た。

5  達成（100%)
中学校理科において在来種の保全について
指導しております。

自然環境調査の実
施

自然観察会等を通じて、地元専門家等
と連携した定期的な現状把握と自然環
境調査を行い、在来種及び外来生物の
分布状況を記したマップ等を作成しま
す。

● → 環境整備課
地元専門家の協力を得て、自然体験教室の開催を
通じて収集した情報をもとに、生態分布図を作成
します。

自然体験教室の開催を通じて情報収集を行っています
が、生態分布図の作成には至っておりません。

3  50%未満達成
自然体験教室の開催を通じて情報収集を
行っていますが、生態分布図の作成には
至っておりません。

● → 環境整備課 市ホームページ等で啓発を行います。
市HPにて、「オオキンケイギク」「ヒアリ」「ツマアカ
スズメバチ」「セアカゴケグモ」「ハイイロゴケグモ」
の特定外来生物の情報を公開しました。

5  達成（100%)

現在、市HPでは、「オオキンケイギク」
「ヒアリ」「ツマアカスズメバチ」「セア
カゴケグモ」「ハイイロゴケグモ」の特定
外来生物の情報を公開しています。

● → 学校教育課
中学校理科において生徒に外来生物について指導
します。

中学校理科において外来生物について指導しました。 5  達成（100%)
中学校理科において外来生物について指導
しております。

学習会、現地観察
会の開催

専門家と協力して、外来生物に関する
学習会、現地観察会を行い、市民に正
しい知識と対応方法を啓発します。

● → 環境整備課 市内各所で自然環境体験教室を22回開催します。
自然環境体験教室を13回開催しました。（年間22回開催
の予定 新型コロナウイルス感染症対策等の理由により9
回中止）

4  50%以上達成

自然環境体験教室については、当初10月末
までに11回開催予定のところ、新型コロナ
ウイルス感染症対策等の理由により3回が中
止となり、8回の開催となりました。

緑のカーテン運
動の継続と拡
充

緑のカーテンエコプ
ロジェクトの推進・拡
大

公共施設で緑のカーテンを実施し、市
民への普及啓発を行うとともに、苗を配
布し全市的な取組へと推進します。

● → → 環境整備課 事業の拡充と普及啓発を行います。

緑のカーテンエコプロジェクト実施し、公共施設や市民
へ緑のカーテンの設置を呼びかけました。その結果、頴
田支所等を含む市内10か所の公共施設において緑のカー
テンが設置されました。また、市民向けに実施している
ゴーヤの苗植え会をコロナウイルス感染症対策の観点か
ら、苗配布会に変更したところ、156名の市民から取組に
関する申込があり、例年より、多くの家庭で緑のカーテ
ン設置に関する取組がありました。

5  達成（100%)

緑のカーテンエコプロジェクト実施し、公
共施設や市民へ緑のカーテンの設置を呼び
かけました。その結果、頴田支所等を含む
市内10か所の公共施設において緑のカーテ
ンが設置されました。また、市民向けに実
施しているゴーヤの苗植え会をコロナウイ
ルス感染症対策の観点から、苗配布会に変
更したところ、150名の市民から取組に関す
る申込があり、例年より、多くの家庭で緑
のカーテン設置に関する取組がありまし
た。

COOL　CHOICEの
取組

省エネ行動など、温暖化対策に資する
あらゆる「賢い選択」を促す国民運動で
あるCOOL CHOICEを行い、CO2排出量
を削減し、省エネに努めます。

● → → 環境整備課

身近な取り組みとしてクールビズ及びウォームビ
ズの普及に努め、その他の賢い選択（エコドライ
ブや省エネ家電の推奨等）を広報し、省エネ対策
の強化を図ります。

庁内掲示板等を通じてクールビズの普及啓発を呼びかけ
ました（クールビズ実施期間：R2.5.1～R2.10.30）。ま
た、市ホームページにてエコドライブ等の推奨を常時行
いました。

5  達成（100%)
庁内掲示板等を通じてクールビズの普及啓
発を呼びかけました。（クールビズ実施期
間：R2.5.1～R2.10.30）

● → → 環境整備課
温暖化防止活動推進員等と連携し節電・省エネな
どに関する出前講座等を保育園児、小学校児童向
けに実施し、意識啓発を行います。

新型コロナウイルス感染症対策により、温暖化防止活動
推進員等と連携した省エネ等に関する出前講座は開催し
ておりません。

2  検討したが未着手

新型コロナウイルス感染症対策により、現
時点では温暖化防止活動推進員等と連携し
た省エネ等に関する出前講座は開催できて
おりません。

● → → 学校教育課
学校の実態に応じて、総合的な学習等において省
エネについて指導します。

総合的な学習等において省エネについて指導しました。 5  達成（100%)
総合的な学習等において省エネについて指
導しています。

Ⅲ
低
炭
素
社
会
の
構
築

在来種
を保全
する活
動の実
践

省エネ行動の
普及・啓発

外来生
物対策
の実践

在来種の保全に関
する普及啓発

節電やエコドライブ、学校等における児
童・生徒の省エネ行動の促進など、温
暖化防止活動推進員や環境カウンセ
ラーなどと連携し身近な省エネの啓発
活動を行います。

正しい情報の発信
市民に関心を持ってもらうため、外来生
物に関する様々な情報発信を行いま
す。

水質の改善と
自然配慮型へ
の再整備

在来種の保全に関する情報等を提供
し、自然環境保全意識の向上を図りま
す。

「入れない・捨て
ない・拡げない」
対策の徹底

身近な省エネ活動
への意識啓発

地球温
暖化防
止の取
組の実
践

Ⅱ
自
然
と
の
共
生
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資料２．令和2年度実施状況一覧
　　　　　【第2次飯塚市環境基本計画　事務事業一覧】

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課 【参考】令和2年度実施計画
【最終報告】令和2年度実施状況

（3月末時点の実施状況）
自己評価

【参考】令和2年度実施状況（途中経
過）

※令和2年10月末時点での実施状況

● →

【施設所管課】
防災安全課
公営競技事業所
筑穂支所市民窓
口課
環境整備課

【防災安全課】
LED防犯灯の設置による、省エネ設備の整備を行い
ます。（平成25年度より継続して実施）
令和2年度予定：60灯

【公営競技事業所】
ﾚｰｽ場内の照明(蛍光灯)についてLED化を図りま
す。

【筑穂支所市民窓口課】
執務室内の照明について、LED化を図ります。

【環境整備課】
令和2年度は、エコ工房の照明をLED照明に変更い
たします。

【防災安全課】
LED防犯灯の設置による、省エネ設備の整備を行いまし
た。（平成25年度より継続して実施）
25年度実績：11,862灯、26年度実績：79灯、27年度実
績：79灯、28年度実績：60灯、29年度実績：140灯、30年
度実績：77灯、R1年度実績：33灯、R2年度実績：48灯

【公営競技事業所】
LED照明への変更台数(4月～3月まで)…85台
※新規取付10台含む
＜内訳＞
オートレース場施設内：21台
競走会・選手関係施設(競争車保管庫等)：64台

【筑穂支所市民窓口課】
庁舎1階の支所執務室内照明について、ＬＥＤ蛍光管へ交
換を行った。

【環境整備課】
リサイクルプラザ工房棟実習室内の照明器具入換工事を
行い、LED照明に変更しました。

4  50%以上達成

【防災安全課】
LED防犯灯の設置による、省エネ設備の整備
を行います。（平成25年度より継続して実
施）
令和2年度予定　　　：60灯
令和2年度10月末時点：16灯

【公営競技事業所】
LEDへの変更台数(4月～10月まで)…48台
※新規取付10台含む

【筑穂支所市民窓口課】
庁舎1階の支所執務室内照明について、ＬＥ
Ｄ蛍光管へ交換を行った。

【環境整備課】
リサイクルプラザ工房棟実習室内の照明器
具入換工事を行い、LED照明に変更しまし
た。

● → 【施設所管課】
健幸都市推進課

【健幸都市推進課】
現在、筑穂体育館の大規模改修を実施しており、
各設備の改修・更新を行っていますが、照明をLED
に更新する等、省エネ性能の高い設備を整備して
います。

【健幸都市推進課】
筑穂体育館の改修工事を行い、照明を全てLEDに更新し
た。

5  達成（100%)

【健幸都市推進課】
現在、筑穂体育館の大規模改修を実施して
おり、各設備の改修・更新を行っています
が、照明をLEDに更新する等、省エネ性能の
高い設備を整備しています。

防災研修の推進

出前講座等での講話や各種防災に関
する啓発等による防災研修の充実を図
り、水防活動や避難活動等を促し被害
を最小限に抑えます。

● 防災安全課

自治会等に出前講座等での講話や防災に関する啓
発を行います。
令和元年度に引き続き、飯塚市地域防災リーダー
研修を行います。昨年度までに参加が無かった自
治会には積極的に周知を図っていきます。（30年
度：68名認定(うち28年度受講者1名、29年度受講
者5名)

自治会での防災研修や学校における防災教育をあわせて
26回行いました。
飯塚市地域防災リーダー研修につきましては、平日コー
ス（全3回）、土日コース（全3回）の講座が終了し、受
講者35名中31名の方が認定されました。

5  達成（100%)
地域防災リーダー研修実績（10月末現在）
平日コース第2回終了（全3回）
休日コース第2回終了（全3回）

適応策の検討及び
導入

地球温暖化の緩和策とともに、適応（気
候変動の影響に対し自然・人間システ
ムを調整することにより、被害を防止・
軽減し、あるいはその便益の機会を活
用すること）策を検討・整理します。

● 環境整備課

適応策について、関係各課と協議・検討を行いま
す。また、環境整備課が主催する各イベントにお
いても、地球温暖化対策に伴う適応策について、
周知します。

ホームページに健幸・スポーツ課が熱中症対策や蚊媒介
感染症に関する情報の提供、防災安全課が災害、減災対
策、情報の提供を常時掲載し、周知しました。

5  達成（100%)

ホームページに健幸・スポーツ課が熱中症
対策や蚊媒介感染症に関する情報の提供、
防災安全課が災害、減災対策、情報の提供
を常時掲載し、周知しました。

浸水対策事業の実
施

大雨による被害軽減・防止のため、浸
水対策事業を実施します。

● → →

【事業所管課】
土木管理課
土木建設課
農業土木課

【土木管理課】
河川・水路の改良及び道路側溝の改良により浸水
被害の軽減を行います。

【土木建設課】
排水路やポンプ場等の整備１０事業の実施を計画
します。

【農業土木課】
大雨による被害軽減・防止のため、過去に浸水被
害をもたらした農業用施設周辺地域への浸水対策
事業を計画します。

【土木管理課】
道路側溝等の改良工事を実施しました。（11箇所
L=260.0m）、河川護岸の改良を行いました。（4箇所
L=136.9m）

【土木建設課】
調整池やポンプ場の整備工事を5箇所、委託及び負担金事
業を3件実施しました。

【農業土木課】
大雨により過去に浸水被害をもたらした農業用施設周辺
への浸水対策事業（工事：17箇所 委託：3箇所）を実施
しました。

5  達成（100%)

【土木管理課】
道路側溝の改良及び設置を行いました。
(2箇所　Ｌ＝58ｍ)
河川護岸の改良を行いました。
(1箇所　Ｌ＝30.5ｍ)

【土木建設課】
熊添川流域調整池新設事業外９事業を取り
組んでいます。

【農業土木課】
大雨により過去に浸水被害をもたらした農
業用施設周辺への浸水対策事業（工事：9箇
所 委託：3箇所）を実施しました。

耕作放棄地対策

災害防止や地球温暖化防止のため、
田に水をためるなど、休耕田や耕作放
棄地の有効利用（事業者とタイアップ）
を促進します。

● → 農林振興課 新規事業予定はありません。 実施しておりません。 1  未着手 実施しておりません。

Ⅲ
低
炭
素
社
会
の
構
築

地球温
暖化防
止の取
組の実
践

公共施設等への省エネ性能の高い設
備を導入・整備します。

省エネ設備の導入

異常気象に伴う
災害等に備え
た雨水貯留タン
ク・雨水浸透枡
等の普及促進
など適応策の
検討

異常気象に伴う
災害等に備え
た雨水貯留タン
ク・雨水浸透枡
等の普及促進
など適応策の
検討及び導入

省エネ行動の
普及・啓発
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資料２．令和2年度実施状況一覧
　　　　　【第2次飯塚市環境基本計画　事務事業一覧】

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課 【参考】令和2年度実施計画
【最終報告】令和2年度実施状況

（3月末時点の実施状況）
自己評価

【参考】令和2年度実施状況（途中経
過）

※令和2年10月末時点での実施状況

透水性舗装導入の
検討

舗装改修工事の際、透水性の高い舗
装の使用を検討します。

● 土木管理課
開発申請に係る道路及び駐車場の整備において、
開発業者に対して透水性舗装の施工を行うよう指
導します。

令和2年度に開発申請された箇所につき、透水性舗装の施
工を行うよう指導しました。(10件)

5  達成（100%)
令和2年度に開発申請された箇所につき、透
水性舗装の施工を行うよう指導しました。
(10件)

バイオマスエネ
ルギー利用

木質バイオマスエネ
ルギー利用

放置竹林や、人工林や農地へ侵入して
いる竹を伐採して竹炭化し、エネルギー
としての活用を検討します。

● 環境整備課
竹炭作りを実施している団体と連携し、活用方法
の拡大を検討します。

2団体が市内で竹林整備活動を実施していることを把握し
ています。今後は、当該団体の活動内容を把握しなが
ら、放置竹林の活用方法を検討します。

3  50%未満達成

2団体が市内で竹林整備活動を実施している
ことを把握しています。今後は、当該団体
の活動内容を把握しながら、放置竹林の活
用方法を検討します。

太陽光発電システ
ムの市民への普及

家庭での太陽光発電システム設置補
助等を行います。

● 環境整備課
平成30年度から住宅用太陽光発電システム設置補
助金を廃止しましたので事業計画はありません。

平成30年度から住宅用太陽光発電システム設置補助金を
廃止しましたので事業は実施しておりません。

評価対象外
平成30年度から住宅用太陽光発電システム
設置補助金を廃止しましたので事業は実施
しておりません。

高効率給湯器等の
市民への普及

高効率給湯器等の有効性に関する情
報提供や広報を行います。

● 環境整備課
地球温暖化対策実行計画（事務事業編）における
目標達成状況を市ホームページに掲載します。

市ホームページの「家庭でできる地球温暖化防止の取
組」内において、買替等による削減の一例として高効率
給湯器を紹介するほか、省エネ製品買換えナビゲーショ
ン（しんきゅうさん）の情報を提供しました。

5  達成（100%)

市ホームページの「家庭でできる地球温暖
化防止の取組」内において、買替等による
削減の一例として高効率給湯器を紹介する
ほか、省エネ製品買換えナビゲーション
（しんきゅうさん）の情報を提供しまし
た。

公共施設への再生
可能エネルギー設

備等の導入

公共施設に、太陽光発電システムや太
陽熱温水器の設置を促進します。

● → → 【施設所管課】
まちづくり推進課

【まちづくり推進課】
鯰田交流センター及び二瀬交流センターに、再生
可能エネルギー設備として、太陽光発電設備（容
量10kW）を屋上に設置します。

【まちづくり推進課】
鯰田交流センターについては太陽光発電設備（容量
10kW）を屋上に令和3年2月に設置済。二瀬交流センター
についても計画とおり令和3年8月設置予定である。

5  達成（100%)

【まちづくり推進課】
鯰田交流センター及び二瀬交流センター
に、再生可能エネルギー設備として、太陽
光発電設備（容量10kW）を屋上に設置しま
す。令和2年3月及び令和2年10月に設置工事
の契約を締結しました。竣工は令和3年2月
及び令和3年8月の予定です。

ホームページによる
削減量データの提
供

省エネへの取組によるCO２削減量や
金額等を、定期的に市民に向けて発信
します。

● → 環境整備課
地球温暖化対策実行計画（事務事業編）における
目標達成状況を市ホームページに掲載します。

CO2削減量について、市ホームページに掲載しました。 5  達成（100%)
ＣＯ２削減量について1月末までに市ホーム
ページに掲載する予定です。

飯塚市役所の取組
とCO２削減量の公
表

行政の率先行動によるCO２削減量、省
エネ効果の定量的把握と取組成果を公
開し、市民、事業者へ働きかけます。

● → → 環境整備課
地球温暖化対策実行計画（事務事業編）における
目標達成状況を市ホームページに掲載します。

市役所内の省エネの取り組みについてホームページ上で
公開し、また、CO2削減量について市ホームページに掲載
しました。

5  達成（100%)

市役所内の省エネの取り組みについてホー
ムページ上で公開し、また、ＣＯ２削減量
について1月末までに市ホームページに掲載
する予定です。

見える化ツールの紹
介

市民、事業者に対する省エネナビ等の
各種システムやツールに関する情報提
供を行います。

● → 環境整備課
市ホームページ等により、各種システム等の情報
提供を行います。

市ホームページで見える化ツールの情報を常時掲載し、
情報提供しました。

5  達成（100%)
市ホームページで見える化ツールの情報を
常時掲載し、情報提供しました。

環境活動レポートの
公表の推進

ISO14001やEA21の認証取得、CSRへ
の取組と活動レポートの公表を事業者
等に呼びかけます。

● → 環境整備課
市ホームページにより、環境活動に関する情報公
表を呼びかけます。

令和2年6月に県主催のエコアクション21導入セミナーに
関する情報をホームページに掲載し、認証取得を呼びか
けました。

5  達成（100%)
令和2年6月に県主催のエコアクション21導
入セミナーに関する情報をホームページに
掲載し、認証取得を呼びかけました。

学校での見える化
ツールの活用

エネルギーへの関心を深めるため、見
える化ツール導入施設において、環境
教育の一環として活用します。

● → → 学校教育課
学校の実態に応じて、総合的な学習等においてエ
ネルギーについて指導します。

学校の実態に応じて、総合的な学習等においてエネル
ギーについて指導しました。

5  達成（100%)
学校の実態に応じて、総合的な学習等にお
いてエネルギーについて指導しています。

大学や企業と連携し
た環境教育の実施

環境情報を共有するための環境教育
教材を作成し、大学や企業と連携した
環境教育を進めていきます。

● → → 環境整備課
環境啓発イベントの開催において、大学・企業と
の連携を図ります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種啓発イベ
ントが中止となり、大学・企業との連携は行いませんで
した。また、教材作成についても行っておりません。

2  検討したが未着手

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
各種啓発イベントが中止となっているた
め、大学・企業との連携は行っておりませ
ん。また、教材作成についても行っており
ません。

環境アドバイザー制
度の広報と活用促
進

アドバイザー制度の周知広報と活用を
促進する取り組みを実施します。

● → → 環境整備課
アドバイザー制度は令和元年度を以て廃止とする
予定です。

アドバイザー制度は令和元年度末を以て廃止のため、事
業は実施しておりません。

評価対象外
アドバイザー制度は令和元年度末を以て廃
止のため、事業は実施しておりません。

Ⅲ
低
炭
素
社
会
の
構
築

地球温
暖化防
止の取
組の実
践

Ⅲ
低
炭
素
社
会
の
構
築

温室効
果ガス
削減量
や省エ
ネ効果
の見え
る化

Ⅳ
人
の
環
づ
く
り
と
活
動
実
践

環境教
育・学習
の充実

温室効
果ガス
削減量
や省エ
ネ効果
の見え
る化

広報による、
CO2等削減状
況に関する情
報提供

省エネナビ等
「見える化」ツー
ルの学校等へ
の導入

飯塚市の特性
を活かした環境
教育・学習と実
践活動の充実

異常気象に伴う
災害等に備え
た雨水貯留タン
ク・雨水浸透枡
等の普及促進
など適応策の
検討

地球温
暖化防
止の取
組の実
践

太陽光発電シ
ステム等の機
器導入による再
生可能エネル
ギー利用普及
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資料２．令和2年度実施状況一覧
　　　　　【第2次飯塚市環境基本計画　事務事業一覧】

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課 【参考】令和2年度実施計画
【最終報告】令和2年度実施状況

（3月末時点の実施状況）
自己評価

【参考】令和2年度実施状況（途中経
過）

※令和2年10月末時点での実施状況

環境団体の活動情
報の広報

既存の環境団体との連携を深め、活動
内容の周知・広報を促進し、より多くの
市民の参加を促します。

● → 環境整備課
エコスタいいづかでの活動紹介を行うとともに市
ホームページに実績報告を掲載します。

12月に市ホームページにて各環境保全活動団体の活動内
容を紹介しました。

5  達成（100%)
市ホームページで各環境保全活動団体の活
動内容を1月末までに紹介する予定です。

家庭でできる実践活
動の啓発

家庭（身近なところから）で出来る、取り
組みやすいことがらの啓発を実施しま
す。

● → → 環境整備課
いいづか環境会議会報及び市報等により家庭でで
きる身近な実践活動の啓発を行います。

いいづか環境会議会報、市報6回（偶数月）の環境コラム
欄で環境についての記事を掲載しました。

5  達成（100%)
いいづか環境会議会報、市報の環境コラム
欄で環境についての記事を掲載しました。

環境基本計画の周
知

環境基本計画を周知し、意識を高め
て、環境教育を推進します。

● → → 環境整備課
市ホームページ及び環境イベントで周知を行い、
環境意識・環境教育の推進に努めます。

市ホームページによる周知を行いました。 5  達成（100%) 市ホームページによる周知を行いました。

こどもエコクラブの
推進

こどもエコクラブの周知・広報により、新
規登録を促進し、身近にできる環境活
動に参加する機会を増やします。

● → → 環境整備課
子どもエコクラブの周知・広報を図ります。ま
た、小学生以上を対象に自然環境学習会等を実施
し環境活動に参加する機会を提供します。

7月にこどもエコクラブの活動に関するチラシを窓口に配
架し、周知を図りました。また、自然環境学習会を13回
実施し、環境活動への参加機会の提供を行いました。

5  達成（100%)

7月にこどもエコクラブの活動に関するチラ
シを窓口に配架し、周知を図りました。ま
た、自然環境学習会を8回実施し、環境活動
への参加機会の提供を行いました。（10月
末時点）

公民館等での環境講座を開催・拡充
し、環境アドバイザーや地元市民、専門
家等による環境イベントや飯塚市の自
然を活用した様々な環境教育に参加す
る機会を増やします。

● → → 環境整備課

環境アドバイザー制度については、令和元年度を
以て廃止とする予定です。
小学校等へのエコ工房出前講座を、開催し環境教
育に参加する機会を提供します。

11月に上穂波小学校PTAから依頼を受け、「エコキャンド
ル作り」の出前講座を実施しました。（参加者数：82
名）

5  達成（100%)
現時点では、出前講座の依頼がなく、小学
校等へのエコ工房出前講座は実施しており
ません。

公民館等での環境講座を開催・拡充
し、環境アドバイザーや地元市民、専門
家等による環境イベントや飯塚市の自
然を活用した様々な環境教育に参加す
る機会を増やします。

● → → 生涯学習課

【婦人会】
〇廃油を利活用した石鹸製造予定
【交流センター講座】
〇遠賀川河川環境体験学習開催予定（飯塚片島）
○花の寄せ植え講座開催予定（二瀬・幸袋）
【コスモス大学】
〇教養講座において、清掃ボランティア学習を実
施（4回）予定
〇園芸コースにて、作物の栽培や学習を実施予定

【婦人会】
〇廃油を利活用した石鹸製造（中止）
【交流センター講座】
〇遠賀川河川環境体験学習開催予定（新型コロナウイル
スのため中止）（飯塚片島）
○花の寄せ植え講座3回開催（二瀬）・1回開催（幸袋）
【コスモス大学】
〇新型コロナ感染症拡大防止の観点から令和2年度の事業
は中止となった。

3  50%未満達成

【婦人会】
〇廃油を利活用した石鹸製造（中止）
【交流センター講座】
○遠賀川河川環境体験学習（新型コロナウ
イルスのため中止）（飯塚片島）
○花の寄せ植え講座開催（二瀬・幸袋）
【コスモス大学】
〇新型コロナ感染症拡大防止の観点から令
和2年度の事業は中止となった。

園庭の緑化促進
園庭に自然を感じることができる緑地
や花壇などの整備を促進します。

● → 子育て支援課
園庭に自然を感じることができる庭木や花壇の整
備を推進します。

園庭に自然を感じることができる庭木や花壇の整備を推
進します。

5  達成（100%)
園庭に自然を感じることができる庭木や花
壇の整備を推進しました。

校庭の緑化促進
校庭に自然を感じることができる緑地
や花壇などの整備を促進します。

● → 教育総務課
校庭に自然を感じることができる緑地や花壇など
の整備を促進します。

花壇、庭木の管理や各校独自の取り組みとして、グリー
ンカーテンの設置などの設置などの取り組みを推進しま
した。

5  達成（100%)
花壇、庭木の管理や各校独自の取り組みと
して、グリーンカーテンの設置などの設置
などの取り組みを推進しました。

エコ工房の利便性
向上

エコ工房を環境活動拠点として活用す
るための交通手段の確保を検討しま
す。

● → 環境整備課 エコ工房へのアクセス方法の周知を行います。
エコ工房が毎月発刊する「エコ工房通信」において、エ
コ工房への地図を掲載しました。

5  達成（100%)
エコ工房が毎月発刊する「エコ工房通信」
において、エコ工房への地図を掲載してい
ます。

毎月５日の環境デー
活用

毎月５日の環境デーに、啓発活動を実
施し、市民、環境団体、事業者とともに
活動します。

● → → 環境整備課
環境月間で市役所内で啓発展示及び横断幕の設置
を行います。また、市ホームページでの啓発を行
います。

６月の環境月間にあわせて、本庁に横断幕を設置しまし
た。また、本庁では、毎月5日の環境デーに合わせて、来
庁者と職員に対する啓発の放送を実施しました。

5  達成（100%)

６月の環境月間にあわせて、本庁に横断幕
を設置しました。また、本庁では、毎月5日
の環境デーに合わせて、来庁者と職員に対
する啓発の放送を実施しました。

地域コミュニティとの
連携（環境活動、伝
統行事など）

行政は地域の取組に積極的に参加し、
コミュニケーションを図ります。また、誰
もが参加できるイベントとするための支
援や提案などを行います。

● → → 環境整備課
市報や市ホームページ、市公式SNSにより広報を行
い、イベント告知や周知を行います。また、市役
所庁内掲示板へ掲載し職員参加を促します。

市報に、「ゴーヤ配布会」や「うちの打ち水」など、コ
ロナ対策を行った行事の広報を行うとともにホームペー
ジにも掲載しました。また、市職員には庁舎内掲示板を
活用し、各行事への参加を促しました。

5  達成（100%)

市報に、「ゴーヤ配布会」や「うちの打ち
水」など、コロナ対策を行った行事の広報
を行うとともにホームページにも掲載しま
した。また、市職員には庁舎内掲示板を活
用し、各行事への参加を促しました。

Ⅳ
人
の
環
づ
く
り
と
活
動
実
践

Ⅳ
人
の
環
づ
く
り
と
活
動
実
践

環境教
育・学習
の充実

市民の
環境意
識の向
上

環境教
育・学習
の充実

公民館等での環境
講座の開催・拡充

誰もが参加でき
るイベントによ
るコミュニケー
ションの向上

飯塚市の特性
を活かした環境
教育・学習と実
践活動の充実

学校や公民館
などの学習の
場の利便性向
上

11 / 13 ページ



資料２．令和2年度実施状況一覧
　　　　　【第2次飯塚市環境基本計画　事務事業一覧】

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課 【参考】令和2年度実施計画
【最終報告】令和2年度実施状況

（3月末時点の実施状況）
自己評価

【参考】令和2年度実施状況（途中経
過）

※令和2年10月末時点での実施状況

環境団体活動支援
拡充

環境団体が開催する活動に積極的に
参加するとともに、成果の公表や、より
多くの市民の参加を促します。

● → → 環境整備課
環境活動に参加するとともに、市ホームページで
の広報、エコスタいいづかでの活動紹介を行いま
す。

新型コロナウイルス感染症の影響により、環境団体が開
催する活動が中止となったため、環境活動への参加はで
きておりません。
なお、市民含め団体が普段から実践している環境保全活
動に関しては、参加申込みのあった8団体の取組につい
て、市ホームページで活動紹介を行いました。

4  50%以上達成

新型コロナウイルス感染症の影響により、
環境団体が開催する活動が中止となったた
め、環境活動への参加はできておりませ
ん。
なお、市民含め団体が普段から実践してい
る環境保全活動については、1月末までに市
ホームページにおいて活動紹介を行う予定
です。

大人のマナー向上
啓発

子どもたちへの環境教育・環境学習を
通して、大人のマナー向上へ繋がる啓
発を推進します。

● → 環境整備課

エコ工房や温暖化防止活動推進員等による出前講
座、またエコスタいいづかにより、子どもたちへ
の環境教育を実施し、家庭での情報共有を促進し
ます。

エコ工房で開催する各種講座、飯塚東高校の「総合的な
探求の時間」の実施により、子どもたちへの環境教育を
実施し、各家庭での情報共有を促進しました。

5  達成（100%)

エコ工房で開催する各種講座、飯塚東高校
の「総合的な探求の時間」の実施により、
子どもたちへの環境教育を実施し、各家庭
での情報共有を促進しました。

ペットの糞害防止
ペットの糞害を防止するため、飼い主
のマナー向上への啓発を行います。

● → → 環境整備課
看板設置・現地指導などを行います。また、飯塚
市生活環境の保全に関する条例により、飼い主へ
の指導を行います。

現地確認を実施し、状況に応じ「飼い犬の糞の持ち帰
り」等の看板を設置しました。また、飼い主への指導の
際は、飯塚市生活環境の保全に関する条例10条に基づ
き、ペットの飼い方についてのチラシを渡す等、指導を
行いました。

5  達成（100%)

現地確認を実施し、状況に応じ「飼い犬の
糞の持ち帰り」等の看板を設置しました。
また、飼い主への指導の際は、飯塚市生活
環境の保全に関する条例10条に基づき、
ペットの飼い方についてのチラシを渡す
等、指導を行いました。

マナー、モラル
に関する大人
の意識改革

マナーキャラクター
の活用

環境イベント等において、マナーキャラ
クターを活用しマナーアップを推進しま
す。

● → → 環境整備課
環境イベントや広報活動でキャラクターを活用
し、マナー向上を促します。

環境イベント、嘉穂東高校での「総合的な探求の時間」
においてエコふぁみアプリを活用した啓発を行いまし
た。

5  達成（100%)
環境イベント、嘉穂東高校での「総合的な
探求の時間」においてエコふぁみアプリを
活用した啓発を行いました。

自分の生活と環境と
のつながりを示す資
料の作成

自分の生活と環境とのつながりが見え
る資料を作成し、啓発します。

● → 環境整備課
いいづか環境会議会報や市報の環境コラムで、生
活に身近なテーマで環境について啓発します。

いいづか環境会議会報、市報の環境コラム欄で環境につ
いての記事を掲載しました。

5  達成（100%)
いいづか環境会議会報、市報の環境コラム
欄で環境についての記事を掲載しました。

環境負荷源に関す
る情報提供

身の回りの環境負荷源に関する情報
提供をし、それがどのように環境に影
響があるかがわかるよう啓発事業を行
います。

● → 環境整備課
市ホームページや環境イベント等で情報発信を行
い、啓発を行います。

ホームぺージでイベントの情報発信を行い、市報の環境
コラムで環境についての記事を掲載し、啓発を行いまし
た。

5  達成（100%)
ホームぺージでイベントの情報発信を行
い、市報の環境コラムの掲載の啓発を行い
ました。

環境基本計画ダイ
ジェスト版作成

子どもも読める環境基本計画ダイジェ
スト版を作成し、配布します。

● 環境整備課
第3次環境基本計画策定業務の開始に伴い、ダイ
ジェスト版作成のための情報収集等を委託機関に
依頼します。

第3次飯塚市環境基本計画の策定支援業務受託者を選定
し、令和2年度においてはダイジェスト版作成を含む計画
策定のための情報収集を行いました。

5  達成（100%)

第3次飯塚市環境基本計画の策定支援業務受
託者を選定し、令和2年度においてはダイ
ジェスト版作成を含む計画策定のための情
報収集を行っております。

環境優良者表彰制
度の創設と運用

市民やボランティア団体、事業者で優
良な取組を行っている方への表彰を行
い、意欲を高めます。

● → 環境整備課
エコスタいいづかや一部のまちづくり協議会にお
いて、優良な取組を行っている市民・団体を表彰
を行います。

環境保全活動は、優劣を競うものではないため、今年度
からエコスタいいづかでの表彰制度は廃止しています。
しかしながら、継続的な活動や新規団体の活動意欲高揚
につなげるため、参加申込みのあった8団体の優良な取組
について市ホームページやYouTubeを活用して、広く周知
を行いました。

2  検討したが未着手

環境保全活動は、優劣を競うものではない
ため、今年度からエコスタいいづかでの表
彰制度は廃止しています。しかしながら、
継続的な活動や新規団体の活動意欲高揚に
つなげるため、今年度末までに市民・団体
の優良な取組について市ホームページや
YouTubeを活用し広く周知する予定としてい
ます。

環境ポイント制度の
導入及び周知

環境イベントや学習会への参加に対す
るポイント制度（スタンプラリー）を継続
実施し、高ポイント取得者を市の環境イ
ベントなどで発表するなど、環境活動へ
の参加意識の向上を図ります。

● → → 環境整備課
環境イベント等への参加に対するポイント制度
（スタンプラリー）を継続実施し、環境活動への
参加意識の向上を図ります。

従来実施していたスタンプラリーの対象となる各イベン
トが新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い中止（もし
くは会場を設けずに開催）となったため、今年度はスタ
ンプラリーを行っておりません

2  検討したが未着手

従来実施していたスタンプラリーの対象と
なる各イベントが新型コロナウイルス感染
拡大防止に伴い中止（もしくは会場を設け
ずに開催）となったため、今年度はスタン
プラリーを行っておりません。

自分の生活と
環境問題とのつ
ながりが見える
機会の拡充

環境情報の収集と
提供の促進

自治会やまちづくり協議会での地域活
動に関する情報を収集し、市ホーム
ページ等で情報提供に努めます。

● → 環境整備課
地域活動状況を情報収集し、市ホームページ等で
情報提供に努めます。

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により各自治
会やまちづくり協議会での活動が自粛または縮小されて
います。今後も、引き続き地域の活動状況を情報収集
し、市ホームページ等で情報提供に努めます。

5  達成（100%)

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響
により各自治会やまちづくり協議会での活
動が自粛または縮小されています。今後
も、引き続き地域の活動状況を情報収集
し、市ホームページ等で情報提供に努めま
す。

大気汚染物質
への注意喚起

大気汚染物質に関
する情報発信

光化学オキシダントや微粒子状物質等
の大気汚染物質を監視し、市ホーム
ページ等で適切な情報提供を行いま
す。

● → 環境整備課
光化学オキシダントや微粒子状物質等の大気汚染
物質を監視し、市ホームページ等で適切な情報提
供を行います。

光化学オキシダントや微粒子状物質等の大気汚染物質を
監視し、市ホームページ等で適切な情報提供を行いまし
た。

5  達成（100%)
現時点で光化学オキシダント及び微小粒子
状物質の注意報の発令はありません。

Ⅳ
人
の
環
づ
く
り
と
活
動
実
践

Ⅳ
人
の
環
づ
く
り
と
活
動
実
践

自分の生活と
環境問題とのつ
ながりが見える
機会の拡充

マナー、モラル
に関する大人
の意識改革

市民の
環境意
識の向
上

環境配慮市民、
事業所の表彰
制度の創設と
運用

公害対
策の強
化

市民の
環境意
識の向
上

市民の
環境意
識の向
上

誰もが参加でき
るイベントによ
るコミュニケー
ションの向上
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資料２．令和2年度実施状況一覧
　　　　　【第2次飯塚市環境基本計画　事務事業一覧】

基
本
目
標

環境目標 取組の方向性 事業名（見直後） 内容（見直後）
実
施
中

5
年
以
内
実
施

10
年
以
内
実
施

担当課 【参考】令和2年度実施計画
【最終報告】令和2年度実施状況

（3月末時点の実施状況）
自己評価

【参考】令和2年度実施状況（途中経
過）

※令和2年10月末時点での実施状況

悪臭への指導
悪臭に関する指導
の実施

市民からの苦情・相談に関しては、関
係機関と連携し対応を図ります。

● → 環境整備課
市民からの苦情・相談に関しては、関係機関と連
携し対応を図ります。

現時点で、悪臭防止法で規制対象となる相談はありませ
んが、悪臭による苦情・相談が5件ありました。現地調査
を行い、必要に応じて助言や指導を行いました。

4  50%以上達成

現時点で、悪臭防止法で規制対象となる相
談はありませんが、悪臭による苦情・相談
が入った際には、現地調査を行い、必要に
応じて助言や指導を行っているところで
す。

騒音・振動規制
への助言及び
指導

騒音・振動に関する
適正な助言・指導の
実施

工場・事業場から発生する騒音・振動
については、関係法令の遵守、また、
規制基準の周知を行うとともに、適切な
指導・助言を行います。

● → 環境整備課
工場・事業場から発生する騒音・振動について
は、関係法令の遵守、また、規制基準の周知を行
うとともに、適切な指導・助言を行います。

騒音規制法及び振動規制法に係る規制基準等をホーム
ページに掲載し、周知を行いました。騒音及び振動の苦
情・相談件数は9件であり、現地調査を行った後、指導・
助言を行いました。

5  達成（100%)

騒音規制法及び振動規制法に係る規制基準
等をホームページに掲載し、周知を行って
おります。また、現時点での騒音及び振動
の苦情・相談件数は6件であり、現地調査を
行った後、指導・助言を行っているところ
です。

自
主
取
組

自主取組 自主取組 自主取組

環境への配慮及び経費節減を行うとと
もに、職員のリサイクル意識の向上を
図るため、不用な事務用消耗品の受入
れ払出しをするためのリサイクルルー
ムの活用を促します。

● → → 契約課
環境への配慮及び経費節減を行うとともに、職員
のリサイクル意識の向上を図るため、リサイクル
スペースの活用を促します。

環境への配慮及び経費節減を行うとともに、職員のリサ
イクル意識の向上を図るため、リサイクルスペースの活
用を促し、またリサイクル品を受け入れました。

5  達成（100%)

環境への配慮及び経費削減を行うととも
に、職員のリサイクル意識の向上を図るた
め、共通物品に関しては詰め替え用などの
利用を担当者に促しました。

自
主
取
組

自主取組 自主取組 自主取組

議会の会議に使用する大量の紙資料
作成に要する印刷製本費および資源
消費の削減を図るために、タブレット端
末の導入によるペーパーレス会議を開
始しました。

● → → 総務課
情報政策課

【総務課】【情報政策課】
ペーパーレス会議の継続

2020/4/1 新規採用職員研修
2020/4/1 セカンドライフ応援ポイント制度検討委員会
2020/4/14 人事評価スキルアップ研修（新任係長対象）
2020/5/21 飯塚市人権教育・啓発推進本部会議
2020年5月下旬 支所対策部訓練・研修
2020/6/12 セカンドライフ応援ポイント制度検討委員会
2020/7/31 情報化推進会議
2020/9/15 情報化推進会議
2020/9/16 モバイル端末利活用専門部会
2020/9/25 新採フォローアップ研修
2020/10/6 全職員研修会
2020/10/13 情報化推進会議
2020/10/26 電子計算機組織運営委員会
2020/11/5 情報化推進会議
2020/11/17 「働き方改革」講演会
2020/11/18 電子計算機組織運営委員会
2020/12/17 オープンデータ活用推進専門部会
2020/12/24 電子計算機組織運営委員会
2020/12/23 人事評価スキルアップ研修（管理監督職対
象）
2021/1/6 管理職研修
2021/1/14 モバイル端末利活用専門部会
2021/2/3 シュガーロード連絡協議会
2021/3/19 男女共同参画推進本部会議

5  達成（100%)

2020/4/1 セカンドライフ応援ポイント制度
検討委員会
2020/6/12 セカンドライフ応援ポイント制
度検討委員会
2020/5/21 飯塚市人権教育・啓発推進本部
会議
2020/7/31 情報化推進会議
2020/9/15 情報化推進会議
2020/9/16 モバイル端末利活用専門部会
2020/10/13 情報化推進会議
2020/10/26 電子計算機組織運営委員会
2020/11/5 情報化推進会議
2020/11/18 電子計算機組織運営委員会
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資料３．第 3次飯塚市環境基本計画策定に係る現行計画の総括 

第７章 第 2次飯塚市環境基本計画における取組の総括 

 

１．基本目標Ⅰ 循環型社会の形成 

基本目標Ⅰ 
限りある資源をしっかり循環させる、ごみゼロの社会づくり 

【循環型社会の形成】 

 

（１）環境目標：ごみ減量化 

環境目標 評価指標 

１ ごみ減量化 
1人 1日あたりごみ排出量 904g/人・日以下  

（2010年度現在:1,004g/人・日） 

 

１）評価指標の推移（2012 年度～2019年度） 

 

【1人 1日あたりごみ排出量】 

 1 人 1 日あたりごみ排出量については、2016 年度以降は減少傾向にあり、2018 年度には

968g/人・日まで減少しましたが、2019年度は 1,065g/人・日に増加しまし、目標値の 904g/

人・日は達成していません。 

 市内の世帯数は増加傾向にあります。特に単身世帯は少量に個包装された商品を購入する

傾向にあるため、1人あたりのごみ排出量が減少しにくい状況にあります。そのことが、目

標値を達成していない理由の１つと考えられます。 

 また、2018年度は市内で水害が発生したため、ごみ処理量が一時的に増加しました。一般

廃棄物の計画処理量は、前年度の処理量を踏まえて設定されるため、2019年度の計画処理

量は例年よりも大きくなっています。そのため、1 人あたりのごみ排出量の値が増加して

います。 

 なお、１人１日あたりのごみ排出量＝（計画収集量＋直接搬入量＋集団回収量）÷総人口

÷365 又は 366 で計算します。そのため、該当年度の計画収集量が実際の処理量と異なっ

ていても、統計上の排出量には反映されません。 
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図表 7-1 1人 1日あたりごみ排出量の推移 

 
資料）環境省「一般廃棄物処理実態調査」 
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２）主な事業 

取組の

方向性 
事業 

実施状況（2019年度） 

今後の方向性 

ゴ
ミ
の
発
生
抑
制
の
た

め
の
取
組
の
普
及 

デポジット制度

の有効性に関す

る情報発信 

エコスタいいづかにおいて、飲食スペースでの試験的実施を検

討しましたが、出展者側の負担や、啓発効果が過少であること等を

総合的に勘案し、実現には至りませんでした。 

 今後の方向性としては、環境イベント等において、ごみ分別・減

量、資源の再生利用として、デボジット制度と類似する資源回収に

関する情報発信を検討する必要があります。 

不
法
投
棄
防
止
の
た
め

の
美
し
い
環
境
整
備 

監視カメラ・不法

投棄防止看板の

設置 

不法投棄が頻繁に起こる 23箇所に看板を設置しました。 

不法投棄防止のためには、監視・防止が必要であることから、今

後も事業の継続を検討します。 

市
民
一
斉
清
掃
等
、
市
民
参
画
の
推
進 

市民一斉清掃日

の実施 

各市民団体が随時地域清掃を実施する際に、ボランティア袋を交

付することで、地域単位での一斉清掃を支援しました。（飯塚地区

58団体・個人 17名、穂波地区 23団体・個人 3名、筑穂地区 4団

体、庄内地区 11団体、頴田地区 6団体・個人２名）ごみゼロの日

を設定して地域自治会や事業所等への周知を行い、参加を呼びか

けました。（菰田地区、鯰田地区、二瀬地区、飯塚片島地区、穂波

地区、筑穂地区・庄内地区・頴田地区一斉清掃実施） 

市民、事業所、行政が連携した活動は、環境美化に対する一体感

の醸成につながるため、今後も事業の継続を検討します。 

 

３）課題・求められる対策 

「環境目標：ごみ減量化」については、上記の主な事業の他、買い物袋（マイバッグ）持参運動

の促進として市内全世帯にマイバッグの配布や、生ごみ減量化運動の普及・啓発、エコ工房での

各種講座の開催などに取り組んできました。また、令和 2年度に実施した、市民アンケートでは、

「生ごみの減量化など家庭からでるごみの減量」について、「日常的に行っている」39.6％、「た

まに行っている」33.2％と約 7 割の人が何らかごみの減量に取り組んでいることが分かりました

が、1人 1日あたりごみ排出量の評価指標は達成していません。目標達成に向けては、食品ロスの

削減方法など、ごみ減量の具体的・効果的な情報の発信、啓発を行い、市民一人ひとりの意識を

高めて行く必要があります。 
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（２）環境目標：分別の徹底 

環境目標 評価指標 

２ 分別の徹底 

リサイクル率 33.7％以上 

（2010年度現在：23.7％） 

資源回収量 4,858t/年以上 

（2010年度現在：4,416t/年） 

 

１）評価指標の推移（2012 年度～2019年度） 

 

【リサイクル率】 

 リサイクル率については、2014年以降、2017年の 26.1％を除いて減少傾向にあり、目標の

33.7％は達成していません。 

 リサイクル率が向上しない要因の１つとして、本市の焼却施設の性能上、焼却できるごみ

の種類が多いため、資源化されるごみの割合が増えないことが考えられます。 

 

図表 7-2 リサイクル率の推移 

 

資料）環境省「一般廃棄物処理実態調査」 
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【資源回収量の推移】 

 資源ゴミの回収量については、ごみの排出量の減少に伴い減少傾向にあり、目標値の4,858t

には達していません。 

 市が把握できるのは、クリーンセンターに搬入された資源回収量と資源回収補助金交付団

体の回収量となっています。補助金交付団体以外の民間事業者などが回収し、クリーンセ

ンターを経由しない資源量については把握できません。資源回収量が減少傾向にあるのは、

人口減少によりごみの排出量そのものが減少していることに加え、民間事業者による回収

量の増加が影響していることが考えられます。 

 

 

図表 7-3 資源回収量の推移 

 

資料）環境省「一般廃棄物処理実態調査」 
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２）主な事業 

取組の

方向性 
事業 

実施状況（2019年度） 

今後の方向性 

リ
サ
イ
ク
ル
率
向
上
の
た
め
の
施
策 

ごみ分別・リサイ

クル推進による

ごみ減量化への

普及啓発事業 

ペットボトルキャップ回収団体増加のため、8 月の市報に掲載

し、庄内中学校にて広報活動を行った結果、約 4%回収量が増加し

ました。 

頴田地区自治会連合会 頴田支部定例会で「ごみ分別ゲーム」の

広報活動を行いました。また、「ごみ分別ゲーム」（5回開催）にお

いて延 120名の方に『飯塚市「家庭ごみ」の分け方・出し方（簡易

版）』を配布しました。 

エコ工房でのエコ講座を 107回開催しました。 

あらゆる世代に対する普及啓発が必要となり、情報発信の媒体

や啓発活動の多様化などが求められるため、今後も事業の継続を

検討します。 

資源回収に対す

る補助と指導 

資源回収団体に対し、回収量に応じた補助金の交付を行うととも

に、2月に開催されたエコスタいいづかでは、参加者全員へ本事業

のチラシを配布して周知を行いました。また、11 月下旬には過去

2年以上活動のない 6団体へ活動再開の呼びかけを行い、2団体が

資源回収活動継続の意向を示しました。さらに、本年度から新規で

8団体が資源回収活動を開始しています 

リサイクル率向上のためには、資源回収の場や回数を増やしてい

くことが今後も必要となるため、今後も事業の継続を検討します。 
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３）課題・求められる対策 

「分別の徹底」については、ごみ分別の必要性やリサイクルの目的などを、学校教育の場やエ

コ講座などでの啓発や、資源回収団体に対する補助や活動のない団体への呼びかけ、拠点収納ボ

ックスの利用促進などに取り組んできました。また、市民アンケートでは「拠点収納ボックスや

資源回収団体が実施する資源回収を利用するなど、資源のリサイクルに取り組んでいる」につい

て、「日常的に行っている」51.8％、「たまに行っている」19.6％と約 7 割の人が資源回収に取り

組んでいることが分かりましたが、リサイクル率については減少傾向にあり評価指標は達成して

いません。アンケートの自由回答では、拠点収納ボックスの利用に関して、日常的に利用できる

ようにして欲しい、地区によってルールが異なるので統一して欲しいなどの意見も多く見られま

した。リサイクル率を高めるためには、わかりやすい分別ルールと回収場所や回収時期の周知徹

底などが求められます。また、ごみの分別種類の変更なども有用な対策と考えられますが、分別

の種類については、今後、新たな焼却施設を広域で設置する計画もあり、そこでの調整が必要に

なります。 
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２．基本目標Ⅱ 自然との共生 

基本目標Ⅱ 
命の源である森や水を守り、自然とともに暮らす、うるおいのある環境

づくり【自然との共生】 

 

（１）環境目標：河川等推進の改善  

環境目標 評価指標 

１ 廃食用油の年間回収量 
31,300L 

（2010年度現在:4,800L） 

２ 汚水処理人口 
81.1％ 

（2010年度現在:72.2％） 

 

１）評価指標の推移（2012 年度～2020年度） 

 

【廃食用油の年間回収量】 

 廃食用油の年間回収量については、2016 年を除き年々増加傾向にありますが、目標の

31,300Lは達成していません。なお、2009年度から 2011年度にかけて回収量が 3倍に伸び

たことから、その伸び率が今後も継続することを前提に 2020 年度の目標値を設定したた

め、人口に対する回収量の設定が高くなり、現状と目標値が乖離しています。 

 

図表 7-4 廃食用油の年間回収量の推移 

  

資料）飯塚市環境整備課 
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【汚水処理人口普及率】 

 汚水処理人口普及率ついては年々上昇傾向にあり、2020年度には 81.6％と目標を達成しま

した。 

 

図表 7-5 汚水処理人口普及率の推移 

 

資料）飯塚市環境整備課 
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２）主な事業 

取組の

方向性 
事業 

実施状況（2019年度） 

今後の方向性 

下
水
道
普
及
率
（
接
続
率
）
の
向
上
と

未
整
備
地
区
へ
の
対
応 

浄化槽に対する

補助 

浄化槽設置整備事業補助金を 206件交付しました。 

早期に下水道整備が困難な地域においては、各種浄化槽の設置

で汚水処理を行っていくことが重要であるため、今後も事業を継

続します。 

廃
食
用
油
の
資
源
と
し
て
の
活
用 

廃食用油のリサ

イクル 

菜の花プロジェクトを実施し、9 月 15 日のサイエンスモールに

おいて活動内容の広報を行いました。また、8月に廃油回収ボック

スを鎮西交流センターに設置しました。なお、市内で回収した廃食

用油については、新たに北九州で廃油の回収を行っている九州・山

口油脂事業協同組合と契約を結び、塗料用の油脂原料およびボイ

ラーの燃料として利活用することとなりました。 

廃食用油の回収・リサイクルは家庭排水などの汚れ軽減と資源の

再利用が図られるため、今後も事業の継続を検討します。 

ただし、単身高齢世帯の増加、健康志向の高まりなどで、家庭の

食用油の利用量は減少すると予想されるため、回収量の目標値設

定は廃止することを検討しています。 

 

３）課題・求められる対策 

「河川等推進の改善」については、市民アンケートにおいて施策の満足度、重要度を点数化し、

今後の施策の方向性を分析した結果、「下水道普及率（接続率）の向上と未整備区域への対応」（公

共下水道整備の推進、農業集落排水事業の推進、浄化槽の設置に対する補助含む）が、施策の重

要度は高い一方、満足度は低いため施策の強化が必要と分類されています。そのため、浄化槽の

普及も含めて汚水処理人口の普及率向上は重要となります。 

  



 

 

11 

 

（２）環境目標：森や川の保全  

環境目標 評価指標 

１ 再生した森林の面積 
2,000ha以上 

（2010年度現在:421.49ha） 

 

１）評価指標の推移（2012 年度～2020年度） 

 

【再生した森林面積】 

 再生した森林面積は年々増加傾向にあり、2020年度は 1,886haとなりましたが、目標値の

2,000haには達していません。 

 荒廃森林の再生面積については、福岡県森林環境税基金からの交付による事業（荒廃林整

備事業）で実施した面積を計上しています。森林所有者との調整、基金の交付額や整備単

価、整備作業員の人繰りなどの要因により、目標値を達成することができませんでした。 

 

図表 7-6 再生した森林面積の推移 

 

注）ここでの森林面積は福岡県森林環境税基金からの交付による事業で整備を実施した面積の合計です。 

資料）飯塚市環境整備課 
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２）主な事業 

取組の

方向性 
事業 

実施状況（2019年度） 

今後の方向性 

 

森
や
川
の
回
復
や
保
全
、
適
正
な
保
護 

自然を学ぶ機会

の充実 

市内各所での自然環境体験教室を 19回開催しました（台風接近

による中止 1 回、新型コロナウィルス感染拡大防止のための中止

2回）。 

エコ工房での関連講座（水生生物観察会）については 2 回開催

予定でしたが、雨天中止により 1回のみの開催となっています。 

森や川、市内に生息する希少生物などの保護、保全に対する意識

を高めていくには、実際に自然に触れる体験が重要であるため、今

後も事業の継続を検討します。 

適切な森林の管

理・保全 

荒廃森林整備事業実施予定地 387haの内、特定調査を 197.56ha、

強度間伐等の施業を 31.97ha 実施しました。また過去に再生され

た森林への侵入竹除伐を 29.79ha実施しました。 

森林の適切な管理は、自然環境の保全のみならず、自然災害によ

る被害拡大防止にもつながるため、今後も事業の継続を検討しま

す。 

 

３）課題・求められる対策 

「森や川の保全」については、市民アンケートにおいて施策の満足度、重要度を点数化し、今

後の施策の方向性を分析した結果、「森や川の回復や保全、適正な保護」（自然を学ぶ機会の充実、

適切な森林の管理・保全、遠賀川流域の環境の保全、他県の産業廃棄物受け入れ停止の要望）が、

施策の満足度、重要度ともに高い、「維持」と分類されています。市民ワークショップにおいては、

後生に残したい飯塚市の環境について、「豊かな川」という意見が多く聞かれました。また、市内

の河川保全については、各種団体による保全活動も活発に行われています。飯塚市のシンボルと

も言える川を守っていくためには、水を育む森の維持管理、河川の保全について、今後も多様な

取組が求められます。 

  



 

 

13 

 

（３）環境目標：農村と市街地との交流と地産地消の推進  

環境目標 評価指標 

１ 
花いっぱい推進事業に

よる緑化ヵ所数 

132ヵ所  

（2011年度現在:122ヵ所） 

２ 
給食での地場食材の占

める割合 

18％以上 

（2011年度現在:学校 12.3％、保育所 12.2％） 

 

１）評価指標の推移（2012 年度～2020年度） 

 

【花いっぱい推進事業による緑化ヵ所数】 

 緑化ヵ所数は、2014 年度以降目標を達成しています。2020 年度は 187 ヵ所となっていま

す。 

 

図表 7-7 花いっぱい推進事業による緑化ヵ所数の推移 

 

注）2019年は緑化団体数 

資料）飯塚市環境整備課 

 

 

  

144
128

147 149 150 152 152 

188 187 

132

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(カ所)

飯塚市 目標値
(年度)



 

 

14 

 

【給食での地場食材の占める割合】 

 給食での地場食材の占める割合をみると、学校は 2014 年以降、目標値の 18％を上回って

推移していますが、保育所は 2018年以降減少傾向にあり、目標値を下回っています。 

 給食は決められた費用内での食材購入や必要な栄養を確保することが優先されるため、農

産物価格の動向や仕入れ状況によって、地場食材の調達が困難になっている年があると考

えられます。 

 

図表 7-8 給食での地場食材の占める割合の推移 

 

資料）飯塚市環境整備課 

 

 

  

17.3 

18.0 

20.0 

22.0 

19.9 

18.8 
18.3 

20.2 
19.8 

17.3

16.6 16.4

20.2 20.2 

18.1 
17.6 

15.6 15.0 

18

12.0

14.5

17.0

19.5

22.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(％)

学校 保育所 目標値
(年度)



 

 

15 

 

２）主な事業 

取組の

方向性 
事業 

実施状況（2019年度） 

今後の方向性 

農
村
部
と
都
市
部
と
の
交

流
を
図
る 

自然とのふれあ

いに関する副読

本の作成・充実 

自然体験教室の開催を通じて、地元専門家の協力を得て市内各

地の公園に生息する動植物についての情報収集を行いました。 

学校の利用を目的とした副読本については、環境月間の 6 月に

小学校 4 年生向けの副読本を購入し、配付しています。また、福

岡県においても環境教育副読本「みんなの環境」が作成されている

ことから、代替性が担保されているため、今後の事業については、

休止を検討します。 

自
然
と
ふ
れ
あ
う
た
め
の
景
観

要
素
や
場
所
の
整
備 

花いっぱい推進

事業の拡大 

市内各所の美化活動のため花苗・種子配布（６月、１０月、１１

月）、遠賀川河川敷中ノ島での花いっぱい推進協議会会員による、

市花「コスモス」の種まき作業（７月）、播種育苗講習会（７月）

を実施しました。 

花いっぱい事業はまちの景観づくりや地域連携強化など、市民と

一体となった取組として効果が高いため、今後も事業の継続を検

討します。 

地
産
地
消
の
活
性
化
に
よ
る
農

業
振
興
・
食
の
安
全
の
確
保 

農畜産物情報の

提供（食の安全）、

地産地消の PR 

市内開催のイベントや料理教室で、地元農産物の PR および直売

や提供を行いました。 

地元農産物を知って活用してもらうためには、様々な機会におけ

る情報発信が重要であるため、今後も事業の継続を検討します。 

 

３）課題・求められる対策 

「農村と市街地との交流と地産地消の推進」については、市民アンケートにおいて施策の満足

度、重要度を点数化し、今後の施策の方向性を分析した結果、「自然とふれあうための景観要素や

場所の整備」（自然とのふれあいの場、機会の充実、花いっぱい推進事業の拡大）が、施策の重要度

は高い一方、満足度が比較的低い「強化」と分類されています。市民アンケートの自由記入にお

いては、市民による緑化促進に対する意見も多く見られました。また、市民ワークショップでは、

自然にふれ合える公園の整備を望む声も聞かれました。 

市民が気軽に参加でき、街の一体感醸成にも効果のある緑化運動などは今後も取組を継続する

ことが望まれます。 
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（４）環境目標：在来種を保全する活動の実践 、外来種対策の実践 

環境目標 評価指標 

１ 現地観察会の回数 ２回／年以上 （2010年度現在:０回） 

 

１）評価指標の推移（2012 年度～2020年度） 

 

【現地観察会の回数】 

 現地観察会については、経年で 10回／年を越えており目標値を達成しています。 

 

図表 7-9 現地観察会の回数の推移 

 
資料）飯塚市環境整備課 
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２）主な事業 

取組の

方向性 
事業 

実施状況（2019年度） 

今後の方向性 

「
入
れ
な
い
・
捨
て
な
い
・
拡
げ
な
い
」

対
策
の
徹
底 

学習会、現地観察

会の開催 

市内各所での自然体験教室を全 22回開催予定でしたが、台風接

近により 1 回、新型コロナウィルス感染拡大防止のため 2 回中止

となり、計 19回開催しました。 

正しい知識を身につけ、その対策に興味を持ってもらうために

は、自分で体験することが重要になるため、今後も、外来種に関す

る内容以外も含め、学習会や現地観察会の事業は継続を検討しま

す。 

 

３）課題・求められる対策 

「在来種を保全する活動の実践」については、市民アンケートにおいて施策の満足度、重要度

を点数化し、今後の施策の方向性を分析した結果、「水質の改善と自然配慮型への再整備」（在来

種の保全に関する普及啓発、公共工事における環境影響の評価）が、施策の満足度は高い一方、重要

度が比較的低い「見直し」と分類されています。市民ワークショップでは、市内の貴重な在来種

の認知度を高め、保護していくことへの重要性などが指摘されています。施策の重要度は低くな

っていますが、市民の関心を高めるため、引き続き専門家の協力を得ながら観察会の場や情報を

提供していくことが重要になります。 

 「外来種対策の実践」については、市民アンケートにおいて施策の満足度、重要度を点数化

し、今後の施策の方向性を分析した結果、「外来生物対策」（正しい情報の発信）が、施策の満足

度、重要度ともに低い「再検討」と分類されています。外来種については、生活に直接関連しな

いため、市民の関心が低いことも要因と考えられますが、市民の関心を高め対策を徹底するため

には、引き続き専門家の協力得ながら観察会の場や情報を提供していくことが重要になります。 
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３．基本目標Ⅲ 低炭素社会の構築 

基本目標Ⅲ 

次世代に誇って継ぐことのできる、自然エネルギーを無駄なく使う低炭

素の環境づくり 

【低炭素社会の構築】 

 

（１）環境目標：地球温暖化防止の取組の実践 

環境目標 評価指標 

１ 

公共施設、学校への太

陽光発電システムの設

置 

30件以上 

（2010年度現在:7件） 

２ 

2030 年度までに、温室

効果ガス排出量を、

1990 年度の水準まで減

少 

727千 t-CO2/年 

（2010年度現在:933千 t-CO2/年） 

 

１）評価指標の推移（2012 年度～2020年度・2018年度） 

 

【太陽光発電システム設置】 

 太陽光発電システムの設置数は、年々増加傾向にあり、2020 年度には 32 件となり、目標

を達成しています。 

  

図表 7-11 公共施設、学校などへの太陽光発電システムの設置数の推移 

 
資料）飯塚市環境整備課 
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【温室効果ガス排出量】 

 温室効果ガス排出量は、2013年度の 1359.84千 t-CO2をピークに減少傾向にあり、2018年

度には 866.74千 t-CO2となっています。 

 なお、2021年 3月に環境省が公表する温室効果ガス排出量の推計手法、推計に用いる排出

係数に改定があり、基準年となる 1990 年の推計値も遡及改定されました。1990 年度の遡

及改定値は 1,112千 t-CO2で、2018年度は基準年以下となっています。 

 

図表 7-12 温室効果ガス排出量の推移 

 

資料）飯塚市環境整備課 

 

 

  

1094.07

1208.94

1348.82 1359.84

1,280.00 

1,199.69 

1,084.84 
1,064.22 

866.74 

727
700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(千ｔ CO2)

排出量 目標値 (年度)



 

 

20 

 

２）主な事業 

取組の

方向性 
事業 

実施状況（2019年度） 

今後の方向性 

 

省
エ
ネ
行
動
の
普
及
・

啓
発 

身近な省エネ活

動への意識啓発 

市内保育所等に環境啓発イベントへの参加を募集しました。ま

た、令和元年 12月に、地球温暖化防止推進員と連携して、市内の

放課後児童クラブ等で、地球温暖化に関するエコ出前講座を開催

し、地球温暖化や省エネに関する意識啓発を行いました。 

子どもへの意識啓発は、親の行動変容を促すきっかけにもなる

ことから、今後も事業の継続を検討します。 

緑
の
カ
ー
テ
ン
運
動
の
継

続
と
充
実 

緑のカーテンエ

コプロジェクト

の推進・拡大 

緑のカーテン事業を本庁やその他の公共施設で実施しました。

また、市内の公共施設や希望する市民へ苗を配布し、実施を拡大し

ました。また、普及啓発活動として、市ホームページにゴーヤ日記

を掲載するとともに、緑のカーテンコンテストを実施し、応募のあ

った個人及び幼稚園 2園を表彰しました。 

緑のカーテン事業については、景観にも配慮したシンボル的な事

業であるため、今後も事業の継続を検討します。 

異
常
気
象
に
伴
う
災
害
等
に
備
え
た
、
雨
水
貯
留
タ
ン

ク
・
雨
水
浸
透
枡
等
の
普
及
促
進
な
ど
適
応
策
の
検
討 

耕作放棄地対策 災害防止や地球温暖化防止のため、田に水をためるなど、休耕田

や耕作放棄地の有効利用について検討を行いましたが、実施には

至りませんでした。 

休耕田や耕作放棄地に水をためた場合、周辺の耕作している農

地への影響を予測することが困難で、周辺の農地管理者との調整

が必要となるなど、実現性に乏しいため廃止とします。 

 

３）課題・求められる対策 

「地球温暖化防止の取組の実践」については、市民アンケートにおいて、「異常気象に伴う災害

等に備えた雨水貯留タンク・雨水浸透枡等の普及促進など適応策の検討」（防災研修の推進、適

応策の検討及び導入、浸水対策事業の実施、耕作放棄地対策、透水性舗装導入の検討、公共施設

への雨水利用施設の導入）は施策の重要度が高い一方、満足度が比較的低い「強化」と分類され

ています。地球温暖化による自然災害が甚大化するなかで、災害への対策の重要性は高まってい

ます。 
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（２）環境目標：温室効果ガス 削減量や省エネ効果の見える化 

環境目標 評価指標 

１ 
見える化ツールの設置

学校数 
全校（2010年度現在:3校） 

 

１）評価指標の推移（2012 年度～2020年度） 

 

【見える化ツールの設置学校数】 

 見える化ツールの設置学校数は、増加傾向にあり、2020 年度には 23 件となりましたが、

目標の全校には達していません。 

 小中学校については、統廃合を見据え設置の見合わせているところもあり、目標値の全校

には至っていません。 

  

図表 7-13 見える化ツールの設置学校数の推移 

 
資料）飯塚市環境整備課 
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２）主な事業 

取組の

方向性 
事業 

実施状況（2019年度） 

今後の方向性 

 

広
報
に
よ
る

C
O
2

等
削
減

状
況
に
関
す
る
情
報
提
供 

ホームページに

よる削減量デー

タの提供 

CO2削減量について 12月に市ホームページに掲載しました。 

引き続き飯塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づい

た取組を実施することから、今後も事業の継続を検討します。 

 

 

３）課題・求められる対策 

「温室効果ガス 削減量や省エネ効果の見える化」については、市民アンケートにおいて、「広

報による、CO2 等削減状況に関する情報提供」（飯塚市役所の取組と CO２削減量の公表）は、施策の

重要度、満足度ともに低い「再検討」と分類されています。市民の生活や家計に直接影響しない

情報であるため、市民の関心度が低いと考えられます。そのため、関心を高めるような情報発信

が重要となります。 

 

  



 

 

23 

 

４．基本目標Ⅳ 人の環づくりと活動の実践 

基本目標Ⅳ 
豊かな資源（自然・人材等）や地域コミュニティを活かした人づくり 

【人の環づくりと活動実践】 

 

（１）環境目標：環境教育・学習の充実  

環境目標 評価指標 

１ 

飯塚市役所ホームペー

ジの、環境に関するペ

ージへの年間アクセス

件数 

対前年度比で増加 

２ 
こどもエコクラブ登録

団体数 

10団体以上 

（2010年度現在:４団体） 

３ 
環境アドバイザー派遣

件数 

50件以上 

（2010年度現在:1件） 

 

 

１）評価指標の推移（2012 年度～2020年度） 

 

【飯塚市役所ホームページの、環境に関するページへの年間アクセス件数】 

 ホームページへの年間アクセス件数は 2014年度以降は前年度比以上を達成しており、2020

年度の年間アクセス件数は 174,552件まで増加しています。 

  

図表 7-14 飯塚市役所ホームページの、環境に関するページへの年間アクセス件数の推移 

 
資料）飯塚市環境整備課 
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【こどもエコクラブ登録団体数】 

 こどもエコクラブの登録団体数は、２～４団体で推移しており、目標の 10団体は達成して

いません。 

 既に環境活動を行っている団体は、こどもエコクラブへの登録のメリットがあります。そ

のため、市では登録数を増やすために、親子を中心に環境活動に取り組んでもらうための

プログラムへの参加を促し、参加人数も増やしてきました。しかし、自発的に活動を行う

団体の設立は一般の親子にはハードルが高く、団体数の増加には至っておらず、こどもエ

コクラブの登録団体数の増加となりませんでした。 

 

図表 7-15 こどもエコクラブ登録団体数の推移 

 
資料）飯塚市環境整備課 
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【環境アドバイザー派遣件数】 

 環境アドバイザー派遣件数は、2013 年度の 41 件をピークに減少傾向にあります。なお、

2019年度を以って制度が廃止となっています。 

 環境アドバイザー制度は、アドバイザーへの負担が大きかったため、制度を活用した派遣

数は減少しました。そのため、制度を活用しない講座、セミナーなどに切替え、アドバイ

ザー制度そのものを見直し廃止としました。 

 

図表 7-16 環境アドバイザー派遣件数の推移 

 

資料）飯塚市環境整備課 

 

  

30

41

23

15

10 

0 1 0 0 

50

0

10

20

30

40

50

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(件数)

派遣件数 目標件数
(年度)



 

 

26 

 

２）主な事業 

取組の

方向性 
事業 

実施状況（2019年度） 

今後の方向性 

飯
塚
市
の
特
性
を
生
か
し
た
環
境
教
育
・

学
習
と
実
践
活
動
の
充
実 

環境アドバイザ

ー制度の強化と

活用 

環境アドバイザー制度については、令和元年度を以て廃止とな

り、利用促進は行っていませんが、代替となる各種出前講座につい

て、利用促進を行いました。 

制度自体が廃止となったため、今後は各種出前講座を代替事業

として検討します。 

学
校
や
公
民
館
な
ど
学

習
の
場
の
利
便
性
向
上 

公民館等での環

境講座の開催・拡

充 

市内の小学校などへのエコ工房出前講座については4回行いまし

た。 

環境講座については、市民にとって重要な学びの場であるため、

今後も事業の継続を検討します。 

 

 

３）課題・求められる対策 

「環境教育・学習の充実」については、市民アンケートにおいて、「環境教育・学習と実践活動

の充実」（環境基本計画の周知、環境教育推進大会（エコスタいいづか）の実施）は施策の重要度

が高い一方、満足度が比較的低い「強化」と分類されています。環境教育・学習は、世代を問わ

ず、市民の環境への意識を高めるための有効な手段であるため、今後も市民のニーズに応じた学

習機会の提供が求められます。 
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（２）環境目標：市民意識の向上  

環境目標 評価指標 

１ ペットの糞害苦情件数 
0件/年 

（2010年度現在:17件） 

２ エコ工房の来館者数 
8,000人/年以上 

（2010年度現在:4,271人/年） 

３ 
環境アドバイザーの公

民館等への派遣件数 

（環境アドバイザー派遣件数 50件以上の内数） 

25件以上（2010年度現在:0件） 

 

 

１）評価指標の推移（2012 年度～2020年度） 

 

【ペットの糞害苦情件数】 

 ペットの糞害苦情件数は、2014 年度の 82 件をピークに減少傾向にありましたが、2018 年

度、2019年度は 60件と横ばいで推移し、2020年年度は 17件と大幅に減少してます。 

 看板の設置や市報などでの啓発などに取り組んできましたが、飼い主のいない野良猫の対

策などが進んでいなこともあり、糞害の苦情件数は減少していません。 

  

図表 7-17 ペットの糞害苦情件数の推移 

 

資料）飯塚市環境整備課 
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【エコ工房の来館者数】 

 エコ工房の来館者数は、2017年度の 7,535人をピークに減少傾向にあり、目標の 8,000人

を達成していません。 

 2017年度までは、各種取組により順調に来館者数は増加していましたが、2018年度はエコ

工房の外壁の剥落、2019、2020年度はコロナウイルス感染症対策による閉館、時間短縮が

影響し、目標を達成することができませんでした。 

 

図表 7-18エコ工房の来館者数の推移 

 

資料）飯塚市環境整備課 
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【環境アドバイザーの公民館等への派遣件数】 

 環境アドバイザー派遣件数は、2013 年度の 41 件をピークに減少傾向にあります。なお、

2019年度を以って、制度が廃止となっています。 

 

図表 7-19 環境アドバイザーの派遣件数の推移（再掲） 

 

資料）飯塚市環境整備課 
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２）主な事業 

取組の

方向性 
事業 

実施状況（2019年度） 

今後の方向性 

マ
ナ
ー
、
モ
ラ
ル
に
関
す
る
大
人
の

意
識
の
改
革 

ペットの糞害の

防止 

現地確認を実施し、状況に応じ「飼い犬の糞の持ち帰り」等の看

板を設置した他、「ペットの糞害について」のチラシを 10 月に隣

組回覧し、飼い主のマナー向上への啓発を行いました。また、飼い

主への指導の際は、飯塚市生活環境の保全に関する条例 10条に基

づき、ペットの飼い方についてのチラシを渡す等、指導を行いまし

た。 

ペットの糞害の苦情件数は年間 60件にも及ぶため、今後も事業

の継続を検討します。 

環
境
配
慮
市
民
、
事
業
所
の
表
彰
制
度
の
創

設
と
運
用 

環境ポイント制

度の導入及び周

知 

開催する各イベントにおいて環境スタンプラリー（ポイント制

度）を実施し、環境活動への参加意欲の向上を図りました。 

ポイント制度はリピーター増加には寄与しましたが、幅広い市

民への普及・啓発への効果を求める必要があるため、事業の休・廃

止を検討します。 

 

３）課題・求められる対策 

「市民意識の向上」については、市民アンケートにおいて、「マナー、モラルに関する大人の意

識改革」（ペットの糞害防止など）は施策の重要度が高い一方、満足度が比較的低い「強化」と分

類されています。特に、重要度が他の施策と比較して非常に高いのが特徴です。また、市民ワー

クショップでもゴミのポイ捨て、ペットの糞害などマナー、モラルが守られていないことへの意

見が多く聞かれました。市民ニーズの非常に高い施策であるため、取組の強化が重要となります。 

 なお、市民の意識向上には、情報発信・啓発が欠かせませんが、アンケートでは、「エコ工房な

どの環境活動拠点や自治公民館等での環境講座に参加」について、約半数の人が「今も行ってお

らず、今後も行う予定はない」と回答していることから、講座への興味関心を高める一方で、講

座以外でも、あらゆる世代に情報が届くよう、様々な媒体による情報発信が求められます。 

 

 

 



 

  

１．計画策定の背景と趣旨 

２．計画の位置づけ 

４．計画の対象分野 

５．推進体制 

計画の基本的事項 

 飯塚市は 2002（平成 14）年 3月 14日に「飯塚市環境基本条例」を公布・施行しました。条例におい

ては、「すべての者が互いに協力し連携を保ちながら、環境の保全及び創造を図り、環境にやさしい

まちを実現する」と定められています。 

 条例に基づき、同年 3月に飯塚市環境基本計画を策定後、2008（平成 20）年 3月に改定、2012（平成

24）年 3月に第 2次飯塚市環境基本計画を策定しました。第 2次計画の計画期間が 2021年度で終了

することから、新たに第 3次飯塚市環境基本計画を策定します。 

 第 3次計画においては社会情勢や環境の変化に対応するため、2015年（平成 27）年 12月に地球温暖

化対策の新たな枠組みとして採択された「パリ協定」や、それを踏まえた国の「地球温暖化対策計

画」（2016（平成 28）年）、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」2019（令和元）年、「第五

次環境基本計画」（2018（平成 30）年）を踏まえた施策を策定します。 

 また、2015（平成 27）年 9月に採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」に掲げられ

た「SDGs（持続可能な開発目標）」の 17ゴールの考えた方を踏まえた施策の検討を行います。 

 飯塚市環境基本計画は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための、環

境面で最も基本となる計画です。 

 国や県、本市の法制度や各種計画との関連性に配慮するとともに、市民や事業者、学校、環境団体や

その他関係機関・組織と連携を図りながら施策を進めていきます。 

３．計画期間 

 2022（令和４）年度～2031（令和 13）年度の 10年間とします。 

 現在の環境問題は、地域から地球規模まで広範囲に及んでおり、本市が対応すべき範囲も多岐にわた

ります。 

 本計画の対象地域は、本市全域とします。 

 本計画の取組を着実に実行し目標を達成するため、市民、事業者、環境団体、学校、行政が協働した

推進体制で施策に取り組みます。 

環境保全

循環型社会

脱炭素社会

市

事業者

学校市民

環境団体

協働・連携

推進体制

飯塚市環境審議会

国

県

周辺自治体

報告

環境基本計画の策定
環境基本計画の点検・評価
環境保全協定に関する調査審議

提言

連携

【国】
・環境基本法
・環境基本計画

【県】
・環境総合基本計画

第2次飯塚市総合計画

第3次飯塚市環境基本計画
地球温暖化対策実行計画

（施策区域編）

【関連する主な計画】
・飯塚市国土利用計画
・飯塚市都市計画マスタープラン
・飯塚市健康づくり・食育推進計画
・飯塚市緑の基本計画
・飯塚市地域情報化計画

飯塚市環境基本条例

整合

連携

【個別計画】
飯塚市一般廃棄物処理基本計画

整合

環境の範囲 項目

自然環境 森林、河川、公園・緑地、生物多様性、自然災害

生活環境 大気、水質、土壌、騒音・振動、悪臭、化学物質、景観

資源循環・地球温暖化 廃棄物、４R（リフューズ・リデュース・リユース、リサイクル）、エネルギー、気候変動

教育・協働・連携 環境教育・学習、環境保全活動、コミュニティー形成

Administrator
タイプライターテキスト
資料４．第3次飯塚市環境基本計画　計画骨子案



 

①森林や水源の保全 

①情報発信手段の多様化 ②多様な主体、多様な世代の交流・連携の推進 ③環境教育・学習の充実 

基本目標Ⅰ：豊かな自然と人が共生する環境をつくる 基本目標Ⅱ：うるおいのある快適な生活環境をつくる 
基本目標Ⅲ：循環型社会・脱炭素社会を実現する 

（地球温暖化対策実行計画・区域施策編） 

将来像：人＋自然＋やさしいまち＝いいづか 

 適正な森林整備による水源涵養機能、二酸化炭素吸収機能の

維持・向上 

 里山の保全 

 保安林の整備による自然災害の防災・減災 

基本目標Ⅰ～Ⅲの実現に向けた横断的取り組み「教育・協働・連携の推進」 

②生物多様性の保全 

 希少動植物、在来種の保護・保全 

 外来生物の拡大防止 

 自然とふれあえる場の創出・確保 

①河川などの水質改善 

 汚水処理人口普及率の向上 

 水質の監視、水質改善の啓発活動の推進 

②環境美化活動の推進 

 まちなか美化活動の推進（花いっぱい運動、一斉清掃） 

 生活マナーの向上（ポイ捨て、ペットの糞の放置防止） 

 不法投棄防止 

③公害対策の徹底 

①４R（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）の推進 

②省エネ活動、再生可能エネルギー導入の推進 

 ごみ発生の抑制（断る、減らす） 

 再利用・再資源化の推進 

（集団回収の強化、ごみ出しルールの徹底） 

 国民運動「COOL CHOICE」の推進 

 家庭や事業所、学校などへの省エネ・再生可能エネ設備導入促進 

 地産地消の推進（フードマイレージの低減） 

 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づく対策の推進 

区域施策編として、温室効果ガスの排出量の現状、将来推計、目標値

などを記載予定 

 多様な媒体による情報発信（SNS、ウェブの活用） 

 ICTを活用した多様なコミュニケーション手段の導入 

 自治会・交流センターの活用による地域コミュニティの活性

化 

 多様な主体、世代が気軽に情報交換ができる場（コミュニテ

ィカフェ）の創出支援 

 環境保全団体同士のネットワーク、マッチング支援 

 市内の大学と連携した多世代型イベントの開催支援 

 エコ工房、コミュニティーセンター、交流センターを活用し

た講座、セミナー、イベントの開催 

 専門家による自然観察会の開催 

 小中学校における環境教育の推進 

 騒音、振動、悪臭など公害の監視・指導の徹底 



議案(2)質問No.20_補足資料

事業名 最終報告内容 ページタイトル名 アクセス件数

生ごみ処理方法の普及
促進

6月の環境月間において啓発ポスターの掲示は展示スペースの問題により行うこ
とができませんでしたが、市ホームページにおいてリボべジに関する記事を掲載
し、生ごみの減量化・資源化の普及・啓発を行いました。

環境月間及び環境デー 189

ごみ減量に関する啓発
や情報の提供

市ホームページにおいて「ごみ分別ゲーム」の周知を行っています。また、環境整
備課窓口にて『飯塚市「家庭ごみ」の分け方・出し方（簡易版）』の配布を行ってお
ります。

出前講座について 69

ごみ拾いボランティアの
紹介

新型コロナウイルス感染症対策としてエコスタいいづかの開催を中止したため、エ
コスタいいづかでの活動紹介は行えておりません。しかし、エコスタいいづかにて
紹介する予定だった各団体の環境保全活動の一部を市ホームページにて紹介し
ております。

エコスタいいづか 202

グリーン購入の推進
市のホームページで市民や事業者へグリーン購入を進めるための啓発を行いま
した。

グリーン購入しよう！ 42

廃食用油のリサイクル
飯塚東交流センターと頴田交流センターに廃食用油回収ボックスを設置しました。
また、市ホームページに回収場所と回収方法を掲載しております。
回収した廃油は建築用塗料としてリサイクルされております。

廃食用油の回収 332

【特定外来生物】ヒアリについ
て

363

特定外来生物「ツマアカスズ
メバチ」について

51

特定外来生物「セアカゴケグ
モ」及び「ハイイロゴケグモ」に
ついて

93

特定外来生物対策ーオオキ
ンケイギクについてー

20

COOL　CHOICEの取組
庁内掲示板等を通じてクールビズの普及啓発を呼びかけました（クールビズ実施
期間：R2.5.1～R2.10.30）。また、市ホームページにてエコドライブ等の推奨を常時
行いました。

エコドライブしよう！ 29

高効率給湯器等の市民
への普及

市ホームページの「家庭でできる地球温暖化防止の取組」内において、買替等に
よる削減の一例として高効率給湯器を紹介するほか、省エネ製品買換えナビゲー
ション（しんきゅうさん）の情報を提供しました。

家庭でできる地球温暖化防止
の取り組みについて

288

ホームページによる削減
量データの提供

CO2削減量について、市ホームページに掲載しました。
飯塚市地球温暖化対策実行
計画（事務事業編）

257

飯塚市地球温暖化対策実行
計画（事務事業編）

257

飯塚市役所内の「夏季におけ
る省エネ・節電対策」に取り組
みます！！

42

飯塚市役所内の「冬季におけ
る省エネ・節電対策」に取り組
みます！！

44

見える化ツールの紹介 市ホームページで見える化ツールの情報を常時掲載し、情報提供しました。
太陽光発電「見える化ツー
ル」

71

環境活動レポートの公表
の推進

令和2年6月に県主催のエコアクション21導入セミナーに関する情報をホームペー
ジに掲載し、認証取得を呼びかけました。

エコアクション21導入セミナー
の開催について

60

環境団体の活動情報の
広報

12月に市ホームページにて各環境保全活動団体の活動内容を紹介しました。 エコスタいいづか 942

環境基本計画の周知 市ホームページによる周知を行いました。 第2次飯塚市環境基本計画 202

緑のカーテンエコプロジェクト 869

打ち水の実施について 287

草木染め体験会 160

環境団体活動支援拡充 12月に市ホームページにて各環境保全活動団体の活動内容を紹介しました。 エコスタいいづか 942

環境優良者表彰制度の
創設と運用

環境保全活動は、優劣を競うものではないため、今年度からエコスタいいづかで
の表彰制度は廃止しています。しかしながら、継続的な活動や新規団体の活動意
欲高揚につなげるため、参加申込みのあった8団体の優良な取組について市ホー
ムページやYouTubeを活用して、広く周知を行いました。

エコスタいいづか 942

環境情報の収集と提供
の促進

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により各自治会やまちづくり協議会で
の活動が自粛または縮小されています。今後も、引き続き地域の活動状況を情報
収集し、市ホームページ等で情報提供に努めます。

エコスタいいづか 942

大気汚染物質に関する
情報発信

光化学オキシダントや微粒子状物質等の大気汚染物質を監視し、市ホームペー
ジ等で適切な情報提供を行いました。

光化学オキシダント（光化学
スモッグ）注意報の発令状況

114

騒音・振動に関する適正
な助言・指導の実施

騒音規制法及び振動規制法に係る規制基準等をホームページに掲載し、周知を
行いました。騒音及び振動の苦情・相談件数は9件であり、現地調査を行った後、
指導・助言を行いました。

騒音、振動に係る届出 726

自然体験教室の開催を通じて情報収集・発信に努め、市ホームページにおいても
オオキンケイギクやツマアカスズメバチ等の特定外来生物についての情報発信を
行いました。

在来種の保全に関する
普及啓発

飯塚市役所の取組とCO
２削減量の公表

市役所内の省エネの取り組みについてホームページ上で公開し、また、CO2削減
量について市ホームページに掲載しました。

市報に、「ゴーヤ配布会」や「うちの打ち水」など、コロナ対策を行った行事の広報
を行うとともにホームページにも掲載しました。また、市職員には庁舎内掲示板を
活用し、各行事への参加を促しました。

地域コミュニティとの連
携（環境活動、伝統行事
など）



議案(3) 質問No.14 補足資料

部門別二酸化炭素排出量 単位：1,000tCO2

年度 製造業
建設業

・鉱業
農林水産業 業務 家庭 運輸部門 一般廃棄物 排出量合計

1990年度 588 24 19 124 107 239 9 1,112

2008年度 364 7 6 184 146 273 18 998

2018年度 311 6 8 154 103 243 16 841

部門別二酸化炭素排出量割合 （％）

年度 製造業
建設業

・鉱業
農林水産業 業務 家庭 運輸部門 一般廃棄物 排出量合計

1990年度 52.9 2.1 1.8 11.2 9.7 21.5 0.8 100.0

2008年度 36.5 0.7 0.6 18.4 14.6 27.4 1.8 100.0

2018年度 37.0 0.7 0.9 18.3 12.2 28.9 1.9 100.0

※小数点以下を四捨五入しているため、小計及び合計値が各欄の合計と合致しない箇所がある。

資料）環境省「部門別CO2排出量の現況推計」
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